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はじめに

 日本型福祉社会論とは、日本政府が 1970 年代に提唱

したわが国独自の概念である。この概念は、提唱後か

ら今日に至るまで、日本社会に大きな影響力を及ぼし

ている。日本型福祉社会論は、家族を「福祉の含み資

産」として、公助よりも共助や自助を優先させる引力

をもつ。当該思想は、それまでの福祉国家の形を変形

させる力をもち、国家の責任を地域、家族や個人に転

嫁させることに成功したとされる。 
本稿では、日本型福祉社会論が提唱された経過と、

生活保護制度との関係を分析することを主題として、

両者の共通性を指摘し、その影響が今日まで継続して

いることを指摘する。また、当該概念が生活保護ソー

シャルワーカーに与えた影響について、先行研究を批

判的に検討することにより、多様な生活保護ソーシャ

ルワーカーの姿を明らかにすることを目的とする。 
 

日本型福祉社会論とはなにか

日本型福祉社会論が提唱された背景には、1973（昭

和 48）年のオイルショックにより、わが国の高度経済

成長が終焉を迎えたことがある。その頃、政府は革新

勢力の躍進を横目に、福祉国家の充実に向けて舵を切

ることを決意していた。その意思は、1973（昭和 48）
年に実施された老人医療費無料化をはじめとする福祉

充実策に結実し、当該年は「福祉元年」と呼ばれるこ

ととなった。 
しかし、同年に発生したオイルショックは、高度経

済成長を終焉へと導いた。高度経済成長が望めない日

本社会は、今後の方向性として新しい方法を考えなけ

ればばらなかった。なぜなら、「福祉元年」に象徴され

るような福祉政策を充実させるためには、多額の資金

がかかり、それを実現させるためには安定した経済成

長 が 必 要 不 可 欠 で あ っ た か ら で あ る （ 田 中

2010:10-14）。 
この課題に対し、日本政府は、福祉政策の充実では

なく「福祉見直し」へと政策の方向性を転換させる。

1978（昭和 53）年の『厚生白書』では家族構成員の

「同居」が「福祉における含み資産」であるとされ、

家族に対する福祉機能の代替的役割が期待されるとと

もに、企業福祉の社会保障制度への位置づけが提言さ

れた（小笠原 1988:159-169）。 
日本型福祉社会という用語は、1975（昭和 50）年に

発行された「生涯設計計画－日本型福祉社会のビジョ

ン」で初めて登場する（君島 1997:51）。登場時におい

て、日本型福祉社会論は福祉優先の方向性をもってい

たとされるが、その方向が転換したのは、1976（昭和

51）年の「昭和 50 年代前期経済計画」である。そこ

で、高度経済成長路線を離れて新たな目標を模索する

過渡期の苦しみの対症療法として日本型福祉社会とい

う用語が利用された。そこでの日本型福祉社会の概念

は、福祉を家族に肩代わりさせる原型となり、日本型

福祉社会論の原型としても、大きな影響力をもつこと

になった（君島 1997:52）。 
続く 1979（昭和 54）年 1 月以降、当時首相であっ

た大平正芳は次々と政策研究会を発足させた。そのな

かのひとつである「家庭基盤充実研究グループ」は、

1979（昭和 54）年 5 月に報告書を提出した。同研究

グループは、日本型福祉社会構想について、とりわけ



2

福祉大 要 20 （2024 年 2 月） 
 

- 2 - 
 

く関わり、多大な影響を与えたとされている（平田

1982:27）。その報告書では、福祉機能として 要なも

のは、個人の自助 力、家庭の自 自助と家族の相

助、 場の相 助、地域社会の相 助、そして

公的 助であるとした。そのなかで、中 は自 自助

と相 助であり、公的 助はこれを助け するも

のとして位置づけられた（新 2005:102-103）。この

報告書における は、1979（昭和 54）年 8 月 10 日

によって された『新経済社会 7 年計画』に

継 され、政府の 的計画の 念となったのである

（新 2005:103）。 
『新経済社会 7 年計画』では、日本社会について、

社会 の高い 性、 分 の平 性、機会の

平 化に う活発な 、 分 の平 性、

な 関係な から、社会の安定性と活力が保 され

ると指摘されていた（ 2018a:8）。この計画は、1960
年代から 1970 年代前 のように福祉国家をプ

シン ルとして 的に し、その実現を政策目標

として てきた 々の政策から転換したものであっ

た。それは、経済成長が するなかで、公共 の

大化による経済の を しようとするもので

あった（ 1992:190-191）。 
『新経済社会 7 年計画』が 決定された 1979

（昭和 54）年 8 月、自 は『日本型福祉社会』とい

う研究 書を発行している。これは、福祉国家の政策

と 政の に対する 定から 論が された。そ

のうえで、同書においては、 個人が する家庭、

個人が する企業、 保 な を代 する

場を通じて利用できる ク対 シ を主 とす

る日本型福祉社会シ を提 した。ここでは、国

家の社会保障制度はこれらのシ を するもの

として位置づけられた（ 2018a:6）。このように、

日本型福祉社会論は、日本型 用 ジー が福祉 ジ

ー の機能を していくことを正当化するものであ

った（ 本 2008:97）。 
ここで提 された日本型福祉社会論については、「そ

れ以前に提唱された多様な考えに相当 度思想的

を するものであり、決して としてかつ く新し

いものとして生まれたということはできない」と指摘

されるように、それまでの自 が目指す国家政策が

影響を与えている（ 1981:47）。 
は、日本型福祉社会論 期における福祉国家

政策 念として、以 の 徴を ている（

2017:3-13）。 
 

1 社会政策や社会保障制度を中 にした、 的な

制度を新たに すること。 
2 地域社会に公的 、イン ー ル 、

利 を した 的な福祉シ を構 す

ること。 
3 公的な政策や地域福祉における 性、 化は、

社会保障制度における の 正化と関連があった。 
4 主 を基盤とした日本型の 意

と、個人主 を基盤として 化されている 型

福祉国家 制を 化すること。 
5 社会保障の 制度のなかで、社会 題を 的に

決できる制度に、 中的に を分 すること。 
 

のような 徴を する日本型福祉社会論につい

て、正長は、日本型福祉社会論が国 の見 を分

し、相 に対 させるようなかたちで 論 に

われ、その後の新保 主 時代の先導的役割を うよ

うになったとの見 を している（正長 2008: 19-24）。 
日本型福祉社会論は、社会福祉の い に多大な

影響を与えた。 田は、「日本型福祉社会とことさら言

われるのは、経済大国を き たわが国の自 に

するのであ うか、社会福祉についてもこれでよい

の という き直りを じるのは 者 けであ うか。

的 の の至る に 出する人 の現象を

見てこれでよいと言えるので うか。 （ ） 今こ

そソーシャルワーク（社会福祉実 ）の大 と機能を

し目標に直進す き時であ う（ 田 1979:1）」
と 、日本型福祉社会論について批判を行っている。

本稿では、日本型福祉社会の影響を生活保護制度との

関連のなかでみていくこととする。 
 
日本型福祉社会論と

日本型福祉社会論は、社会のあら る ルに自助

力を めるものである（ 1985:123）。またそれ

は、 性正社員からなる「標 」 の助け い

で「自 」することを する 方、社会保障制度は

「 」的なものと 定する論 をもっている（ 平

2014:285）。この時期、生活保護制度は、保護を

で 前に するいわ る「 」の 法が

定 したとされる（ 平 2014:288）。 
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日本型福祉社会論が主 する思想を した当時の

生活保護に関わる政策のひとつに、「生活保護 正化」

政策がある。日本における「生活保護 正化」政策は、

生活保護の を ことに主 が置かれ、 には

関 がもたれない。 2 次 大 後、日本の生活保

護政策は、 り し「生活保護 正化」政策を実施し

てきた。なかでも、1981（昭和 56）年 11 月 17 日の

社保 123 厚生 社会 保護課長 指導課長通

「生活保護の 正実施の 進について」（通 「123
通 」）は、 力 員な の不正 を ことを目

的に発出されたものであるが、これは結 的に生活保

護利用者に対して保護の ち切りや、それを けさせ

ない りを福祉 に 要するものであった

（ 島 2014:211）。この政策は、日本型福祉社会論の

思想を く したものであり、当時の生活保護行

政や生活保護ソーシャルワーカーに大きな影響を与え

た。 
なお本稿では、主に福祉 において生活保護業

に する 員の呼 について、より時代に した

の標 化が められていることを みて（田中

2019:16）、引用 分を いて生活保護ソーシャルワー

カーとする。また、 、生活保護制度は、制度を

ける者に対し「 者」との 現を用いてきた。しか

し、本稿では、「 者」との 現は 的であると考

える。 法に 定されている生 を るために、生

活保護は もがその対象となり る制度であり、当

者は自らその制度を利用することができる。そのよう

な考えに り、本研究では生活保護を ける者の呼

を生活保護 者ではなく、生活保護利用者と明 す

る。 
日本型福祉社会論が提出された 年にあたる 1980

（昭和 55）年から 1983（昭和 58）年にかけて行われ

た生活保護の不正 対策は、その後における 保護

期の生活保護行政、さらには今日までの生活保護行

政のあり方にとって の意 を っていたと指摘さ

れている（ 田 2014:279）。 
「123 通 」が発出される前年の 1980（昭和 55）

年には、 を き で生活保護の不正

ャン ーンが実施された。同年、和 にお

いて 力 員が で生活保護を不正に していた

ことが、新 において相次いで報 された。これ

に関する 報 は、1981（昭和 56）年になっても

続けられた（ 田 2014:279-282）。 

当時、政 与 であった自 が考えていた ショ

ル は、 人に対して 平 にかつ無

に与えられるものではなく、本人が 力をしたにも関

わら 、不可 力による によって生きることに必

要な を 保できない場 に って の が

し られるというものであった（ 2018 :27）。
このことは、本稿が主題としている生活保護 域とも

い がりをもつ。このような政策は、生活保護を利

用しようとする者に対し、 グ を 与すること

に する機能をもつ。日本型福祉社会論は、生活保

護 域において、より られた の 者のみを

の対象とすることを明言するものであり、国 に対

して自助を要 する けでなく、生活保護を利用する

ことに いを えさせ、当該制度を利用する者に対

して、 の意 を 化することに したといえよう。 
 

と

日本型福祉社会論は、生活保護 域においてもその

力を発 し、「123 通 」へと結実していった。で

は、当時生活保護ソーシャルワークを実 していた福

祉 の現業員や 指導員は のようにこの政策

と対 していたのであ うか。 
田は、「123 通 」が く していく要 のひ

とつとして、福祉 に する生活保護ソーシャ

ルワーカーのなかにある意 を ている。それはす

なわち、生活保護ソーシャルワーカーの い に、

要保護 、 保護 に対する 的な意 が

していたという である（ 田 2014:294）。 
田は生活保護ソーシャルワーカーの基本的 性とし

て、生活保護の要保護者、 保護者からの人 、生

の主 を不 に じる意 なら に、それらの人々

の人 や人 性を する意 があったとする（ 田

2014:294）。 田によれば、 、これらの を生

活保護ソーシャルワーカーは しているが、そこに

「123 通 」が発出されたことが となったとす

る。「123 通 」の いは 力 員の不正 を

ことであったが、 のように生活保護の対象となる

人々に対して ましい を いていない生活保護ソ

ーシャルワーカーは、「123 通 」の を 大

して、それを の人々にも ていったとする。そ

れを として、生活保護を け けない や

の 制による保護の が 大したとしている
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（ 田 2014:294-295）。 
このような を る 田の論 のひとつは、

田が 福祉 において実施した 員研 における

自 の経 である。 田はその 、 生の生活保護

ソーシャルワーカーから、役人の や発想を し

ていないとの批判を けた。そのソーシャルワーカー

は、役人とは、 が自分の 利や人 を主 しなが

らなにかの要 をもってやってきた場 には、ま

をこ いで、要 を けると言った。そのうえで、当

者が 度を変えて、お いしますという 度に出れ

ば、それについて考える 地があると した（ 田

2014:295-296）。 田の 論 2 目は、 田自

が 的に りえたある生活保護ソーシャルワーカー

の発言である。このソーシャルワーカーは、 力をし

てくれる人にはやさしくするが、そうではない場 は

しく するという。このような 度は、生活保護ソ

ーシャルワーカーが生活保護の引き め 引役として

く要 となったと 田は考えている（ 田

2014:296-297）。 
田は社会 者として、 のように「123 通 」

の影響が 大した要 のひとつとして、生活保護ソー

シャルワーカーの 性を ているが、 者はここで

この に対して、 なる から 田の に対し、

論を唱える。 者が の 田が提 する に対

する 論の 料として るのは、公的 助研究

である 国公的 助研究会（以 、公 研）に

する ン ーが した当時の である。公 研は

社会福祉研究 の を い、生活保護ソーシャル

ワーカーの 性向 と生活保護利用者の 利を る

ための を今日に至るまで継続している である

（大 2000）。公 研は、2001（平成 13）年に『生

活保護 50 年の －ソーシャル ー ワーカーと公

的 助の 望』を発行している。同書のなかで、当時

公 研の会長であった は発 の意 を次のように

ている。 
 

たち 国公的 助研究会に うものは、この 、

機関 『 公的 助研究』の で、 年にお

よ 生活保護制度の の 検と、この制度の課題と

望を多 的に検討してきた。この出 はその

を中 として、この 機関 の で り られた

題を課題 とに 構 したものであるが、その成

を現場に ー ックしてさらに 論を めていた

くとともに、国 がこの 題に関 を ってい

た くことを意 して した（ 2001:1）。 
 

の意 をもって されている同書には、本稿

で り ている「123 通 」と関連する当時の

が多くの生活保護ソーシャルワーカーから せられ

ている。以 では、それらの を り ることによ

って、 田の先行研究とは なった を き出す。 
以 は、 の生活保護ソーシャルワーカーを

任した の である。 
 

年 月の「生活保護の 性化実施の 進に

ついて」（いわ る「 通 」）が出されたとき

の は、 ン ー を実施して、「 正化」

対、不正 に がないが 、福祉 は生

きがいのある であるが 割という結 でした。こ

の結 を背景に「 方 」という通 を保護指導課

から出させました。同意書は に めないこと、関

係先 会は機 的に行わ 、その必要性について 分

に検討することな 。この時期として はよくが

ばったと思います。その後、 において、 が

人の もを して （ 年）、ワーカーの

同意書 （ 年）、ワーカーの保護費 （

年）と続き、その現場に居 わせた者として、

場の は長い 続き、あのときの対 な がよか

ったのかと今でも思い出すことがあります。（

2001 2001:48） 
 

の は、「123 通 」に対する生活保護ソー

シャルワーカーの が 様なものではないことを

している。 にある「同意書は に めないこと、

関係先 会は行わ 、その必要性について 分に検討

する」とする「 方 」は、生活保護利用者に り

った方法であり、それが「 はよくが ばった」

との自 に がったのであ う。その 方で、

「123 通 」が実 にあたる生活保護ソーシャルワ

ーカーに の影響を及ぼしたこともまた 実である。

それらは、 によって以 のように 現されている。 
 

「 正化」政策が されてからは、 ー ワーカ

ーは 直に人を じることができなくなった（

1994 2001:70）。 
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「 正化」政策が行われて以降、厚生 が す

の主 、 目 は ー として、 が実

する りでは、 に している。それ け

に ックす き が えており、 す き

も となったわけである。 すればあれこれ

ックしてこれも き、そのうえ も書か ば

なら と、 うしても家庭 よりも クワーク

中 の になってしまう。今や、出かける行政か

ら待ちの行政へ、そして呼 つける行政へとなって

いる（ 1994 2001:72）。 
 

「 正化」政策は 年で 場の ー ワーカー

を する人 をとってきた。個 性について考え

なくても決められたことを にすればよいとされ

たし、実施要 を みこなせなくても、 ル

が できればよいとされたのである（ 1994
2001:74）。 

 
の は、「123 通 」の影響 を けて実施

された生活保護の を ための「生活保護 正化」

政策の影響を たものである。ここには、 の

田の 通り、当該政策が生活保護ソーシャルワーカ

ーに対して、利用者を うようになるための原 力と

なっている がみられる。しかし、 、 の

はそれに対し無 に おうとしているわけではな

い。そのような 場を変えていく 力の必要性につい

て「現実の で無批判に『 正化』政策を実行して

いるのでは、 ははなは しくなる。 における

と ン は 離させてはならない」と 明さ

れているのである（ 1994 2001:74）。同様の指

摘は からも以 のように行われている。 
 

福祉見直し、行政 革、福祉切り てという 連

の 的 のなかで、厚生 が大 や会計検

の 力に し、「生活保護 性（原 ）実施の不

」を けたの 。 （ ） に ちた と

は な なのか。生活保護の基本目的と 念で

ある国 の 生活の保障が 保されない現実が

次々と生まれていること、生活保護 当 ー ワー

カーの 性や自 性が っ向から 定され、無制

の人 が 行されて 場の が に進行

し、多くの福祉 者が、 きがいや生きがいを

い られてしまったこと、その結 として、 保護

の自 への正しい 助が まり、 が 生産

する が 化し、 進 していること 々、い

れも、生活保護制度の を るがす 題 ば

かりである（ 2001 2001:65）。 
 

の は、日本型福祉社会論から 生した「123
通 」の の影響を生活保護ソーシャルワーカーが

ることによって、それが生活保護利用者の不利 に

がっているとするものである。しかし、このような

論 を行いながらも は以 のように自 の決意を

語っている。 
 

は 線の ー ワーカーや指導員の直 して

いる をしっかりととらえ直し、あい し、関係

機関とも力を わせ、生活保護行政本 の社会的役

割を たす く、 力を続けていきたいと思ってい

る（ 2001 2001:66-67）。 
 

この は、生活保護ソーシャルワーカー自 が当

時の生活保護政策に対して おうと 力する姿勢の

れであり、 の 田の とは なる意見の 明で

ある。 
また、「123 通 」の影響が生活保護ソーシャルワ

ーカーの く福祉 のなかで 々に出てきたとす

る以 の がある。 
 

年に出された「 正化」通 が 国 模

で「 」を現してきたのが 年頃からであ

った（ 田 2001 2001:117）。 
 

同様の指摘は、 からも以 のように行われてい

る。 
 

年くらいから、生活保護の での 制、

な言 で言いますと「 」と呼ばれるよう

なことが行われるようになった か、 金 や

な が しくなってまいりました。あわせ

て、 指導、 をしなさいという指導が まっ

てまいりました。ひと に生活保護の 正化と言わ

れてもい い な きがあります。そういう中で保

護 は、 っと がってまいったわけです（

2001 2001:180-181）。 
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えばこのこ 、 福祉 では、生

活保護の 者に対して 的な 言を用いることに

より グ を するしおりを 成した。また、

横 福祉 では、生活保護 要 にはな

い や 書を 者に めることで、保護

を 制していた（ 2017:42-44）。このような

みは、「 」と呼ばれるが、当時の厚生 は先

に って、 国の福祉 へその実施を 進する

役割を ったのである。この影響を は以 のよう

に ている。 
 

正化の 進による福祉 への影響は大きく、

それまでの「 前」としてはあった ー ワーカー

と 保護者との 関係を前提とした生活保護行政

は 定され、要保護者を保護から することが福

祉 の業 であるとの も生じている（

2017:45）。 
 

正化の 国的 進により、 ー ワーカーに

保護者への が に現れる も生じ、 保護

者を生活保護から するための 法な対 が 国

で 多くなされたとの指摘がなされるに至っている

（ 2017:45）。 
 

の はこれまで てきた 田の が く

の りではないことを すものといえよう。 田の

通り、生活保護ソーシャルワーカーが「123 通 」

の影響を けた「生活保護 正化」政策の 進役とな

った があることを の は している。 
 しかし、 の の もす ての自 が

「123 通 」の影響を けた「生活保護 正化」政

策の 進役となったことを しているわけではない。

えば大 府 方 では、「123 通 」をいかに

するかということにと まら 、この通 に象徴され

る生活保護の 利 を のように い めるか。ま

た、そのような福祉 として 場を り、生活保

護ソーシャルワーカーとしての やその人 性を

う るかを主題とした「 方方 」が された

（大 2000:284-300）。 方 のような みは、

国の自 のなかでは に まるものである。しか

し、生活保護ソーシャルワーカーと利用者を るため

のこのような みがあった は されてはなら

ない。 

以 、日本型福祉社会論の影響を けた「123 通

」と生活保護ソーシャルワーカーの関係について、

生活保護ソーシャルワーカーが同通 の 進役を っ

たとする 田の は、 的な え方であるという

ことを明らかにした。 
 

とめ

日本型福祉社会論の考えが公 な形で提 されてか

ら 2 年後に「123 通 」は発出されている。 の

ように、日本型福祉社会論は公助の後 と自助、家族

の共助を するものである。この考えに えば、

公的 助に ることは 後の となり、 に生活保

護制度を利用することに至った場 には、その当 者

に対して い グ を 与することになる。「123
通 」が出された直 的な は、前 のように、

力 の生活保護不正 に関する 題であるが、そ

の には、公助の後 をその 念としている日本型

福祉社会論の影響があると 者は考える。日本型福祉

社会論と「123 通 」は、その を う課題を 々

のものとして設定しながら、 では公助を後 させ、

自助と家族 の共助を する姿勢が共通している。

「123 通 」が発出された背景には、日本型福祉社

会を進 させたい政府の意向が含まれていたのではな

か うか。 
方、「123 通 」が本 の目的を えてその影響

を発 した について、 田は生活保護ソーシャル

ワーカーの利用者に対する 意 を ているが、

田の主 は生活保護ソーシャルワーカーの を

切り っているに過 ない。 田の に えば、す

ての生活保護ソーシャルワーカーが利用者に対し、

意 を ち、当 者からの を不 に じている

ものとして け ることも可能であるが、実 はその

ような ではない。そこには、利用者を想い、

しでも生活保護制度を当 者にとってよいものにして

いこうと考える生活保護ソーシャルワーカーがいたこ

とを してはならない。 
「123 通 」が発出された後も、生活保護の

を ことを目的とする「生活保護 正化」政策は、

今日に至るまで り し実施されている（ 田 2021）。
また、自助と共助と して公助を後 させようと

みる日本型福祉社会論の考え方も形を変えながら今日

まで同様の政策が実施されている。 
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ASD 学生の修学および就労支援に関する総合的研究 

－チェンマイ大学における障害学生支援の実態調査を含む－ 
 

小川 勤 
 

Comprehensive research on educational and employment support for ASD students 

; Including a fact-finding survey of support for students with disabilities at Chiang Mai University. 

Tsutomu OGAWA 
 

Summary 

This paper summarizes the results and issues of research on academic support and employment support for students 

with developmental disabilities, especially ASD students, over the past five years, supported by Grants-in-Aid for 

Scientific Research from the Japan Society for the Promotion of Science. 

The purpose of this research was to focus on the support process during the transition from university to society, based 

on the fact that students with developmental disabilities have many difficulties in employment due to the characteristics 

of their disabilities. We aim to help supporters acquire self-advocacy skills (hereinafter referred to as SAS), which is the 

ability to understand, explain to others, and take action to ask others for the support they need. The purpose of this 

research was to conduct research on support methods and how support should be provided in collaboration with 

off-campus employment transition support offices (hereinafter referred to as offices). 

As a result of the research, in order to obtain SAS in academic support at the university, it is necessary for ASD students 

to carefully examine the ASD students in advance before they directly convey the details of their request for 

accommodation to the teacher in charge of the class. be. This does not mean that it can be applied to any student with 

ASD who wishes to do so; it should only be targeted at students who are able to accept their disability to a certain extent, 

are able to express themselves, and are able to participate in skills practice conducted by the support office in advance. It 

turned out to be. In addition, when collaborating with employment transition support offices with the aim of acquiring 

SAS and making the transition from university to society even smoother for ASD students, etc., we first ask about the 

systems, functions, and approaches to employment support of each organization. It became clear through interviews 

with the people in charge of the disabled student support office at the workplace and university that it is important to 

have mutual understanding. It has been found that if this is not done sufficiently, a mismatch will occur on both sides. As 

a result, the type of collaboration between business establishments and universities has recently changed to one in which 

they take part in career education at universities, and then link them to participation in activities at the workplace. I 

was able to hear from university supporters. 

 .

１．はじめに

2013（平成 25）年 6 月に制定された障害を理由と

する差別の解消の推進に関する法律（以下、障害者差

別解消法という）は、同法の附則第７条において、施

行（2016（平成 28）年４月）後３年を経過した場合

に事業者による合理的配慮の在り方その他の施行状況

について所要の見直しを行う旨規定されていた。この

ため、内閣府内に設置された障害者政策委員会は、

2019（平成 31）年 2 月より 11 回にわたる検討会を開

催し、2020（令和２）年６月に意見書を取りまとめた。 

この意見書等を踏まえ、同法の改正作業が実施され、

改正案が 2021（令和 3）年 5 月、参議院本会議で可決、

成立した。合理的配慮の提供を民間事業主（私立大学

を含む）に義務付けることなどを内容とする改正法が

2024（令和 6）年 6 月から施行される予定になってい
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る。 
このような の は障害による差別を解消し、

が け てな 生する 会を実 することを

的としており、 回の改正法によりこの 的の 成に

より いて たといえるか しれない。 
者は 2019（令和 年）年より、 の下で 2

年間の 間の を含めこれまで 5 年間にわたっ

て 本学 会の 研 を けながら 障害

学生、 に ASD 学生の修学支援および就労支援に関

する研究を推進して た。 
そこで、本 では、これまでの研究の成 を ら

かにするとと について まとめる。また、3 年

間以 に で 調査研究 で なかった

が、本年（2023（令和 5）年）9 月に イ のチェン

マイ大学で 調査を実施した て ら

かにする。これにより 本と の大学との障害学生

支援を る同意 と を らかにしてい 。 

．

１

本研究は 2019（令和 ）年に した。本研

究の 的は 障害学生がその障害 から就労に関

して の を えているという事実から 大学か

ら 会 行する間の支援 に し 障

害学生 らが の障害 を理解し 他者に

し が 要とする支援を他者に めてい 行 を

こ る すなわ

（以下、SAS ）の を して

支援者の支援方法 学 の就労 行支援事業所（以下、

事業所）と した支援の在り方について研究を行う

ことを 的とする研究で った。 
 

め

SAS を するために、大学内では障害学生 らが

配慮 の内容を 業 の 生に らが するなど

の に取り 。また、学内の の を

て障害学生に学内イン ン を実施した。大学

内の関 関 けでな 、生 と して生

の 事を する し とチ ン に 取り

。 
学内イン ン では実施 と に る

事 合わ を行った でイン ンを実施したた

め、イン ンを実施した学生に る SAS を

した が見られた。 
方、生 における し とチェ ン に取り

障害学生に する生 からの は まり し

い のではなかった。 で 事を りの同 と

調しながら実施で ていないという しい で

った。 
学内 生 での取 を して のような が

らかになった。学内イン ン のように予め支

援が けられる が 意されている場合には、SAS 
等の 、 理解 事理解を めること

は る 容 で る。しかし、支援 制が っ

ていない 業実 業イン ン の場合には

本 が い が ったとして

の障害 理解 会 を めることが可 かど

うかは で ることが かった。また との

関 を けないという を う ン

が大学の の から学内で実施することは

しいことが らかになった。 
方 支援者は 業の就労 に した

ン （以下、 SST）などの

ン 方法を 理解で ない。これらの は 学内

けで解決で ない の を含 でいる。そこで

就労 行を して 業との関わりが 就労支援に

して の を つ就労 行支援事業所（以

下、事業所と ）との を えるようになった。  
することにより SAS などの を い 間

をかけて てることがで る。また の

に けた取 を して 理解 事理解の

を ることがで る。さらに 者が支援 を

することで 就労支援で 的になった の

その について 者の立場 事 を 慮しな

がら 的に えることがで るようになり の

解決につながる。また 就 後の 業定 に

する。このように することにより の

を ることがで また 行支援に関する た

な 見を 見することで 障害学生の就 の

に で ると えた。 
 

め

の 障害学生支援は の障害 に

た 法的な支援が で った。しかし 大学か



11

大学 要 第 20 （2024 年 2 月） 
 

- 2 - 
 

る。 
このような の は障害による差別を解消し、

が け てな 生する 会を実 することを

的としており、 回の改正法によりこの 的の 成に

より いて たといえるか しれない。 
者は 2019（令和 年）年より、 の下で 2

年間の 間の を含めこれまで 5 年間にわたっ

て 本学 会の 研 を けながら 障害

学生、 に ASD 学生の修学支援および就労支援に関

する研究を推進して た。 
そこで、本 では、これまでの研究の成 を ら

かにするとと について まとめる。また、3 年

間以 に で 調査研究 で なかった

が、本年（2023（令和 5）年）9 月に イ のチェン

マイ大学で 調査を実施した て ら

かにする。これにより 本と の大学との障害学生

支援を る同意 と を らかにしてい 。 

．

１

本研究は 2019（令和 ）年に した。本研

究の 的は 障害学生がその障害 から就労に関

して の を えているという事実から 大学か

ら 会 行する間の支援 に し 障

害学生 らが の障害 を理解し 他者に

し が 要とする支援を他者に めてい 行 を

こ る すなわ

（以下、SAS ）の を して

支援者の支援方法 学 の就労 行支援事業所（以下、

事業所）と した支援の在り方について研究を行う

ことを 的とする研究で った。 
 

め

SAS を するために、大学内では障害学生 らが

配慮 の内容を 業 の 生に らが するなど

の に取り 。また、学内の の を

て障害学生に学内イン ン を実施した。大学

内の関 関 けでな 、生 と して生

の 事を する し とチ ン に 取り

。 
学内イン ン では実施 と に る

事 合わ を行った でイン ンを実施したた

め、イン ンを実施した学生に る SAS を

した が見られた。 
方、生 における し とチェ ン に取り

障害学生に する生 からの は まり し

い のではなかった。 で 事を りの同 と

調しながら実施で ていないという しい で

った。 
学内 生 での取 を して のような が

らかになった。学内イン ン のように予め支

援が けられる が 意されている場合には、SAS 
等の 、 理解 事理解を めること

は る 容 で る。しかし、支援 制が っ

ていない 業実 業イン ン の場合には

本 が い が ったとして

の障害 理解 会 を めることが可 かど

うかは で ることが かった。また との

関 を けないという を う ン

が大学の の から学内で実施することは

しいことが らかになった。 
方 支援者は 業の就労 に した

ン （以下、 SST）などの

ン 方法を 理解で ない。これらの は 学内

けで解決で ない の を含 でいる。そこで

就労 行を して 業との関わりが 就労支援に

して の を つ就労 行支援事業所（以

下、事業所と ）との を えるようになった。  
することにより SAS などの を い 間

をかけて てることがで る。また の

に けた取 を して 理解 事理解の

を ることがで る。さらに 者が支援 を

することで 就労支援で 的になった の

その について 者の立場 事 を 慮しな

がら 的に えることがで るようになり の

解決につながる。また 就 後の 業定 に

する。このように することにより の

を ることがで また 行支援に関する た

な 見を 見することで 障害学生の就 の

に で ると えた。 
 

め

の 障害学生支援は の障害 に

た 法的な支援が で った。しかし 大学か

ASD 学生の修学支援および就労支援に関する総合的研究（小川 勤） 

- 3 - 
 

ら 会 の 行を見 えた支援では 障害学生 らが

障害 を理解するとと に らの障害 に合

した 事の理解という 的 チからの支援が

か ない。このため 就労について な  

を つ就労支援事業所と することで 修学支援か

ら就労支援 さらに就労後の を含めた

的 的な支援を含む実 の い

を研究し 障害学生の大学から 会 の 行がさ

らに になることを した。 的には就労 行

支援事業所との 議を して 行支援における

について 理解を めるために研究 間

に 6 つの就労 行支援事業所の 調査を実施した。

また、就労 行支援事業所において研究開 した SAS
を した を実施し の

を検 するための 作業に した。 
事業所を 調査したことにより、 事業所には、

それ れ なった支援 を っていることが らか

になった。 
６つの事業所について その支援内容の実態と事業

所と大学との の可 について実態調査を実施し

た。６つの事業所（ 法

ン、 、 ン

）は それ れの の支援 と事業所と大学

の の イ （ ）を っている。

に したように、それ れの事業所は なる

の支援 を さらに 意とする支援

なる。

的には、 業 の立場に立って

を した マ チン －

チン を する イ の事業所（ 、

イ ）。事業所の 者の 意 意の

を見 める ン （ ）を し

ン を めるために し ながら

間関 を作ることがで るようなさま まな

ン を提供する イ

の事業所（ 、 イ

）、さらに、 の を する イ （

法 ン、 ン イ ）が ること

が かった。

方 大学との イ には で就労に 要

な を提供する イ （ 、

イ ） 学生の ン

（ ） これまでの支援方法に関する

支援を るさま まな 等を大学から る

で する イ （ 法 ン イ

） さらに 大学の の を う で

し その後 事業所での の参 に び付

ける イ （ 、 、

ン イ ）などの イ が

ることが らかになった。

 

大学はこれまで 学 の就労 行支援事業所とは

まり な関 を いてこなかった。しかし 平成

年 月の障害者差別解消法の施行以 大学は合理的

な配慮の提供の から などの 障害学生の

行支援にこれまで以 に 配慮していかなけれ なら

な なった。このため 大学在学 から 可 な学

の事業所を して 就労支援の 実を っていか

なけれ ならない。

た し に すように 事業所は就労支援に関

しては それ れ の を している。このため

障害学生が する支援を し けられる

わけではない。 方 就労 行支援事業所は大学 障

害学生のさま まな事 を し 理解してい

るわけではない。したがって 障害学生の 行支援に

する にマ チした事業所で るかどうかを

して する 要が る。

このように大学と事業所との の在り方を える
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には それ れの就労支援に する 制

え方について に 理解することが大 で る。

事実、この について、 大学の障害学生支援

の 者に ン した 、 は事業所との

に関しては、 学生の ン （

） これまでの支援方法に関する 支援

を るさま まな 等を大学から る

で する イ を したが、 第に事業

所と大学との に する え方の い 事業所

での に関して大学からの参 者が 和 を

えたりする等により、 在は に した イ

、すなわ 、大学の の を う

で し その後 事業所での の参 に

び付ける イ に わって ているという意見を

大学の支援者から ことが なった。

本研究では に したように、大学で で な

い を事業所が っている を って SAS

等の に かしてい ことがで れ と えたが、

どう そこまでは 実的には行かないことが らかに

なった。事業所が っている障害者 の の本

者 の提供 障害者 に関する な

等の方が大学からの が いことが らかにな

った。 

 

． に

１

回 調査を実施した イ のチェンマイ大

学（以下、CMU）は、1964 年 月に イで の

方大学として 設された。CMU は イ

では の大学で り、 で の 立総合大学

となっている。学生 は 37,000 で、 ン

以 では 大規 を り、学 で い を

ける イで の 立の総合大学で る。 イは

学 会と われており、 ン ン の大学

者の は イ 業 けでな 業で 理

者として している が い。 イの大学 ン

ン （RANKING WEB OF UNIVERSITIES 内に

る Thailand(World Rank)（ ン ））では、

イ 内で、第 1 の 立マ ン大学（ ン

）、第 2 の 立 チ ン ン大学（

ン ）に いで、第 3 となっている。 

CMU には学 としては、 業、 学、経 、

学、 ン ン 、 学、 会 学、

、 、経 、法律、マ 、政 と行政、

学、 学、 学、 学、 学、 、 業、

学、 などの の学 が る。また、

本 学 は 学 本 学 に る。 本 学

では、 本の大学 の 年間の 学

が設けられている。 学 は 8 月、 業

5 月となっている。 

 

に  

CMU における障害学生支援は主に、 Disability

Support Services（以下、DSS） が 的に実施

している。 回、DSS の Associate Professor Dr. 

Ratchaneekorn Tongsookdee (Dr.Pia) から直 、

CMU における障害学生支援の 状と について

ン することがで たので、以下、その内容

を する。 

 

１

2 の りで、CMU では 支援を する障

害学生の 者 が 的に している。また、

学 で している障害学生 してい

る。 

学生の在 （ 37,000 ）に て で

ると たのでこの を ったとこ 、 在的に

かに っと いか しれないが、 イ の場合、

本以 に小学 から ン を け、

障害等の障害の る学生 生 を している

が 、 いこ から 別支援 生 支援

が行われているとのことで った。そのため、CMU

学 から る 、 障害等の障害の る学

生を しているとのことで った。 

ン した で、 イ の障害学生支援の

的な を えて らったので、以下、 らかに

する。 

イ政府 大学は障害者の支援に 的で る。 

の大学が障害の る学生を け れている。 

の学生 生 が大学 学 に 別支援

を して ている。 



13

大学 要 第 20 （2024 年 2 月） 
 

- 4 - 
 

には それ れの就労支援に する 制

え方について に 理解することが大 で る。

事実、この について、 大学の障害学生支援

の 者に ン した 、 は事業所との

に関しては、 学生の ン （

） これまでの支援方法に関する 支援

を るさま まな 等を大学から る

で する イ を したが、 第に事業

所と大学との に する え方の い 事業所

での に関して大学からの参 者が 和 を

えたりする等により、 在は に した イ

、すなわ 、大学の の を う

で し その後 事業所での の参 に

び付ける イ に わって ているという意見を

大学の支援者から ことが なった。

本研究では に したように、大学で で な

い を事業所が っている を って SAS

等の に かしてい ことがで れ と えたが、

どう そこまでは 実的には行かないことが らかに

なった。事業所が っている障害者 の の本

者 の提供 障害者 に関する な

等の方が大学からの が いことが らかにな

った。 

 

． に

１

回 調査を実施した イ のチェンマイ大

学（以下、CMU）は、1964 年 月に イで の

方大学として 設された。CMU は イ

では の大学で り、 で の 立総合大学

となっている。学生 は 37,000 で、 ン

以 では 大規 を り、学 で い を

ける イで の 立の総合大学で る。 イは

学 会と われており、 ン ン の大学

者の は イ 業 けでな 業で 理

者として している が い。 イの大学 ン

ン （RANKING WEB OF UNIVERSITIES 内に

る Thailand(World Rank)（ ン ））では、

イ 内で、第 1 の 立マ ン大学（ ン

）、第 2 の 立 チ ン ン大学（

ン ）に いで、第 3 となっている。 

CMU には学 としては、 業、 学、経 、

学、 ン ン 、 学、 会 学、

、 、経 、法律、マ 、政 と行政、

学、 学、 学、 学、 学、 、 業、

学、 などの の学 が る。また、

本 学 は 学 本 学 に る。 本 学

では、 本の大学 の 年間の 学

が設けられている。 学 は 8 月、 業

5 月となっている。 

 

に  

CMU における障害学生支援は主に、 Disability

Support Services（以下、DSS） が 的に実施

している。 回、DSS の Associate Professor Dr. 

Ratchaneekorn Tongsookdee (Dr.Pia) から直 、

CMU における障害学生支援の 状と について

ン することがで たので、以下、その内容

を する。 

 

１

2 の りで、CMU では 支援を する障

害学生の 者 が 的に している。また、

学 で している障害学生 してい

る。 

学生の在 （ 37,000 ）に て で

ると たのでこの を ったとこ 、 在的に

かに っと いか しれないが、 イ の場合、

本以 に小学 から ン を け、

障害等の障害の る学生 生 を している

が 、 いこ から 別支援 生 支援

が行われているとのことで った。そのため、CMU

学 から る 、 障害等の障害の る学

生を しているとのことで った。 

ン した で、 イ の障害学生支援の

的な を えて らったので、以下、 らかに

する。 

イ政府 大学は障害者の支援に 的で る。 

の大学が障害の る学生を け れている。 

の学生 生 が大学 学 に 別支援

を して ている。 

ASD 学生の修学支援および就労支援に関する総合的研究（小川 勤） 

- 5 - 
 

イ においては障害の （ 別）につ

いては、小さいこ から ン を け、

小学 から まで、学 の援 を けながら

している。大学に 学すると、 と ど

を に付けている。 
の り、大学における支援者は、 学 から、

障害の る学生の障害の これまでの支援

の内容を している。 
CMU の場合には、イン 学 および

別支援学 の 業生は で る。 
CMU の場合には学生が 書を っているか、

っていないかは で る。 
 

2023年 に されている 障害者 50 の

障害の とその 合は 3 のとおりで る。 

障害が 25 と の 50 を めている。

に 障害が 14 で の 28 となっている。

これにより、CMU の場合にはいわ る に見

える障害 学生の支援を に行っていることが

わかる。 し、 者からの では ASD と他

の障害との した障害を っている学生は

の 34%となっているそう 。それにして 、

本の大学の場合には ASD 等の 障害の る学

生に する支援の 合が 障害の る学生の

に いのと て 的な 合となっている。

この理由として、CMU が 学 の しい

大学（ イ で第 3 の ン ン の大学）で

り、ASD 学生の内、かなり学 に の る学生

しか しないといった事 小学 から

障害等の ン が進 でいることが

の つと えられる。 
 

に

障害の に て、 的などのような支

援を実施しているのかを いたとこ 、 ２－

２で したように DSS が している障害 は

障害、 障害等のいわ る に見える障

害 学生の修学支援を に行っている。このた

め、 本の大学が している支援内容、支援方

法と大 な いはなかった。そこで、 障害お

よび 由、ASD の 障害学生の支援内容

をここで する。 
障害 

（ の 障害の場合）  
 

業の 義 
（ の場合） 

 
法 
業 義 

由 
いす 
行  

MP3 ン  
チェ  

すり 
 

障害学生  
いす 行 の ン ン  

業の実施 
ASD 学生 

ASD 理学に ン ン

 
行 調 チ 

理学者または による  
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別 業 義 
の Buddy とは、 間、 なる とい

う意 を し、Buddy system = 方 と

いう で される。 Buddy Program は、

本 会 、 業の ン 、 生 の

など、 学生の生 を すること

を意 する。 
なお、 行 障害の る学生に して

の ASD 学生と同 な支援内容を提供してい

るとのこと った。 
からわかるように に見える障害に関す

る DSS の支援内容は、 本の大学の支援内容と

大 な がいはない。しかし、CMU がかなり大

規 な総合大学で るため、大学内の 理学者

を 的に し、 、 など

を実施している はチェンマイ大学の 的

を に していると た。 
 

に

CMU では障害学生の就労支援を 的にどの

ように行っているがを ン したとこ 、

DSS では ン イン ン を て障害学

生の 状況を しているとのこと った。ま

た、 LINE による の

ンを して、 事の に関する

DSS の が 要な解決す が 生

しているかどうかを するように めている

とのこと った。 
また、障害学生の就労支援を るために CMU

内の他の関 と することが るかどう

かを いたとこ 、以下のような回 を た。 
DSS は 学 内 の Social Innovation

Foudation と して、障害の る学生の

間 に し、 業後の就労 を に付けさ

ることを している。 
DSS は障害の る学生に して 的な

書の書 方を している。 
学生が労 場に 行する に就 の

に に的 に え、 を付けさ るための就

ンを実施している。この

に、 の の 方を て

している。 
この りは 本の大学と同 な取 を実施し

ていることが かった。 
 

に

に

回の 調査に して となって し

ていた いた Ratchaneekorn 生（ チ

ン ）に DSS の支援 の成

をどのように かしているのかを ン し

た 、障害の る学生に して イ

が提供する を改 してい た

めの条 、 、解決策を るために の研

究がこれまで行われて たそう 。 
 

に

に に

の に Ratchaneekorn 生（ チ

ン ）からは以下のような回 を るこ

とがで た。 
から提供されている の 会には、ま

、す ての障害が含まれていない。 
から提供されている の 会には、ま

、す ての施設 が含まれていない。 
障害の る学生は障害の る を支援するし

とを経 したことが るか しれないが、

の研究 においてはそのような支援を けた

経 がない。 
障害の る学生の には しい 同 に

れるのが しかったり、す ての を う

なお がないなど、 事に 労し、 事に

を ている いる。 
 
．

研 の研究 を けた 5年間にわたる本研

究の 的は 障害学生がその障害 から就

労に関して の を えているという事実

から 大学から 会 行する間の支援

に し 障害学生 らが の障害

を理解し 他者に し が 要とする支援

を他者に めてい 行 を こ る すなわ

（以下、SAS
）の を して 支援者の支

援方法 学 の就労 行支援事業所と した
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支援の在り方について研究を行うことで った。 
そこで、この 的に って研究して た成 と

を以下、 する。 
１

に

大学内の修学支援において SAS のために、

配慮 の内容を ASD 学生本 が 業 の 生

に直 えることに関しては、支援 の支援

が に るような内容の事 を

行うことによって可 で ることが かった。す

なわ 、ま 、 に ASD 学生を事 に

してお 要が る。ASD 学生本 が すれ

れで いというわけでな 、障害 容が

る で ている学生で、 主 がで 、支援

が事 に実施する などに参 で

る学生の を す で ることが かった。 
また、学内の の を て実施する学内

イン ン 生 の 事を する し

とチ ン などにおいて のような事

参 する学生の 別 要で ることが

かった。 
のような を経て、学 イン

に参 さ るようにしないと、かえって に

なり、SAS の には びつかないことが本研究

を して らかになった。 
 

に

SAS の ASD 学生等が大学から 会 の

行をさらに になることを した就労

行支援事業所との に関しては、事業所は か

に、就労について な を っている。

さらに就労後の を含めた

的 的な支援を含む実 の い

を提供している。 
本研究では事業所が っている のような

を大学の就労支援に か ないかについ

て研究 間 に 6つの就労 行支援事業所の

調査を実施した。 
その 、本 の に したように、そ

れ れの事業所は なる の支援 を

さらに 意とする支援 なることが ら

かになった。この支援 を本研究では 3 つの

イ に した。さらに、本研究では大学との

イ に 3つの イ が ることを らかに

した。 
そして、大学が事業所と する には、それ

れの就労支援に する 制 え方につ

いて に 理解することが大 で ること

が、事業所および大学の障害学生支援 の 者

との ン を して らかになった。 
これを 実施しておかないと 方に マ

チが こってしまうことが かった。この 、

では事業所と大学との の が大学の

の を う で し その後 事

業所での の参 に び付ける イ に

わって ているという事実を大学の支援者から

ことがで た。 
本研究では 、大学で で ない を事

業所が っている を って SAS 等の

に かしてい ことがで れ と えたが、ど

う そこまでは 実的には行かないことが ら

かになった。事業所が っている障害者 の

の本 者 の提供 障害者 に関す

る な 等の方が大学からの が

いことが らかになった。 
 

に に

本研究では 、 を

とした の大学における障害者支援の実態と
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の でこの の研究は進

まなかった。しかし、本年 （ （令和 ）年

）になってチェンマイ大学（ ）で 調

査を実施することがで た。この 、 で

は 本の大学と ない支援 が学内で

されていること に見える障害（

由）の学生の支援が となっているこ

と、学内の （ 理学者、 内 、

理 ン 等）を に って 的に支

援 制を していることなどが らかになっ

た。 どの大規 な大学で るが にで

るという見方 で るが、 イ政府は障害者
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を て障害者支援に取り でいる を

わかった。
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（SAS）の を して大学の内

で な取 を実 的に行うとと に、その成 と
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なり、ASD 学生等の SAS 大学から 会

の な 行に就労 行支援事業所が に
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る 2 つの が し、成 を てい た
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な調 作業の 要 を 実に 取ることがで

た。 
大学と事業所の 関 が 後どのように

大するかは ではわからない が
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てい 生 会を してい ので れ 、 イの

チェンマイ大学での 学的での 的な取 とそ

れを する 政府の が

なりより か ないことが本研究を て ら
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本研究は JSPS 研 19k02931 の 成を けた
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していた いた の障害学生支援に関する関

イ  障害者差別解消法改正をわかり

す 解 。 業に められる とは

 S-POOL 障害者差別解消法とは 合理的配慮

則について 解

 障害者 障害者 イ

令和 年の 障害者差別解消

法 の改正で民間 業の 合理的配慮 が法的義
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の在り方に関する 者会議配

本学生支援 令和 年 （ 年 ）障

害の る学生の修学支援に関する実態調査 。

小川勤 合理的配慮 と 支援 制の見直し

をめ って 学 。

。

小川勤 障害学生に する 行支援の 本

的 え方 行支援における学内 支援 と

の 大学 学会 第

。 。

小川勤 障害学生に する 的支援の

状と について 大学 学会 。

。

小川勤 就労支援事業所と した 学生の

行支援－大学と就労 行支援事業所との

的 に関する － 大学 要

。 。 。

小川勤 イン と

－ 大 および大学から就労に る 行支

援に関する総合的研究－ 大学 要

。 。 。

と障害 に た

の実 的研究 平

成 年 研 成事業 。

他 障害の る大学

生 の支援 書
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社会保障と地域福祉 
－社会保険を中心として地域包括ケアシステムを考察する－ 

 

渡邊英勝 
 

Social security and community welfare 
－Examining community comprehensive care systems with a focus on social insurance－ 

 
Hidemasa WATANABE 

 
 
はじめに

介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支え合

う仕組みとして 2000 年にスタートして、令和５年１

月現在、 第１号被保険者数は、3,584 万人となって

いる。要介護（要支援）認定者数は、693.3 万人で、

うち男性が 219.9 万人、女性が 473.4 万人となってい

る。要介護・要支援認定者数は 2021 年 2 月末現在で

666 万人（第 1 号被保険者のみ）に達し、過去と比較

すると、2000 年が 218 万人なので開始以来 3 倍とな

っている。保険料は 2000 年度全国平均 2,911 円であ

ったが、2021 年度～2023 年度の第８期介護保険事業

計画期間における 65 歳以上の介護保険の第１号保険

料の月額の全国平均は 6,014 円である。2025 年には

8,200 円になると予測されている。 
総務省は 2023 年 4 月 12 日に昨年 10 月 1 日時点で

の 65 歳以上の高齢化率は 29.0%で、75 歳以上の人口

はより大幅増加傾向にあり、人口の占める割合として

過去最高の 15.5%となり、日本の総人口に占める割合

としては人口の約 1/3 は 65 歳以上という計算となる。  
2025 年には、団塊の世代すべてが 75 歳以上となり、

2040 年には、団塊ジュニア世代が 65 歳以上になるな

ど、人口の高齢化は、今後、さらに進展することが予

想されている。 
介護保険法は、平成 17年（2005年）、平成 20年（2008

年）、平成 23 年（2011 年）、平成 26 年（2014 年）、 
平成 29 年（2017 年）、令和２年（2020 年）「地域共

生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する

法律」と、複数回改正されている。 
また、2005（平成 17）年の介護保険法改正で「地

域包括ケアシステム」という言葉が初めて使われ、「地

域包括支援センター」の創設が打ち出された。その後、

2011（平成 23）年の同法改正で、条文に「自治体が

地域での自立した生活の支援に関する施策を包括的に

推進すべきである」としている。そして、2014（平成

26）年「医療介護総合確保推進法」が施行され、地域

包括ケアシステムの構築が全国的に進められるように

なった。 
地域包括ケアシステムとは、「ニーズに応じた住宅が

提供されることを基本とした上で、生活上の安全・安

心・健康を確保するために、医療や介護のみならず、

福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスが日常

生活の場（日常生活圏域）で適切に提供できるような

地域での体制」（地域包括ケア研究会、2008）である。 
それは、住まい、生活支援、介護、医療、予防などの

サービスが、おおむね 30 分でかけつけられる圏域で

提供されるとされ、地域社会全体として、24 時間サ

ービスを提供できる仕組みである。さらに、近隣住民

やボランティアなどの参加を得ながら、フォーマル・

インフォーマル両方で、また、医療保険制度の両分野

から、高齢者を地域で支えていくものである。 
地域包括ケアシステムは、「自助・互助・共助・公助」

それぞれの地域の関係者の参加によって形成される。 
自助とは、自分の力で住み慣れた地域で暮らすため

に、福祉・介護サービスを購入したり、自らの健康に

注意を払ったり、健康維持をしたり、病気やケガをし

たとき受診をするといった、個人の生活課題を解決す

る力である。 
互助とは、近隣住民・家族・友人・ボランティアな

どが助け合い、それぞれが抱える生活課題をお互いが

解決し合う力である。費用負担が制度的に裏付けられ



18

福祉大 要 第 20 号（2024 年 2 月） 
 

- 2 - 
 

ていない自 的な支え合いである。自治会など地 組

の活 、地 社 活 、ボランティア・NPO 等に

よる生活支援など幅 い活 がある。 
共助（保険）とは、制度化された 互 助のことで

あり、医療、年 、介護保険、社会保険制度など被保

険者による 互の負担で成り立っているものである。 
公助とは、自助・互助・共助では 応出来ないこと

に して生活保障を行う社会福祉制度のことである。

による負担で成り立ち、「一 による高齢者の福

祉事業」「生活保護」「人 護・ 策」といった

生活保障制度や社会福祉制度のことをいう。 
地域福祉を推進する仕組みである「地域包括ケアシ

ステム」が 的に するためには、「4 つの助（自

助・互助・共助・公助）」の仕組みが 要である。 
「共助・公助」は 体的に援助をするための確かな

制度ではあるが、 高齢化による担い や

などから今後大幅な は しいと言われている。 
そのため「自助・互助」が期 されており、「自助」を

基本にし、地域全体を支え合う「互助」の体制を っ

ていく事が められている。 
そのために、地域住民に 近な 在である が

中心となって、NPO 法人、民間 業、 同組合、ボ

ランティア、社会福祉法人、社会福祉 会、地 組

、介護サービス事業者、シル ー人 センター、

人 ラ 、家 介 、 会、民生 等の生活

支援サービスを担う事業 体と しながら、 様な

日常生活上の支援体制の 実・ 化 高齢者の社会

参加の推進を一体的に っていくことを 的とする生

活支援体制 事業が開始されたり、 しい総合事業

による介護予防・生活支援サービス事業（ サー

ビス・ サービス・生活支援サービス）が 設さ

れたりと、これから地域包括ケアシステムに介入して

いくにあたって、 地域の実 に合わ た「自助」「互

助」推し進めていく傾向が われる。 
本 では、「自助」「互助」に注 するのではなく、

あまり注 されない「共助」について し、地域福

祉推進や地域包括ケアシステムとの関 性を し、

地域包括ケアシステムを構築するための、「共助」の

割を 確認していくことを 的とする。 

日本においては、社会保障制度が国民の生活を っ

ているが、社会保障制度は、 体的には「社会保険」、

「社会福祉」、「公的 助」、「保健医療・公 生」の

4 つの で構成されている。 
ス には病気やケガ、 、出 、 齢、介護、

業、 などがあり、それぞれの ス に し

て「国民健康保険・健康保険」「 生年 保険・国民年

」「介護保険」「 用保険」「 者 保険」の

5 がある。 
の社会保険はというと、上 の 5 であるが、

「国民健康保険・健康保険」「 生年 保険・国民年 」

「介護保険」の 3 つを、 の社会保険と 場合が

ある。「 用保険」「 者 保険」を 保険

と 。 
以 、 な社会保険について していくが、介護

保険と国民健康保険については 幅の 合で割 する。 
（１） 者 保険（ 保険） 

者 保険は、業務上の事 、事業 が同

一人でない 以上の事業に使用される 者（以 「複

数事業 者」という。）の 以上の事業の業務を要

とする事 は による 者の負 、 病、障 、

等に して かつ公正な保護をするため、 要

な保険 付を行い、あわ て、業務上の事 、複数事

業 者の 以上の事業の業務を要 とする事 は

により負 し、 は 病にかかった 者の社会

の 進、 者 その 族の援護、 者

の安全 生の確保等を り、もって 者の福祉

の増進に することを 的としている。 
その保険 付の として、 療 付、

業 付、 病 年 、 障 付、 障

年 額一時 、 障 払一時 、 介

護 付、 族 年 、 族 年 払一

時 、 族 一時 、 料がある。上 以

に、 以上の事業の業務を要 として負 し、 は

病にかかった場合に 者に して支 される「複数

業務要 」。 者が により被った負 、 病、

障 または 」に し支 する「 」がある。  
また、保険 付以 に過 の である、

、心 を事 に し、適切な保健 を行

う「 健康診 等 付」。業務 、複数業務要

、 を被った被 者の円 な社会 を

進するための事業、被 者の介護の援護、 族

の の援護、 の 付けによる援護等の「社会

進等事業」がある。 
そして、社会 進事業には、 保険の 付

にあわ て、 保険で される 額に上 して



19

福祉大 要 第 20 号（2024 年 2 月） 
 

- 2 - 
 

ていない自 的な支え合いである。自治会など地 組

の活 、地 社 活 、ボランティア・NPO 等に

よる生活支援など幅 い活 がある。 
共助（保険）とは、制度化された 互 助のことで

あり、医療、年 、介護保険、社会保険制度など被保

険者による 互の負担で成り立っているものである。 
公助とは、自助・互助・共助では 応出来ないこと

に して生活保障を行う社会福祉制度のことである。

による負担で成り立ち、「一 による高齢者の福

祉事業」「生活保護」「人 護・ 策」といった

生活保障制度や社会福祉制度のことをいう。 
地域福祉を推進する仕組みである「地域包括ケアシ

ステム」が 的に するためには、「4 つの助（自

助・互助・共助・公助）」の仕組みが 要である。 
「共助・公助」は 体的に援助をするための確かな

制度ではあるが、 高齢化による担い や

などから今後大幅な は しいと言われている。 
そのため「自助・互助」が期 されており、「自助」を

基本にし、地域全体を支え合う「互助」の体制を っ

ていく事が められている。 
そのために、地域住民に 近な 在である が

中心となって、NPO 法人、民間 業、 同組合、ボ

ランティア、社会福祉法人、社会福祉 会、地 組

、介護サービス事業者、シル ー人 センター、

人 ラ 、家 介 、 会、民生 等の生活

支援サービスを担う事業 体と しながら、 様な

日常生活上の支援体制の 実・ 化 高齢者の社会

参加の推進を一体的に っていくことを 的とする生

活支援体制 事業が開始されたり、 しい総合事業

による介護予防・生活支援サービス事業（ サー

ビス・ サービス・生活支援サービス）が 設さ

れたりと、これから地域包括ケアシステムに介入して

いくにあたって、 地域の実 に合わ た「自助」「互

助」推し進めていく傾向が われる。 
本 では、「自助」「互助」に注 するのではなく、

あまり注 されない「共助」について し、地域福

祉推進や地域包括ケアシステムとの関 性を し、

地域包括ケアシステムを構築するための、「共助」の

割を 確認していくことを 的とする。 

日本においては、社会保障制度が国民の生活を っ

ているが、社会保障制度は、 体的には「社会保険」、

「社会福祉」、「公的 助」、「保健医療・公 生」の

4 つの で構成されている。 
ス には病気やケガ、 、出 、 齢、介護、

業、 などがあり、それぞれの ス に し

て「国民健康保険・健康保険」「 生年 保険・国民年

」「介護保険」「 用保険」「 者 保険」の

5 がある。 
の社会保険はというと、上 の 5 であるが、

「国民健康保険・健康保険」「 生年 保険・国民年 」

「介護保険」の 3 つを、 の社会保険と 場合が

ある。「 用保険」「 者 保険」を 保険

と 。 
以 、 な社会保険について していくが、介護

保険と国民健康保険については 幅の 合で割 する。 
（１） 者 保険（ 保険） 

者 保険は、業務上の事 、事業 が同

一人でない 以上の事業に使用される 者（以 「複

数事業 者」という。）の 以上の事業の業務を要

とする事 は による 者の負 、 病、障 、

等に して かつ公正な保護をするため、 要

な保険 付を行い、あわ て、業務上の事 、複数事

業 者の 以上の事業の業務を要 とする事 は

により負 し、 は 病にかかった 者の社会

の 進、 者 その 族の援護、 者

の安全 生の確保等を り、もって 者の福祉

の増進に することを 的としている。 
その保険 付の として、 療 付、

業 付、 病 年 、 障 付、 障

年 額一時 、 障 払一時 、 介

護 付、 族 年 、 族 年 払一

時 、 族 一時 、 料がある。上 以

に、 以上の事業の業務を要 として負 し、 は

病にかかった場合に 者に して支 される「複数

業務要 」。 者が により被った負 、 病、

障 または 」に し支 する「 」がある。  
また、保険 付以 に過 の である、

、心 を事 に し、適切な保健 を行

う「 健康診 等 付」。業務 、複数業務要

、 を被った被 者の円 な社会 を

進するための事業、被 者の介護の援護、 族

の の援護、 の 付けによる援護等の「社会

進等事業」がある。 
そして、社会 進事業には、 保険の 付

にあわ て、 保険で される 額に上 して

社会保障と地域福祉－社会保険を中心として地域包括ケアシステムを考察する－（渡邊英勝） 
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支 される 支 がある。 
（２） 用保険 

用保険は、 者が 業した場合 者につ

いて 用の が となる事 が生じた場合に 要

な 付を行う。また、 者が自ら 業に関する

を受けた場合、 者が を するための 業

をした場合に 付を行う。そして、 者の生活

用の安定を り、 を 進し、 業の安定に す

るため、 業の予防、 用 の 正、 用 会の増

大、 者の 力の開 向上その 者の福祉

の増進を ることを 的としている。 
用保険は大きく「 業等 付」「 業 付」「

用保険２事業（ 用安定事業、 力開 事業）」の つ

がある。 
業等 付 

業等 付には、 者 付・ 進 付・

付・ 用 付の つがある。 
１） 者 付 

者 付は、一 被保険者、高年齢被保険者、

期 用 被保険者、日 被保険者それぞれに

して う 付が行われる。 
一 被保険者に する 者 付は基本 、

得 、 、 病 の 4 つがある。 
a 基本 は一 に 業 と言われている。 用

保険の被保険者が、定年、 、 約期間の 等に

より し、 業中に支 されるものである。仕事に

く意 と 力があると認められない場合は支

とならない。 用保険の被保険者期間が過去 2 年間で

算 12 月以上（ 定 者・ 定受 者

の場合は 1 年間に 算して 6 か月以上）であった時に

支 される。 業 の 額は「 日額」の 50%～

80%の支 率を けて められる。 用保険の被保険

者であった期間に応じて、90 日～150 日分支 される。 
た し、会社 合（ や解 など）の場合、 定受

者等として 90 日～330 日となる。さらに、

定 付日数分の基本 の支 けでは な を

できない場合、 付という制度が設けられて

いる。 業の認定を受けようとする受 者は、

後、 公共 業安定 に出 し、 の し み

をしなけれ ならない。 
b 得  

得 は、受 者が公共 業安定 の

した公共 業 等を受ける場合に、その公共

業 等を受ける期間について支 するものである。 
「受 」と「 」があり、受 は 40
日分を 度として 1 日 500 円支 され、 は

2 以上の場合、 費が支 される。 は

設関 や IT から事務・介護・ まで、さま

まな を受けられる ースが用意されている。 
c  

は、受 者が、公共 業安定 の

した公共 業 等を受けるため、その者により生

計を維持されている同 の 族と して する場

合に、その する期間について支 する。支 額は

月額 10,700 円である。 
d 病  

病 は、受 者が、 後公共 業安定

に出 し、 の みをした後において、 病 は

負 のために 業に くことができない日数が し

て 15 日以上の場合に、基本 の支 を受けること

ができない日について、基本 の支 日数分に

する日数を 度として支 される。 病 の日額は、

基本 の日額に する額である。 
高年齢被保険者に する 者 付 
65 歳以上の被保険者（ 期 用 被保険者 日

被保険者を く。）が 業した場合に、高年齢

者 付 が支 される。 
高年齢 者 付 は、 の日以 1 年間に、被

保険者期間が 算して 6 月以上であったときに支

される。支 額は算定基 期間に応じて 1 年 であ

れ 、基本 日額の 30 日分、1 年以上であれ 50
日分、一時 として支 される。 

期 用 被保険者に する 者 付 
期 用 被保険者に支 される 者 付は

一時 という。被保険者であって、 的に 用さ

れるもののうち の 、 のいずれにも しない者が

業した場合に、 一時 が支 される。 
4 月以 の期間を定めて 用される者 
1 間の 定 時間が 20 時間以上 30 時間

である者 
一時 の額は、基本 の日額の 30 日分（

分の間、40 日分）である。 
期 用 被保険者とは 的に く 者のこ

とである。 用期間が 1 年 であることが で、 
として、 の家やス ー場など 定の のみ 業

する施設で く 業 が られる。 
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日 被保険者に する 者 付 
日 者とは、 の いずれかに する 者

をいう。 
日々 用される者 
30 日以 の期間を定めて 用される者 
日 被保険者には、日 者 付 が支

されるが、日 被保険者が 業した場合におい

て、その 業の日の する月の 2 月間に、 保険

料が 算して 26 日分以上 付されているときに、支

される。 保険料が 31 以 で 13 日分、44 日

分以上で 17 日分の 付 が支 される。 
２） 進 付 

進 付には、 進 、 費、 活

支援費の 3 つがある。 
進  
進 には、 業 、 ・ 業

進定 、常用 支度 がある。 
a 業 進  

業 進 は、常用 用以 で 業に いた者で

あって、 業に いた日の 日における基本

の支 日数が 受 に基 く 定 付日数の

3 分の 1 以上かつ 45 日以上であるものに支 される。

支 額は基本 日額の 30%に 業日数分を けた

額である。 
b ・ 業 進定  

は、 生 省令で定める安定した 業

に いた者であって、 業に いた日の 日にお

ける基本 の支 日数が 受 に基 く

定 付日数の 3 分の 1 以上であるものに支 される。 
支 額は、基本 日額に支 日数に する日

数に 10 分の 6（その 業に いた日の 日における基

本 の支 日数が 受 に基 く 定 付

日数の 3 分の 2 以上であるもの（ 期 者）にあ

っては、10 分の 7）を じて得た数を じて得た額と

されている。 
進定 は、 の要 に する

者であって、同一の事業 の適用事業にその 業に

いた日から き いて 6 月以上 用される者であっ

て、 の額に、基本 日額に支 日数に

する日数に 10 分の 4（ 期 者にあっては、

10 分の 3）を じて得た数を じて得た額を 度とし

て 生 省令で定める額を加えて得た額が支 され

る。 

c 常用 支度  
常用 支度 は、受 者（基本 の支

日数が 定 付日数の 3 分の 1 である者）、高

年齢受 者（高年齢 者 付 の支 を受けた

者であって、 高年齢受 に係る の日の

日から 算して一年を 過していないものを含む。）、

受 者（ 一時 の支 を受けた者であっ

て、 受 に係る の日の 日から 算

して 6 月を 過していないものを含む。） は日

受 者であって、 体障 者その の が

な者として 生 省令で定めるものに支 されるも

のである。 
支 額は、基本 の支 日数が 90 日 であ

る場合、支 日数に 10 分の 4 を じて得た額であ

る。 
費 
費は、受 者等が公共 業安定 、 業安

定法第 条第 に 定する 定地方公共団体 しく

は 業 介事業者の 介した 業に くため、 は公

共 業安定 の した公共 業 等を受けるた

め、その住 は を する場合において、公共

業安定 が、 要があると認めたときに、支 さ

れる。 費の額は、受 者等 その者により

生計を維持されている同 の 族の に 常要する

費用を考 して、 生 省令で定める。 費は

、 、 、 、 料、 後 である。 
活 支援費 
活 支援費は、受 者等が 活 に い

の ～ のいずれかに する行 をする場合におい

て、公共 業安定 が 生 大 の定める基 に

って 要があると認めたときに支 される。 
域 活 費（公共 業安定 の 介による

の地域にわたる 活 ） 
期 受 費（公共 業安定 の 業 に っ

て行う 業に関する の受 その の活 ） 
活 関係 務 用費（ 活 を にするた

めの 務の 用） 
） 付 

付は 付 と 支援 付

がある。 
付  
付 は、 付 者が、 用の

安定 の 進を るために 要な 業に関する
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日 被保険者に する 者 付 
日 者とは、 の いずれかに する 者

をいう。 
日々 用される者 
30 日以 の期間を定めて 用される者 
日 被保険者には、日 者 付 が支

されるが、日 被保険者が 業した場合におい

て、その 業の日の する月の 2 月間に、 保険

料が 算して 26 日分以上 付されているときに、支

される。 保険料が 31 以 で 13 日分、44 日

分以上で 17 日分の 付 が支 される。 
２） 進 付 

進 付には、 進 、 費、 活

支援費の 3 つがある。 
進  
進 には、 業 、 ・ 業

進定 、常用 支度 がある。 
a 業 進  

業 進 は、常用 用以 で 業に いた者で

あって、 業に いた日の 日における基本

の支 日数が 受 に基 く 定 付日数の

3 分の 1 以上かつ 45 日以上であるものに支 される。

支 額は基本 日額の 30%に 業日数分を けた

額である。 
b ・ 業 進定  

は、 生 省令で定める安定した 業

に いた者であって、 業に いた日の 日にお

ける基本 の支 日数が 受 に基 く

定 付日数の 3 分の 1 以上であるものに支 される。 
支 額は、基本 日額に支 日数に する日

数に 10 分の 6（その 業に いた日の 日における基

本 の支 日数が 受 に基 く 定 付

日数の 3 分の 2 以上であるもの（ 期 者）にあ

っては、10 分の 7）を じて得た数を じて得た額と

されている。 
進定 は、 の要 に する

者であって、同一の事業 の適用事業にその 業に

いた日から き いて 6 月以上 用される者であっ

て、 の額に、基本 日額に支 日数に

する日数に 10 分の 4（ 期 者にあっては、

10 分の 3）を じて得た数を じて得た額を 度とし

て 生 省令で定める額を加えて得た額が支 され

る。 

c 常用 支度  
常用 支度 は、受 者（基本 の支

日数が 定 付日数の 3 分の 1 である者）、高

年齢受 者（高年齢 者 付 の支 を受けた

者であって、 高年齢受 に係る の日の

日から 算して一年を 過していないものを含む。）、

受 者（ 一時 の支 を受けた者であっ

て、 受 に係る の日の 日から 算

して 6 月を 過していないものを含む。） は日

受 者であって、 体障 者その の が

な者として 生 省令で定めるものに支 されるも

のである。 
支 額は、基本 の支 日数が 90 日 であ

る場合、支 日数に 10 分の 4 を じて得た額であ

る。 
費 
費は、受 者等が公共 業安定 、 業安

定法第 条第 に 定する 定地方公共団体 しく

は 業 介事業者の 介した 業に くため、 は公

共 業安定 の した公共 業 等を受けるた

め、その住 は を する場合において、公共

業安定 が、 要があると認めたときに、支 さ

れる。 費の額は、受 者等 その者により

生計を維持されている同 の 族の に 常要する

費用を考 して、 生 省令で定める。 費は

、 、 、 、 料、 後 である。 
活 支援費 
活 支援費は、受 者等が 活 に い

の ～ のいずれかに する行 をする場合におい

て、公共 業安定 が 生 大 の定める基 に

って 要があると認めたときに支 される。 
域 活 費（公共 業安定 の 介による

の地域にわたる 活 ） 
期 受 費（公共 業安定 の 業 に っ

て行う 業に関する の受 その の活 ） 
活 関係 務 用費（ 活 を にするた

めの 務の 用） 
） 付 

付は 付 と 支援 付

がある。 
付  
付 は、 付 者が、 用の

安定 の 進を るために 要な 業に関する

社会保障と地域福祉－社会保険を中心として地域包括ケアシステムを考察する－（渡邊英勝） 
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として 生 大 が 定する を受

け、 を した場合において、支 要

期間が 3 年以上であるときに支 される。 
者とは、 を開始した日に一

被保険者 は高年齢被保険者である者、 を開

始した日が 日の の一 被保険者 は高年齢被

保険者でなくなった日から 1 年以 にある者をいう。 
付 は一 、 定一 、

実 の 3 がある。一 の

付率は 100 分の 20 で上 額が 10 万円、 定一

の 付率は 100 分の 40 で上 額が 20 万円、

実 は 100 分の 50（1 年以 の 用された場

合は 100 分の 70）で上 額が 120 万円（ 期間が 4
年の場合は 160 万円）である。 

支援 付  
支援 付 は、 付 者であっ

て、令和 7 年 3 月 31 日以 に を開始したも

の（ を開始した日における年齢が 45 歳

であるものに る。）が、 を受けてい

る日のうち 業している日について支 される。支

額は、基本 の日額に 100 分の 80 を じて得た額

である。 
） 用 付 

用 付は高年齢 用 付と介護 業 付

がある。 
高年齢 用 付 
高年齢 用 付は、高年齢による 力の

や 常 務の 化等に い 60 歳から 65 歳までの

期間において、60 歳 達時点に比べて が 度

した場合に一定の 付を行うことにより、 業生

活の円 な を援助、 進することを 的とする

付である。高年齢 用 基本 付 と高年齢

付 がある。 
a 高年齢 用 基本 付  

高年齢 用 基本 付 は、被保険者に して支

月に支払われた の額が、 被保険者が 60
歳に達した日を受 に係る の日とみなした、

みなし 日額に 30 を じて得た額の 100 分の 75 に

する額を るに った場合に、 支 月に

ついて支 される。 額がみなし 日額に 30
を じて得た額の 100 分の 61 であった場合、支

月に支払われた 額の 100 分の 15 を じて

得た額が支 される。 

b 高年齢 付  
高年齢 付 は、受 者が 60 歳に達し

た日以後安定した 業に くことにより被保険者とな

った場合において、 被保険者に し 後の支

月に支払われた の額が、 基本 の日

額の算定の基 となった 日額に 30 を じて得た

額の 100分の 75に する額を るに ったときに、

後の支 月について支 される。 
額については、高年齢 用 基本 付 の額の算

定方法に係る 定を 用している。 
介護 業 付 
介護 業 付 は、被保険者が、 家族を介護す

るための 業をした場合において、 介護 業を開

始した日 2 年間に、みなし被保険者期間が 算して

12 か月以上であったときに、支 期間について支

される。 
介護 業 付 の額は、 日額に する額に支

期間の日数を じて得た額の 100 分の 40（
分の間 100 分の 67）に する額である。 

また、同一の 家族について 被保険者が 4 回

以上の介護 業をした場合における 4 回 以後の介護

業、 は、同一の 家族について 被保険者が

した介護 業 とに、介護 業を開始した日から介護

業を した日までの日数を合算して得た日数が

93 日に達した日後の介護 業については、介護 業

付 は支 されない。 
業 付 

をする 者に、 業を 得しやすくし、

業後の円 な 場 を援助、 進する 的で平成

6 年に 業 付制度が設けられた。令和 2 年 4 月

からは、 業等 付の 用 付から分 され、

立した保険 付となった。 
令和 4 年 10 月からは、出生時 業 付 の創

設、 業 付 の分割支 など、 ・介護 業

法の改正にあわ た改正が施行されている。 
業 付は、 業 付 出生時

業 付 がある。 
１） 業 付  

業 付 は、被保険者が、その 1 歳に たな

い を するための 業をした場合において、

業を開始した日 2 年間に、みなし被保険者期

間が 算して 12 か月以上であつたときに、支

期間について支 される。 
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被保険者が 業について 業 付 の支

を受けたことがある場合において、 被保険者が同

一の について 3 回以上の 業をした場合におけ

る 3 回 以後の 業については、 業 付

は、支 しないものとされている。 
業 付 の額は、 日額に する額に支

日数を じて得た額の 100 分の 50（ 業

を開始した日から 算して 業日数が 算して 180日

に達するまでの間に り、100 分の 67）に する額

である。 
２）出生時 業 付  

出生時 業 付 は、被保険者が、その の出

生の日から 算して 8 間を 過する日の 日までの

期間 に 4 間以 の期間を定めて を する

ための 業をした場合において、 出生時 業

を開始した日 2 年間に、みなし被保険者期間が 算

して 12 か月以上であったときに支 される。 
出生時 業 付 の額は、 業開始時 日額

支 日数を じて得た額の 100 分の 67 に する額

である。 
同一の について 被保険者が 3 回以上の出生時

業をした場合における 3 回 以後の出生時

業をしたとき、 は同一の について 被保険者

がした出生時 業 とに、 出生時 業を

開始した日から 出生時 業を した日まで

の日数を合算して得た日数が 28 日に達した日後の出

生時 業には支 しない。 
用保険 2 事業 

用保険 2 事業は、 用安定事業と 力開 事業が

ある。 
１） 用安定事業 

は、被保険者、被保険者であつた者 被保険

者にな うとする者に関し、 業の予防、 用 の

正、 用 会の増大その 用の安定を るため、

用安定事業を行うことができる。 
２） 力開 事業 

は、被保険者等に関し、 業生活の全期間を

じて、これらの者の 力を開 し、 向上さ るこ

とを 進するための事業を行うことができる。 
（ ）健康保険 

健康保険法は、この法律は、 者 はその被

者の業務 以 の 病、負 しくは は出

に関して保険 付を行い、もって国民の生活の安定と

福祉の向上に することを 的としている。 
保険 付の  

法律による保険 付は、 のとおりである。 
一 療 の 付 に入 時 事療 費、入 時生活

療 費、保険 用療 費、療 費、 護療 費

費の支  
病 の支  

料の支  
出 一時 の支  
出 の支  
家族療 費、家族 護療 費 家族 費

の支  
家族 料の支  
家族出 一時 の支  
高額療 費 高額介護合算療 費の支  

１）療 の 付 
被保険者の 病 は負 に関しては、 に る療

の 付を行う。 
一 診察 

は治療 料の支  
、 その の治療 

宅における療 上の その療 に う世

その の 護 
病 は診療 の入 その療 に う世

その の 護 
療 の 付を受ける者は、その 付を受ける 、

の 号に る場合の 分に応じ、一部負担 として、

保険医療 関 は保険 に支払うこととなって

いる。 
70 歳に達する日の する月以 である場合 100

分の 30 
70 歳に達する日の する月の 月以後である場合

100 分の 20 
70 歳に達する日の する月の 月以後である場合

であって、 令で定めるとこ により算定した の

額が 令で定める額以上であるとき 100 分の 30 
２） 病  

被保険者が療 のため 務に することができない

ときは、その 務に することができなくなった日か

ら 算して 3 日を 過した日から 務に することが

できない期間、 病 が支 される。 
病 の額は、一日につき、 病 の支

を始める日の する月以 の 近の した 12 月間
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被保険者が 業について 業 付 の支

を受けたことがある場合において、 被保険者が同

一の について 3 回以上の 業をした場合におけ

る 3 回 以後の 業については、 業 付

は、支 しないものとされている。 
業 付 の額は、 日額に する額に支

日数を じて得た額の 100 分の 50（ 業

を開始した日から 算して 業日数が 算して 180日

に達するまでの間に り、100 分の 67）に する額

である。 
２）出生時 業 付  

出生時 業 付 は、被保険者が、その の出

生の日から 算して 8 間を 過する日の 日までの

期間 に 4 間以 の期間を定めて を する

ための 業をした場合において、 出生時 業

を開始した日 2 年間に、みなし被保険者期間が 算

して 12 か月以上であったときに支 される。 
出生時 業 付 の額は、 業開始時 日額

支 日数を じて得た額の 100 分の 67 に する額

である。 
同一の について 被保険者が 3 回以上の出生時

業をした場合における 3 回 以後の出生時

業をしたとき、 は同一の について 被保険者

がした出生時 業 とに、 出生時 業を

開始した日から 出生時 業を した日まで

の日数を合算して得た日数が 28 日に達した日後の出

生時 業には支 しない。 
用保険 2 事業 

用保険 2 事業は、 用安定事業と 力開 事業が

ある。 
１） 用安定事業 

は、被保険者、被保険者であつた者 被保険

者にな うとする者に関し、 業の予防、 用 の

正、 用 会の増大その 用の安定を るため、

用安定事業を行うことができる。 
２） 力開 事業 

は、被保険者等に関し、 業生活の全期間を

じて、これらの者の 力を開 し、 向上さ るこ

とを 進するための事業を行うことができる。 
（ ）健康保険 

健康保険法は、この法律は、 者 はその被

者の業務 以 の 病、負 しくは は出

に関して保険 付を行い、もって国民の生活の安定と

福祉の向上に することを 的としている。 
保険 付の  

法律による保険 付は、 のとおりである。 
一 療 の 付 に入 時 事療 費、入 時生活

療 費、保険 用療 費、療 費、 護療 費

費の支  
病 の支  

料の支  
出 一時 の支  
出 の支  
家族療 費、家族 護療 費 家族 費

の支  
家族 料の支  
家族出 一時 の支  
高額療 費 高額介護合算療 費の支  

１）療 の 付 
被保険者の 病 は負 に関しては、 に る療

の 付を行う。 
一 診察 

は治療 料の支  
、 その の治療 

宅における療 上の その療 に う世

その の 護 
病 は診療 の入 その療 に う世

その の 護 
療 の 付を受ける者は、その 付を受ける 、

の 号に る場合の 分に応じ、一部負担 として、

保険医療 関 は保険 に支払うこととなって

いる。 
70 歳に達する日の する月以 である場合 100

分の 30 
70 歳に達する日の する月の 月以後である場合

100 分の 20 
70 歳に達する日の する月の 月以後である場合

であって、 令で定めるとこ により算定した の

額が 令で定める額以上であるとき 100 分の 30 
２） 病  

被保険者が療 のため 務に することができない

ときは、その 務に することができなくなった日か

ら 算して 3 日を 過した日から 務に することが

できない期間、 病 が支 される。 
病 の額は、一日につき、 病 の支

を始める日の する月以 の 近の した 12 月間
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の 月の 月額を平均した額の 30 分の 1 に

する額の 3 分の 2 する 額である。 病

の支 期間は、同一の 病 は負 これにより

した 病に関しては、その支 を始めた日から 算し

て 1 年 6 か月である。 
）出 一時  
被保険者が出 したときは、出 一時 として、

令で定める 額が支 される。 
出 一時 は、一 につき定額の 48 万 8,000

円であるが、 医療 制度に加入の医療 関等で

数 22 以 に出 した場合の場合には、50 万

円である。 
）出  
被保険者が出 したときは、出 の日以 42 日（

の場合においては、98 日）から出 の日後 56
日までの間において 務に さなかった期間、出

が支 される。 
出 の 額は 病 と同様である。 

５）高額療 費 
療 の 付について支払われた一部負担 の額 は

療 に要した費用の額からその療 に要した費用につ

き保険 用療 費、療 費、 護療 費、家族

療 費 しくは家族 護療 費として支 される

額に する額を した額が しく高額であるとき

は、その療 の 付 はその保険 用療 費、療

費、 護療 費、家族療 費 しくは家族

護療 費の支 を受けた者に し、高額療 費が支

される。 
（ ）国民年  

国民年 制度は、日本国 法第 25 条第 2 に 定

する に基 き、 齢、障 は によって国民

生活の安定がそこなわれることを国民の共同 によ

って防 し、もつて健全な国民生活の維持 向上に

することを 的とし、 的を達成するため、国民

の 齢、障 は に関して 要な 付を行うもの

である。 
国民年 の 付の は、第 1 号被保険者、第 2 

号被保険者およ 第 3 号被保険者に共 するものと

して基 年 があるが、 付の事 に応じて 齢基

年 、障 基 年 およ 族基 年 の 3 が

ある。第 1 号被保険者の 自 付として、付加年 、

年 、 一時 がある。 
１） 齢基 年  

齢基 年 は、保険料 付 期間 は保険料

期間を する者が 65 歳に達したときに、その者に支

される。た し、その者の保険料 付 期間と保険

料 期間とを合算した期間が 10 年に たないとき

は支 されない。 齢基 年 の額は、780,900 円に

改定率を じて得た額であるが、保険料 付 期間の

月数が 480に たない者に支 する場合は、 額に、

保険料 付 期間の月数を 480で して得た数を じ

て得た額とする。 
２）障 基 年  

障 基 年 は、 病にかかり、 は負 し、かつ、

その 病 は負 これらに する 病について

初めて医 は 医 の診療を受けた日（初診日）

において、 初診日から 算して 1 年 6 月を 過し

た日において、その 病により障 等 に する

度の障 の にあるときに支 される。た し、

病に係る初診日の 日において、初診日の する

月の 々月までに被保険者期間があり、かつ、 被

保険者期間に係る保険料 付 期間と保険料 期間

とを合算した期間が 被保険者期間の 3 分の 2 に

たないときは支 されない。 
障 基 年 の額は、780,900 円に改定率を じて

得た額であり、障 の 度が障 等 の 1 に す

る者に支 する障 基 年 の額は、同 に定める額

の 100 分の 125 である。また、その者によって生計を

維持しているその者の を するに ったことにより

第 1 ・第 2 について 224,700 改定率を加算する

（3 人 以 の 1 人につき、74,900 改定率）。 
） 族基 年  

族基 年 は、被保険者 は被保険者であつた者

が の一から のいずれかに する場合に、その者

の 者 は に支 する。た し、第一号 は第

号に する場合にあっては、 した者につき、

日の 日において、 日の する月の 々月まで

に被保険者期間があり、かつ、 被保険者期間に係

る保険料 付 期間と保険料 期間とを合算した期

間が 被保険者期間の 3 分の 2 に たないときは、

支 されない。 
一 被保険者が、 したとき。 

被保険者であった者であって、日本国 に住 を

し、かつ、60 歳以上 65 歳 であるものが、

したとき。 
齢基 年 の受 者（保険料 付 期間と保
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険料 期間とを合算した期間が 25 年以上である者

に る。）が、 したとき。 
保険料 付 期間と保険料 期間とを合算した

期間が 25 年以上である者が、 したとき。 
  族基 年 の額は、780,900 円に改定率を じて

得た額である。 のある 者に支 される額は、第

1 ・第 2 につき、225,700 円 改定率が加算され

る（3 人 以 の 1 人につき、74,900 改定率）。 
）付加年  

付加年 は、保険料に係る保険料 付 期間を

する者が 齢基 年 の受 を 得したときに、そ

の者に支 される。付加年 の年 額は、200 円に保

険料 付 期間の月数を じて得た額である。 
改定率の 定は適用されない。 って 480 月 額の

場合、96,000 円加算されることになる。 
） 年  

年 は、 日の 日において 日の する

月の 月までの第一号被保険者としての被保険者期間

に係る保険料 付 期間と保険料 期間とを合算し

た期間が 10年以上である が した場合において、

の の 時 によって生計を維持し、かつ、 と

の 関係 10 年以上 した 65 歳 の があると

きに、その者に支 される。た し、 齢基 年

は障 基 年 の支 を受けたことがある が し

たときは支 されない。 
年 の額は、 日の する月の 月までの第

一号被保険者としての被保険者期間に係る 日の

日における保険料 付 期間 保険料 期間につ

き、 齢基 年 の額の 4 分の 3 である。 
５） 一時  

一時 は、 日の 日において 日の す

る月の 月までの第一号被保険者としての被保険者期

間に係る保険料 付 期間の月数等が 36 月以上であ

る者が した場合において、その者に 族があると

きに、その 族に支 される。た し、 齢基 年

は障 基 年 の支 を受けたことがある者が

したときは支 されない。 
額は、月数が 36 月以上 180 月 で 120,000 円 

420 月以上の場合最高 320,000 円である。 
（５） 生年 保険 

生年 保険は、 者の 齢、障 は につ

いて保険 付を行い、 者 その 族の生活の安

定と福祉の向上に することを 的としている。 

１） 齢 生年  
齢 生年 は、被保険者期間を する者が、65 歳

以上であること、かつ、保険料 付 期間と保険料

期間とを合算した期間が 10 年以上である場合に支

される。 
齢 生年 の額は、被保険者であつた全期間の平

均 額（被保険者期間の計算の基 となる 月

の 月額と 額に、 率を じて得

た額の総額を、 被保険者期間の月数で して得た

額）に 1000 分の 5.481 に する額に被保険者期間

の月数を じて得た額である。 
２）障 生年  

障 生年 は、 病にかかり、 は負 し、その

病 は負 これらに する 病につき初めて

医 は 医 の診療を受けた日において被保険者

であった者が、 初診日から 算して 1 年 6 か月を

過した日において、その 病により障 等 の 1 2
3 に する 度の障 にある場合に、その者

に支 する。た し、初診日の 日において、初診日

の する月の 々月までに国民年 の被保険者期間が

あり、かつ、 被保険者期間に係る保険料 付 期

間と保険料 期間とを合算した期間が 被保険者

期間の 3 分の 2 に たないときは支 しない。 
障 生年 の額は、 齢 生年 の 定の によ

り計算した額である。この場合において、 障

生年 の額の計算の基 となる被保険者期間の月数が

300 に たないときは、これを 300 とする。 
障 の 度が障 等 の 1 に する者に支 す

る障 生年 の額は、100 分の 125 に する額で

ある。 
障 生年 の 付事 となった障 について障

基 年 を受けることができない場合において、障

生年 の額が障 基 年 の額に 4 分の 3 を じて

得た額に たないときは、 額を障 生年 の額

とする。 
障 の 度が障 等 の 1 は 2 に する者

に支 する障 生年 の額は、受 者によって生

計を維持しているその者の 65 歳 の 者がある

ときは、障 生年 の額に加 年 額を加算した額

である。 
） 族 生年  

族 生年 は、被保険者 は被保険者であつた者

が、 被保険者が、 したとき、 被保険者であっ
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険料 期間とを合算した期間が 25 年以上である者

に る。）が、 したとき。 
保険料 付 期間と保険料 期間とを合算した

期間が 25 年以上である者が、 したとき。 
  族基 年 の額は、780,900 円に改定率を じて

得た額である。 のある 者に支 される額は、第

1 ・第 2 につき、225,700 円 改定率が加算され

る（3 人 以 の 1 人につき、74,900 改定率）。 
）付加年  

付加年 は、保険料に係る保険料 付 期間を

する者が 齢基 年 の受 を 得したときに、そ

の者に支 される。付加年 の年 額は、200 円に保

険料 付 期間の月数を じて得た額である。 
改定率の 定は適用されない。 って 480 月 額の

場合、96,000 円加算されることになる。 
） 年  

年 は、 日の 日において 日の する

月の 月までの第一号被保険者としての被保険者期間

に係る保険料 付 期間と保険料 期間とを合算し

た期間が 10年以上である が した場合において、

の の 時 によって生計を維持し、かつ、 と

の 関係 10 年以上 した 65 歳 の があると

きに、その者に支 される。た し、 齢基 年

は障 基 年 の支 を受けたことがある が し

たときは支 されない。 
年 の額は、 日の する月の 月までの第

一号被保険者としての被保険者期間に係る 日の

日における保険料 付 期間 保険料 期間につ

き、 齢基 年 の額の 4 分の 3 である。 
５） 一時  

一時 は、 日の 日において 日の す

る月の 月までの第一号被保険者としての被保険者期

間に係る保険料 付 期間の月数等が 36 月以上であ

る者が した場合において、その者に 族があると

きに、その 族に支 される。た し、 齢基 年

は障 基 年 の支 を受けたことがある者が

したときは支 されない。 
額は、月数が 36 月以上 180 月 で 120,000 円 

420 月以上の場合最高 320,000 円である。 
（５） 生年 保険 

生年 保険は、 者の 齢、障 は につ

いて保険 付を行い、 者 その 族の生活の安

定と福祉の向上に することを 的としている。 

１） 齢 生年  
齢 生年 は、被保険者期間を する者が、65 歳

以上であること、かつ、保険料 付 期間と保険料

期間とを合算した期間が 10 年以上である場合に支

される。 
齢 生年 の額は、被保険者であつた全期間の平

均 額（被保険者期間の計算の基 となる 月

の 月額と 額に、 率を じて得

た額の総額を、 被保険者期間の月数で して得た

額）に 1000 分の 5.481 に する額に被保険者期間

の月数を じて得た額である。 
２）障 生年  

障 生年 は、 病にかかり、 は負 し、その

病 は負 これらに する 病につき初めて

医 は 医 の診療を受けた日において被保険者

であった者が、 初診日から 算して 1 年 6 か月を

過した日において、その 病により障 等 の 1 2
3 に する 度の障 にある場合に、その者

に支 する。た し、初診日の 日において、初診日

の する月の 々月までに国民年 の被保険者期間が

あり、かつ、 被保険者期間に係る保険料 付 期

間と保険料 期間とを合算した期間が 被保険者

期間の 3 分の 2 に たないときは支 しない。 
障 生年 の額は、 齢 生年 の 定の によ

り計算した額である。この場合において、 障

生年 の額の計算の基 となる被保険者期間の月数が

300 に たないときは、これを 300 とする。 
障 の 度が障 等 の 1 に する者に支 す

る障 生年 の額は、100 分の 125 に する額で

ある。 
障 生年 の 付事 となった障 について障

基 年 を受けることができない場合において、障

生年 の額が障 基 年 の額に 4 分の 3 を じて

得た額に たないときは、 額を障 生年 の額

とする。 
障 の 度が障 等 の 1 は 2 に する者

に支 する障 生年 の額は、受 者によって生

計を維持しているその者の 65 歳 の 者がある

ときは、障 生年 の額に加 年 額を加算した額

である。 
） 族 生年  

族 生年 は、被保険者 は被保険者であつた者

が、 被保険者が、 したとき、 被保険者であっ
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た者が、被保険者の を した後に、被保険者で

あった間に初診日がある 病により 初診日から

算して 5 年を 過する日 に したとき、 障 等

の一 は に する障 の にある障

生年 の受 者が、 したとき、 齢 生年

の受 者（保険料 付 期間と保険料 期間とを

合算した期間が 25 年以上である者に る。） は保険

料 付 期間と保険料 期間とを合算した期間が

25 年以上である者が、 したとき、上 ～ のい

ずれかに するとき支 される。   
た し、 した者につき、 日の 日において、

日の する月の 々月までに国民年 の被保険者

期間があり、かつ、 被保険者期間に係る保険料

付 期間と保険料 期間とを合算した期間が 被

保険者期間の 3 分の 2 に たないときは支 されない。 
族 生年 の額は、 した被保険者 は被保険

者であった者の被保険者期間を基 として計算した額

の 4 分の 3 に する額であるが、その額の計算の基

となる被保険者期間の月数が 300に たないときは、

これを 300 として計算した額としている。 
）障  
障 は、 病にかかり、 は負 し、その

病に係る初診日において被保険者であつた者が、

初診日から 算して 5 年を 過する日までの間におけ

るその 病の治った日において、その 病により 令

で定める 度の障 （障 等 3 より 度の い障

）の にある場合に、その者に支 される。 
障 の額は、 齢 生年 の 比 部分の

年 額の 定の により計算した額の 100分の 200
する額である。 

生 省によると、団塊の世代が 75 歳以上とな

る 2025（令和 7 年）以 は、国民の医療や介護の

要が、さらに増加することが まれている。このた

め、 生 省においては、2025 年（令和 7 年）を

に、高齢者の の保持と自立生活の支援の 的

のもとで、 な り住み慣れた地域で、自分らしい

暮らしを人生の最期まで けることができるよう、地

域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケア

システム）の構築を推進している。高齢者 けが

ではなく障 者や も含めた包括的なシステムであ

る。「自助・互助・共助・公助」が 要であると言われ

ているが、自助と互助がとりわけ 要とされている。

しかし、共助と公助も同時に 実しなけれ 、地域包

括ケアシステムは成立しない。 
共助である社会保険について したが、国民の生

活を り、安定さ 、安心をするためには、社会保険

の 実と、ア セシビ ティを高めること、 の

実を ること等が められる。 
また、地域包括ケアシステムにおける「共助」は

に医療（健康保険・国民健康保険）と介護保険の

が われているが、国民の生活を かにするためには、

それ けではなく、 保険や年 も 要なものであ

るのに、あまり言 されていないことは 題である。

また、 保険や年 保険も共助の要 として 要

されなくてはならないと考える。 
また、社会保険 法の条文には「福祉の増進に

することを 的とする」「国民の生活の安定と福祉の向

上に することを 的とする」と されており、

福祉の増進・向上を 的とする制度である。 
生 省は令和 4 年 11 月 14 日に「地域包括ケア

システムの なる 化・推進について」の 料を公

した。「介護が 要となっても、できる り住み慣れた

地域で、これまでの日常生活に近い で暮らし け

たいということは、国民の共 の いである。その

いを実現さ るためには、介護や介護予防、医療はも

とより、住まい、生活支援、そして社会参加までもが

包括的に確保される地域を、人口・世 構成や地域社

会の 化があっても、 地域の実 に応じて構築し、

維持し けていくことが 要であり、「地域包括ケアシ

ステム」を 化さ ていかなけれ ならない」として

いる。 
地域包括ケアシステムを構築するための中 関と

しての地域包括支援センターの 化について

の方向性も している。 え 、「地域包括支援センタ

ー以 にも介護予防支援の 定 を 大することを

含めて する」「人 確保が となっている現 を

まえ、 の は としつつ、基 ・

化 センターなどの後方支援を行うセンターの 
設 が進むよう、現行では同一法人でのみ認められて

いるサ センター形 と同様に、複数 点で合算して

3 を することも とするなど、 な

を進めるべき」「 介護支援 の確保が な

も まえつつ、地域包括支援センター自らが 来

の 介護支援 を 成するという 点に立ち、

「 介護支援 その これに ずる者」の「
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ずる者」の を 大する」「一 的な は高齢者に

とって 近な地域でのつながりのもとで行うことがで

きるよう、 宅介護支援事業 や 宅

介護事業 など地域 の 点を ラン やサ セ

ンターとして活用することを推進する」「総合 支援

業務を含む包括的支援事業を が する場合地

域包括支援センターの業務負担を するため、部分

や を とすることについて」等 してい

る。 

地域共生社会の構築を に 、その 体的な仕

組みとして地域包括ケアシステムの実現に向けて、

が になって進めている。 が仕組み

くりをしていくの が、 体的には、 が はどこが

となってつくっていくの うか。 
地域包括支援センターには社会福祉 、保健 、

介護支援 の 3 が されている。このう

ち、社会福祉 が中心となって、3 が 力し合い、

とともに仕組み くりをしていくことが考えら

れる。さらには生活支援 ー ィ ーターが住民参加

のインフォーマルサービスの開 ・推進・ 実、

支援 が障 福祉分野での包括的支援体制の構築、

社会福祉 会の ュニティ ーシ ル ー ーは

個 支援と地域支援の両方を同時に推進し、地域福祉

くりを けている。現時点では、 が一体

となって を めながら、システムを構築していく

ことになるであ うと考えている。したがって、自助・

互助・共助・公助を万 なく、 がこれらを意

しながら、 り組 でいく 要がある。 べた

が、現在の地域包括ケアシステム くりには自助と互

助が されており、生活支援 ー ィ ーターが住

民参加の在宅福祉サービスの開 に し でいる。し

かし、共助もシステム くりには か ない要 であ

るのに、その 化を ることについてはあまり さ

れていない。システム くりに係る は、自助、

互助 けでなく、共助についてもしっかりと意 しな

がら り組 でいく 要がある。そのためには、もう

一度共助について 確認し、 し、しかりと

を得て、定 さ 、いつでも活用できるような体制を

えていくことが 要である。本 では、共助につい

て をしながら、地域包括ケアシステムをすすめて

いくための 要な構成要 であることを 確認した。

は共助についても幅 い を につけ、地域

包括ケアシステム くりと、個 支援や地域 くり支

援に活用できるようにしていく 要がある。 

(1) 中きよむ 高齢社会の社会保障・地域福祉

中 法 2021 
(2) 本康 社会保障 としての と保険料 立

行 法人 業研究 2008 
(3) 上 社会保障の 題－ と社会保険料

をめ る 点 社会 策 会 社会 策 第 9 1
号 63~76 2017 
(4) 合 大 における高齢者の社会的 立と社

会保障・社会福祉の課題 社会 策 会 社会 策

第 7 118-131 2002 
(5) 文 地域福祉推進における２つの支援 －

個 支援と地域支援に して－ 大 総合

研究 要第 42 第 3 号 1 27 2016 
(6) 生 省 健 2022 地域包括ケアシステムの

なる 化・推進について

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/00101199
6.pdfhttps://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001
011996.pdf 
(7)公 団法人全日本病 会 地域包括ケアシステ

ム 2020 
https://www.ajha.or.jp/guide/5.html 
(8) 公 団法人 団 健康 ト

地域包括ケアシステムとは 2019 
https://www.tyojyu.or.jp/net/kaigo-seido/chiiki-shien
/chiikihokatsukeashisutemu.html 
(9) 生 省 地域包括ケアシステム

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/h
ukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/ 
(10) 生 省 介護保険法と「地域共生社会」「地域

包括ケア」の けについて  
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/00101583
2.pdf 
(11) 会社 アール 社会保険 務  全

合 テ スト 2023 
(12) 生 省 地域包括ケアシステム

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/h
ukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/ (2) 



27

福祉大 要 第 20 号（2024 年 2 月） 
 

- 10 - 
 

ずる者」の を 大する」「一 的な は高齢者に

とって 近な地域でのつながりのもとで行うことがで
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介護福祉士のスキルアップに向けた教育的アプローチ 
－養成教育課程におけるケアマネジャー資格の捉え方－ 

 
大久保 功 

 
An educational approach to improving the skills of care workers 

-How to understand care manager qualification in the training curriculum- 
 

Isao OHKUBO 
 

 
はじめに 

2021 年度の介護職員数の集計では、約 214 万 9 千
人の従事者数である。厚生労働省が 2021 年 7 月に発
表した『第 8期介護保険事業計画に基づく介護職員の
必要数について』によると、介護サービス見込み量等

に基づき都道府県が推計した介護職員の必要数では、

2023年度には約 233万人、2025年度には約 243万人、
2040年度には約 280万人が必要と予測している。 
一方で 2021 年度の介護保険サービス受給者数は、
約 589万人（居宅サービス約 405万人、地域密着型サ
ービス約 89万人、施設サービス約 96万人）となって
いる。加えて、ケアプランを作成する介護支援専門員

（以下ケアマネジャーとする）の従事者数は、2020
年 10月現在で約 18万 8千人である。サービス受給者
数からケアマネジャーの従事者数を除した概算からす

ると、一人のケアマネジャーの担当件数は約 35 名分
となり、ほぼ余力のない数値となっている。介護従事

者の不足はケアマネジャーの不足にも直結しており、

同時進行で考えるべき課題である。ケアマネジャーと

なるための基礎資格の中で、最も多いのが介護福祉士

である。とりわけ介護の専門職であると同時に将来の

ケアマネジャー候補として有力な有資格者といえる。 
 介護福祉士は介護サービスにおいて主体的に専門技

術を提供し、介護従事者のリーダー的な役割を担うが、

実務経験を積んだ後に介護を熟知したケアマネジャー

となることへの期待度も高い。本研究では介護福祉士

養成教育、介護人材不足の解消、介護福祉士のスキル

アップの視点から養成教育の内容検証と先行教育の考

察を試み、介護実践の経験値と専門性を有するケアマ

ネジャー養成への将来展望について追究していく。             

１． 研究の目的 

 介護福祉士養成教育におけるケアマネジャーの専門

性や機能に関する教育内容を整理し、現状ではどの程

度の項目が反映されているかを検証する。その上で、

介護福祉士の養成課程において、ケアマネジャーと介

護福祉士の連携のあり方を比較検討しながら、双方の

専門性と業務理解を図ることの意義について考察する。 
 
２．研究方法と倫理的配慮 

 本研究は介護福祉士養成教育ならびにケアマネジャ

ーの資格、業務、役割についての内容を概括したうえ

で、双方の専門教育における相乗効果を考察する文献

研究である。従って、個人等の情報が特定される表記

は一切ないものとして論述する。 
 
３．求められる介護福祉士像と養成教育 

 社会保障審議会福祉部会が 2017（平成 29）年に公
表している新たな「求められる介護福祉士像」による

と、介護過程の展開力、本人や家族の力を引き出す支

援、多職種との連携、介護職の中核を担うチームマネ

ジメントの役割などが拡充項目となっている。その内

容については、表 1において改めて見定めたい。 
 
表 1 新たな求められる介護福祉士像（2017年 10月） 

1．尊厳と自立を支えるケアを実践する 

2．専門職として自律的に介護過程の展開ができる 

3．身体的な支援だけでなく、心理的・社会的支援も展開で

きる 

4．介護ニーズの複雑化・多様化・高度化に対応し、本人や

家族等のエンパワメントを重視した支援ができる 
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5．QOL（生 の ）の ・向上の視点を って、介護予

からリ ビリ ー ン、 り で、対 者の状 の

化に対応できる 
6．地域の中で、施設・在宅にかかわら 、本人が望 生

を支えることができる 
7．関連 域の基本的なことを理解し、多職種連携によるチ

ームケアを実践する 
8．本人や家族、チームに対する ニケー ンや、的

な記 ・記述ができる 
9． 度を理解しつつ、地域や社会のニーズに対応できる 
10．介護職の中で中核的な役割を担う 
            

高い 理性の保  
出 社会保障審議会福祉部会福祉人材専門 員会『介護人材に求

められる機能の 化とキャリアパスの実現に向けて』（平成 29年

10月 4 ）をもとに 者作成 

 

 表 1に された項目に し、介護福祉士養成課程に

おける教育内容の見直しが図られた。2019年度より
されている、養成教育 リキ ラムの見直しの

内容については、表 2の りである。 
 
表 2 介護福祉士養成 の教育 の の  

1．チームマネジメント能力を養うための教育内容の拡充 
『人 関 と ニケー ン』の教育に べき事項に

「チームマネジメント」を追加し、充当時 を 30時 から

60時 に した。 
2．対 者の生 を地域で支えるための実践力の向上 
『社会の理解』の教育に べき事項に「地域 生社会」を

追加した。 
「介護実 」の教育に べき事項に「地域における社会支

援の実践」を追加した。 
3．介護過程の実践力の向上 
域『介護』の目的に「 域の びの実践と 」を追加。 

『介護 』と『介護実 』に、新たに教育に べき

事項を追加し、『介護 』には「知 と技術の 」

「介護実践の 的 究」、『介護実 』には「介護過程の実

践的展開」「多職種 働の実践」「地域における生 支援の実

践」を加える。 
4． 知 ケアの実践力の向上 
『 知 の理解』の教育に べき事項に「 知 の心理的

の理解」、 知 に う生 への のみに らない、

「 知 ケアの理解」を追加した。 

5．介護と の連携を えた実践力の向上 
『介護実 』に「多職種 働の実践」を追加し、介護職種と

しての役割を理解するとともに、「サービス担当者会議」や

「ケース ン ンス」等を て、多職種連携やチーム

ケアを体験的に 内容とする。 
『ここ とからだのしくみ』の教育に べき事項を「人体

の や機能を理解するための基礎的な知 」と「生 支援

の に応 た心身への 」に大 した。 
『発 と 化の理解』の教育に べき事項の「人 の成

と発 」の項目に「ラ サ ルの 期の基礎的な理解」

を追記した。 
出 厚生労働省社会・援護 福祉基 課福祉人材 保対 『介護福

祉教育の方向性と展望』（ 3年 11月 17 ）をもとに 者作成 

 
 表 の内容では、専門職としての自律的な介護過程

を展開できることや、関連職種への基本的な理解の必

要性が提 され、介護実践に加え、ア スメントやプ

ランニン の能力や多職種連携に したマネジメント

能力が求められている。それらを考 した表 の見直

しの 点では、地域 生社会の理解、多職種連携の

化とチームマネジメント力の養成、 知 や心身機能

の 化への理解や実践力の向上などを意図としている。 
 このことは、多職種連携の 働職種となるケアマジ

ャーの機能や役割とも していることであり、双方

の相 理解はさらに重要なものとなる。 
 
． に求められる と  

 ケアマネジャーには 者の尊厳保 び自立支援

に資するケアマネジメントを 行できる能力が求めら

れている。介護支援専門員実務研 の内容に されて

いる、公 中立なケアマネジメントを実現するための

ケアマネジャーに求められる機能と役割については、

表 3に す りである。 
 
表 3 に求められる と  

プランニン 機能  
者の および身体的な状 、家族や支援者との関

性、 者の要望や 値 などを 分にア スメントする。

その結果に基づき、 切な介護サービス計画を作成する。 
マネジメント機能  

介護サービスの実施状 と保険給 の 理を担い、 切な介

護サービスが、 的かつ効 的、効果的に提供されるため

のマネジメントを行う。 
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性、 者の要望や 値 などを 分にア スメントする。

その結果に基づき、 切な介護サービス計画を作成する。 
マネジメント機能  

介護サービスの実施状 と保険給 の 理を担い、 切な介

護サービスが、 的かつ効 的、効果的に提供されるため

のマネジメントを行う。 

介護福祉士のスキルアップに向けた教育的アプローチ（大久保 功） 

- 3 - 
 

整機能  
保険、 、福祉分 などの専門職との連携を図る。それを

基にした社会資 の などにより、 者への支援を

的に行うための ー ネー ーとしての機能を果たす。 
相 機能  
者や家族からの相 を受け、 みや を 実に受けと

める。その内容を かつ中立的な立 で考 し、 者が

つ 題解 能力を発 できるように支援する。 
護機能  

切なサービス受給への見 り、 約等の支援、不 を

る状 の 期発見などを実践し、ケアマネジメントの 過程

を て 者の を 護する。 
出 『 第 2 介護支援専門員実務研 キスト上 』を 考

に 者作成 

 
 ケアマネジャーは介護保険の給 理に基づくマネ

ジメント機能、 者の心身状 や生 などを

めた 的なア スメント能力、 者の みや え

に対し 的な 度で応 る相 支援機能、尊厳保

に基づく 護機能などを必要とする。このことは

ケアマネジャーの基礎資格に づけられている、介

護福祉士の専門性や資 においても する部分が多

くあり、双方の 性が 分に捉えられるものである。 
 
．介護福祉士養成と の  

 介護福祉士とケアマネジャーの双方向的な理解に基

づき、介護福祉士養成教育の中でケアマネジャーの資

格や業務についての となる部分を検証する。介護

福祉士養成 キスト『最新介護福祉士養成 （第 1
第 15 ）』（中 ）を 考に、 目におけ

るケアマネジャーの資格、機能、役割、介護福祉士と

の 働や連携に関連する記 を し表 4に整理する。 
 
表 4 介護福祉士養成 に る介護

（ ）に る な の  

1．人 の理解 
「介護支援専門員や相 支援専門員には、 者がサービス

を ・ 定する を 分に行 することができるように

支援することが求められてい す。」 
「介護保険 度における介護支援専門員の保有資格として、

もっとも高い比 を めるのが介護福祉士です。介護福祉士

の専門性をいかしながら介護支援専門員として多職種チー

ムのリーダーをになう人も数多くい す。」 

「サービス担当者会議は、介護支援専門員（ケアマネジャー）

がケアプランを立 するときや ニ リン をするときに

開 されることが多く、サービスにかかわっているさ

な職種が出 し、そのメン ーの 1 人に介護福祉職も
れ す。」 
2．社会の理解 
「介護支援専門員が行うケアマネジメントは介護保険 度

によって新たに されたものであり、介護保険 度にもと

づいたサービスを提供するうえで重要な役割を果たしてい

す。」 
「 家資格を 業務に従事した期 や介護 人保 施設

や特定施設 居者生 介護などでの相 援 業務に従事し

た期 が 算して 5 年以上ある には、介護支援専門員

実務研 受 試験の受験資格をえることができ す。」 
「2018（平成 30）年に介護支援専門員の受験資格に が

あり した。 家資格をもたない状 での介護業務の経験の

みでは受験資格をえることができなくなってい す。」 
「介護支援専門員証の有効期 は 5 年 で、 新のために

は、 新研 を受けなくてはなり ん。」 
3．介護の基本  
「連携については、 その の 関 者だけでなく、も

っと く多職種連携が必要であることから、福祉サービスに 
かかわっているすべての人た との連携が大切であるとい

うことが 律に 記されてい す。」 
「地域 括ケア ス ムでは地域を 1 つの としてとら

え、介護・ の専門職が多職種 働により支援を展開する

ため、すべての介護サービスは地域 括ケアの考え方にもと

づいて実践されることになり す。」 
4．介護の基本  
「介護支援専門員（ケアマネジャー）とは、要介護者・要支

援者からの相 に応 るとともに、要介護者等がその心身の

状 等に応 て 切な居宅サービス、地域密着型サービス、

施設サービス、あるいは 種の介護予 サービスを でき

るように、 、サービス事業者や施設との連 整を行

う専門職です。」 
「 者のニーズに応 てケアプランが作成され、その連

整役が介護支援専門員（ケアマネジャー）です。これによ

って 分 と福祉分 の専門職が連携してサービスを提

供することができるようになり した。」 
「介護支援専門員は、居宅介護支援事業 や介護保険施設に

おいて居宅サービス計画や施設サービス計画を作成し、在宅

や高 者介護施設で生 している者の相 に応 た介護サ

ービスの 整や関 者 の連 などを行い す。」 
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5． ニケー ン技術 
「介護福祉職内で ン ンスを開いたり、サービス提供

にた さわる多職種が集 って会議を行ったりし す。」 
「介護保険 度ではサービス担当者会議の開 が義務づけ

られてい す。 者のケア提供にかかわる サービス担当

者を介して、介護支援専門員（ケアマネジャー）の立 した

ケアプランをもとに、介護サービス実施の方 や目 、方

などを議論して 定する会議です。」 
6.生 支援技術  
「介護支援専門員は、ケアプラン（居宅サービス計画 たは

施設サービス計画）を立 し す。その に 者の に

関するア スメントを行い、 者の意向にそいながら心身

の状 にあわ て に関連する課題を解 できるよう目

を設定し す。」 
「施設では、介護支援専門員が施設サービス計画を作成し

す。介護支援専門員は、相 員からの情報をもとに 体的な

介護内容を施設サービス計画に り込 ために、ケア ン

ンスを開き す。」 
7.生 支援技術  
「介護支援専門員は、新しい課題を解 するために サービ

ス事業者などと連 ・ 整を行い す。」 
「介護福祉職は介護支援専門員が立 したケアプランにそ

って、個 サービス計画を作成し、計画にそって実践してい

き す。介護福祉職は 者の いや 状 の 化、

の状 ・ らしの 化を介護支援専門員に報 して、 者

の QOL（Quality of Life 生 の ）を高めることを

の目 とし、連携・ 働をはかっていき す。」 
8．生 支援技術  
「介護福祉士は生 支援を行う専門職です。 者とかかわ

る には介護過程の考え方を え、 の状 を分 し、

な この方 で介護をするのかを考え、実践し、 して

いくことが、 者の生 の につながるということを意

する必要があり す。」 
9.介護過程 
「ケアマネジメントではケアマネジャーという専門職が、介

護を必要とする人の生 上の り とを り、その解 に向

けてどのような種 の社会資 をどのような 度で提供す

れ よいかを考え計画し す。」 
「たとえ社会資 が充実していたとしても、 者のニーズ

に応 てサービスを 整するケアマネジャーがいなけれ 、

者の多くは複雑な 度のしくみや 方 に関する知

が 分でないために、社会資 の ができ 、生 の

は になり す。」 

10.介護  
「計画作成担当者は、主として家族と事業 、関 施設と事

業 を密 に関連づけるつな 役です。 事業 に 1 人
つの が められてい すが、そのう 1 人は介護支援
専門員（ケアマネジャー）の資格がなけれ なり ん。」 
11.ここ とからだのしくみ 
特 の記 なし 
12.発 と 化の理解 
特 の記 なし 
13. 知 の理解 
「かかりつけ や、 知 ン ー等の専門 機

関、地域 括支援 ン ーや介護保険事業 等との連携体

を整えながら支援が行われていき す。」 
地域 括ケア ス ム、地域 括支援 ン ー、 知

期集中支援チーム、 知 地域支援推進員の解 においてケ

アマネジャー（主 ケアマネジャー）の などを記 。 
14．障 の理解 
「高 障 者の 、基本的には介護支援専門員（ケアマネ

ジャー）が障 関 の計画も めて作成することとなり

す。障 の状 が複雑であることが理 で、介護支援専門員

での計画作成が な には、 の により相

支援専門員と 働で計画作成を行う、いわ るダ ルケア

マネも 能となってい す。」 
15． 的ケア 
特 の記 なし 
出 『最新第 2 介護福祉士養成 第 1 第 15 』の記 を

引 し 者作成 

 
 介護福祉士養成教育の課程においては、主に「人

と社会」、「介護」の 域にて、介護支援専門員の資格

や役割が 体的に解 されている。 キストを す

る りでは 者にも理解しやすい内容となっており、

ケアマネジャーの基礎資格の中で介護福祉士の保有者

が一 多いこと、サービス担当者会議の づけ、ケ

アマネジメントの展開などは されている。当 の

内容は介護福祉士 家試験 題にも直 的に反映され

ている項目や文 もあり、その点でも重要性を し、

多職種連携を意 した機能と役割の理解については、

概 成 能と見込 れる。 
一方で、実践的な業務理解については、 キストの

内容だけでは不 分であることを 記しなけれ なら

ない。実務経験を経て介護福祉士を目 す人は、

業務や職域などでケアマネジャーと する機会もあり、
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職務の理解を ることも 能となる。しかし養成施設

で 生では、介護実 における経験等の 効果

は期待できるが、量的、 的にも 分とは え 、教

や教育方 の などで補うことが課題ともなる。 
 
． と とめ 

 介護福祉士養成教育とケアマネジャーの機能と役割

について人材 保の 点から分 した 、介護福祉

士を目 す人が資格を したの 、 は実践から

の専門性を高め、求められる介護福祉士像に づくた

めの が必要である。その 上で、自律的な介護過

程の展開、本人のスト ン スや家族等のエンパワメ

ントを重視した支援、多職種連携によるチームケアの

実践力を し、ケアマネジャーの機能と役割との連

性に づく。その経験値からケアマネジャーの業務

を し、自らの関心や意 と意 により、ケアマ

ネジャーの資格 を目 すことが理 とされる。 
介護福祉士は介護とケアマネジメントの双方の実践

に した専門職として期待され、自らもその意 を

高めながら将来展望を くことが重要である。 
 

1 介護福祉士に る の  

 
 
養成施設等において 定の教育課程を する   
たは 3年以上の介護実務経験と実務者研 を する 

 
 ケアマネジャーの業務・役割・専門性を  

    介護福祉士との実践的な 項に づき理解する 
 
 
 
介護福祉士として 5年 従事 
介護計画の作成やサービス担当者会議への 加を経験 
 

の高いケアマネジメントの必要性を理解 
     的な援 支援への 事に 力を る 
 
 
 
 介護実践とケアマネジメントの双方の専門性を  
 社会的ニーズに した福祉の対人援 職として する 

 

介護福祉士養成教育におけるケアマネジャーの資格

や業務に関する理解においては、ケアマネジメントの

実践力を養うと に、将来ケアマネジャーになる 能

性を めている人への先行教育にも がる。 
（2019）は、新たな介護福祉士養成教育の実践

展開として対人援 ワー ーとしての教育に して

おり「介護福祉士は や 護 や社会福祉士などの

ー ャルワー ーや教員や保育士などと び、

者の生 を しか ない業務に従事する対人援 ワ

ー ーである。これらの対人援 ワー ーは、自分の

「人 性」をも しながら、相 の人 の える

題の解 に向かって に 力していく。」と述べている。

つ りケアマネジャーの実践への理解は、介護福祉士

の対人援 技術の びとの整 性を意 している。 
ケアマネジャーの業務を 体的に として、

ア ラーニン の技 を した 業 を展開

することも、向 心を する一 と考える。ケアマ

ネジャーの専門性や業務を立体的に 考し、体験的に

方 として、表 5において 者の考えを提 する。 
 
表 5 の 理 の 的な  

1.ケアプランの 作成 
 予めケアプランの作成 を教 したうえで要介護者の

生 状 が メージできる画像等を し、 ループワー

においてケアプランを検討し作成する。実 に われている

ケアプラン様 を し、作成 にリアル を た る。 
目 「介護過程」「介護の基本」など 

2.介護保険サービスの給 や自 担 の算出  
 居宅介護サービスの 表を資 として し、 者の

望サービスを記した事 を基に、サービス種 、 数、時

などを様 に記 する。その後、 自で 等を して

実 に を計算し、給 や 者 担 等を算出する。 
目 「社会の理解」「介護の基本」「介護過程」など 

3.サービス担当者会議の 開  
 ロールプ （役割 技）を し、本人、家族、介護や

の専門職などを 役しサービス担当者会議を実 する。

進行とリアリ 効果から、進行者（ケアマネジャー役）

は担当教員や実践者等のア ス ント教員を充当する。 
目 「介護過程」「 ニケー ン技術」など 

 
 その 、要介護 定 の や 宅改 にお

けるア スメントと理 の作成 なども、 きと

記述を してケアマネジャーの実務を 体的に えら

介護福祉士になりたい… 

ケアマネジャーの資格を  

介護福祉士の資格を  
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れる内容と考える。 た、介護福祉士とケアマネジャ

ーの のキーワー を関連づけ、多職種連携の主た

る 働者関 との を高める働きかけも必要である。 
 

2 介護福祉士と の  

  
護 

          

         の ら  

          

         QOLの  

          

         の  

         理      

 
に 

 介護福祉士養成教育が開 されたから 36 年が経過
し、 目 や時 数を めて大 な見直しが行われ

てきた。特に 引等の行 に う「 的ケア」

の と、ア スメントや介護計画の立 能力を養う

「介護過程」の教育内容の拡充は 立つものである。 
一方でケアマネジャーの 域では開 から 23 年の
に、 年 との 新時研 の 、主 ケアマネジ

ャーの 設、介護給 化計画に基づくケアプラン

点検やケアマネジャー とにケアプランをチ ッ で

きる 重 定 などが整 され、 度理解と専門性の

向上に向けた 的な や教育の機会を設けている。 
れも専門職としての資 向上を し、対人援

技術者としての 実な職務 と社会的 を し、

と多様化、複雑化していく地域社会の状 に対応

すべく専門技術の高度化への方 ともいえる。 
介護人材の 保と専門職の養成は一体のものであり、

社会的ニーズに対応し けるためにも、 久的に必要

な教育実践となるものである。本研究では介護福祉士

とケアマネジャーの双方における 期的かつ 定的な

人材 保について一考し、介護福祉士がケアマネジャ

ーの資格を有効なスキルアップのラ ンスとして捉

え、介護福祉サービスや介護保険 度を支える実践力

を 期に する方 への検討を加えた。 後はア

ラーニン の要 を 教育的アプローチに関

連した自らの 業実践等を に検証し、教育的効果

や理解度の分 などを行っていきたいと考える。 
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一方でケアマネジャーの 域では開 から 23 年の
に、 年 との 新時研 の 、主 ケアマネジ

ャーの 設、介護給 化計画に基づくケアプラン

点検やケアマネジャー とにケアプランをチ ッ で

きる 重 定 などが整 され、 度理解と専門性の

向上に向けた 的な や教育の機会を設けている。 
れも専門職としての資 向上を し、対人援
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日本初の保育絵本「キンダーブック」の研究:戦後 10 年

の歩み 
 

進藤令子 
 

A study of Japan's first childcare picture book "Kinderbook" : progress in the 10 years since the war 
 

Reiko SHINDO 
 
はじめに

昭和 年 月、「観察絵本キンダーブック」第

１篇 お米の巻 が株式会社フレーベル館より日本で初

めての保育絵本として創刊され、 令和 年 月､

創刊 年を迎えた。幼稚園や保育園への直接販売とい

う独自の販売ルートを開拓して、創刊から一貫して同

一の出版社である株式会社フレーベル館が刊行してい

る。

１冊毎にテーマ 主題 を設定して、幼児のものの見

方・行動規範と制作者である大人の求めるもの 社会・

生活・文化に対する見方等 が雑誌の基本的性格となり、

「観察絵本」として事実をありのままに描く姿勢に基

づいて、作品の内容に反映されている。

同誌は戦前から現在まで継続して当時の子どもたちに

読み継がれてきた国内唯一の保育絵本であり、日本の

幼児教育史の上で、大きな役割を果たしてきた。

この全国の子どもたちに親しまれた「キンダーブック」

の出版には、静岡県ゆかりの人物が大きく関わり刊行

されたことについて、紹介する。

「日本のフレーベル」と呼ばれる静岡市鷹匠町出身の

倉橋惣三 明治 年～ 昭和 年 である。

倉橋は 昭和 年 月発行の 編 「乗物の巻」

より編集顧問となり、 昭和 年 月 日の戦

後の復刊・第 号「ムギ」から 昭和 年 月発

行の第 集 編「あめのちびちゃんたち」まで、戦前

から戦後まで「キンダーブック」編集に継続して携わ

り、日本の幼児教育の振興に貢献した。

当稿では、創刊から戦後復刊までの同誌の歩みと戦

後の日本の混乱期から復興期 昭和 年～

昭和 年 までの戦後 年間の誌面の特色につ

いて考察する。

今後、倉橋が「キンダーブック」で担当した内容や

出身地である静岡市より創刊された幼児絵本「あそび」

についても考察する予定である。

筆者所属の地域連携推進センターでは、研究成果の

地域公開事業として 令和 年から 令和

年に下記の幼児 児童 絵本展を開催した。

【 令和 年度】

・静岡ゆかりの幼児絵本で見る時代展

会場：静岡英和学院大学

・静岡ゆかりの幼児絵本キンダーブック展

会場：富士市立中央図書館

・キンダーブックと昭和の子ども展

会場：牧之原市立図書交流館

【 令和 年度】

・静岡発 戦後の子ども雑誌展

会場：静岡市立中央図書館

 
「キンダーブック」の歩み 戦前

同誌の創刊からの歩みを社会情勢と共に記載する。

大正 年 月 日、幼稚園の創始者であるド

イツの教育学者であるフリードリッヒ・フレーベル

（ 年－ 年）生誕の日に、「幼稚園令」が公布

され、翌 日「幼稚園施行規則」が制定され、従来の

「遊戯、唱歌、談話、手技」の 保育項目に新たに「観

察」の項目が加えられたことにより「観察」は関心を

呼び、 昭和 年 月、株式会社フレーベル館の

新たな事業として「観察絵本」発刊が計画され、幼児

用教育絵本として創刊された。

株式会社フレーベル館創業者である高市次郎

明治 年～ 昭和 年 愛媛県温泉郡小

野村出身 は絵本創刊の意図を次のように述べている。
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「幼児教育 の 生編集 のもとに、

の に新 を出し、 に本誌の を した

いと記している。文 を自 に読 ことの出来ない幼

児の に、絵画を て描かれたる、 一あり、連 あ

る一冊の 行書 である。新幼稚園令の観察項目の加

へられたるを として 社は の新計画を発 し、

みて大 に たいと 」 「幼稚園用品目 」

昭和 年度

・ 昭和 年 月 編 「乗物の巻」発行

編から倉橋が編集顧問とな た。

・ 昭和 年 月 「ツ 」創刊

「ツ 」は今日まで継続されている。

・ 昭和 年 月 出版物の一 的 関と

日本出版 株式会社が設立、「キンダーブック」

直販方式は

・ 昭和 年 月 日

「株式会社フレーベル館」を「株式会社日本保育館」

と

・ 昭和 年 月 日 戦 発

・ 昭和 年 月 「観察絵本キンダーブック」、

「観察絵本 ク ド 」と 題

・ 昭和 年 月 日本出版文化 会 、日本

出版会設立、 月情 は出版事業 を発 、

日本出版会に実施を 令

・ 昭和 年

「 ク ン ン」第 集 編 より誌 が 小

され、「タタ フ イ ン」「 ツ タ 」「キ

フ 」とい た戦 や生 が主題とな た。

・ 昭和 年 月 日

「セキタン ルヒト」 第 集 編 を 後に、

「観察絵本 ク ド 」 刊

・ 昭和 年 月

株式会社フレーベル館会 高市次郎 静岡市鷹匠町

に 開、同社社 高市 静岡市大 に 開

この高市の静岡市 開は、同社 の 治 同社

： 大正 年～ 昭和 年 株式会社フ

レーベル静岡創業者 静岡市 との交流で 開 にし

たことが推 される。

高市は、 昭和 年 月 日～ 日の静岡市

により し、中 町に 開をして 戦を

迎える。

「キンダーブック」の歩み 戦

同誌の戦後の歩みを社会情勢と共に記載する。

・ 昭和 年 月 日 戦

・ 昭和 年 月 日 連 国 令 ､

日本 に対し「 び新 の自 に関する 書」

を発令

・ 昭和 年 月 日 連 国 令 ､

日本 に対して「新 び の自 への 加

に関する 書」を 令

・ 昭和 年 月 日 日本出版会

・ 昭和 年 月 日 出版事業令､同施行規則

・ 昭和 年１月 日 「株式会社日本保育館」､

「株式会社フレーベル館」に社

・ 昭和 年 月 日 日新 に「幼児の

明るく正しく しい観察絵本キンダーブック

刊 月号ムギの巻、 月上 発売 定 予

」と を載 る。

・ 昭和 年 月 日 「観察絵本キンダーブッ

ク」第１集１編「ムギ」復刊

復刊にあたり、倉橋は巻 に「新らしいもの～キン

ダーブックの 刊～」を 、次の に述べている。

「 た後に、 ちた後に、 い から新 が く。

新らしい 子に、前とは な と実が たれる。そ

の 生の は ましく、成 の は しい。今や初

の自 がそれであり、立ち上がる国の勢がそれ 。

その大きい勢に推されて、幼い子らの園に るキン

ダーブックの 刊も 、その一つである。まえから

の親しみをつづ て きたいし、これからの新らし

みを期 しても きたいし。新らしいものによ て

こそ、子らを新らしくし、国を新らしくしてゆ る

のであるから。 おう おう。幼い子らの園に。」

・ 昭和 年 月 日

「学 教育 」 幼稚園令 、 三三 制を規定

公布、 月１日新学制実施

・ 昭和 年 月

「ようちえん」 第 集 編 から国 学 に わ 、

この号より らがなを 用。

同年 月号 第 集 編 「ありがとう」、 昭和

年 月号 第 集 編 「やさしいおかあさん」

から社会に目を た内容とな ている。

また、株式会社フレーベル館より、戦後間もない

昭和 年 月、絵本「マッ ー ー 」
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一 画 が発行された。

この「マッ ー ー 」は、 を行 た

人として を える内容とな ている。

日本の 戦後、「キンダーブック」の出版社である株

式会社フレーベル館の 役として 画した 一

明治 年～ 年 明 は、 市出身の

ー リ トとして で活 した人物であり、同

社役 として、 連 国 令 より戦後いち

く復刊を された「キンダーブック」出版に大

きく関わ た静岡県ゆかりの人物でもある。

絵本が発行された （昭和 ）年 月は、日本国

が施行された日（ 月 日）であり、日本は

主 から国 主 に生まれ わ た時期である。

・ 昭和 年 月 日「児童 」公布

・ 昭和 年「保育 幼児教育の手びき」刊行

・ 昭和 年 連 国 令 、「キ

ンダーブックは リ においても 誌のない

独自のものである」と発

戦 の「キンダーブック」の に

昭和 年 月号～ 昭和 年 月号までの

「キンダーブック」 冊の内、 冊 本学キンダー文

、筆者所 を対 として、 面に 場した内容（絵、

および文）を べ、読者である幼児、保 者に対して

の編集者の意図について考察する。

に

事について記載があ た作品は、 作品中 作品

であ た。下記の 作品は な 事 業 、

特定の 事 業 の特集号とな ている。

第 集 編 年 月 「ムギ」 ムギ作り

第 集 編 年 月 「ありがとう」 やさん、

のお さん、こうつう いりのおまわりさん、

のしゃし うさん、リ ーで 物を して

いる人、幼稚園の 生、 の さん

第 集 編 年 月 お米

第 集 編 年 月 みかん

第 集 編 年 月 さつまいも

第 集 編 年 月 「おまわりさん」

おまわりさん、こうつう んさ

第 集 編 年 月 「はなうりお さん」

はなうりお さん、 のお さん

特集号 年 月 「たのしい 」 で く人

第 集 編 年 月 「ゆうびんやさん」

ゆうびんやさん

第 集 編 年 月 「わたくしたちのために」

うに うやさん、こうつう いりのおまわりさ

ん、しんたい んさの ん い、お ゃくし う

さん、 んどうさん、こうえんのお さん、し

う うさん

第 集 編 年 月「すみ」まちのすみやさん、

らのすみやきさん

載された 事 業 では、 作品の内、 お

ゃくし うさん や果 園 さくらん 、りん

、みかん 、なし 等、 業・ 業・ 業の第１次

業従事者の 載は、 であ た。

場 が上 のものは、 ： 察 おまわりさん、

こうつう んさ 、 ： ゆうびんやさん 、

し う うのお さん、し う うかんしい

ん、し う うさん 、 とな ていた。

その は、 のしゃし うさん、幼稚園の 生、

の さん、 の び さん、はなうりお さん、

とりやさん、動物園の 育 、く ものやさん、

りん 売りのお さん、ト ックの 手、 さん、

さん 乗り 、 、 、 、果物の 、

で く とたち 、 関士、 手、

手、 、 、 手）、 関

手、 者さん、とこやさん、とう いきん の

お さん、と いやさん、かん さんが描かれた。

記載されていた 事 業 は、子どもたちの日 生

活、 生活、 園 で こどもたちが見か る身

な 事 業 に従事する人たちが描かれ、当時

問題が大きな関心時であ たため、 業従事者 ムギや

米作り等 が く描かれている。

また、 性の 事はかん さんが描かれているのみ

で、 性は で くお さんの生活が主に描かれて

いるのもこの時代の特色として見られる。

に

国について記載があ た作品は、 作品中 作品

であ た。

記載のあ た作品は下記のとおりである。

第 集 編 年 月 「ムギ」 リ

第 集 編 年 月 「 ヒ マ ド 」

リ タイトル英 記

第 集 編 年 月 「たん 」 国 国 なし
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第 集 編 年 月 「とう いのこども」

リ

第 集 編 年 月 「みかん」 リ

ンフ ン 、 トル

第 集 編 年 月 「やさしいおかあさん」

イタリ ーマ

第 集 編 年 月 「さくら」 リ

第 集 編 年 月 「 こと み」 フリ

第 集 編 年 月 「おつきさん」 てん く

特集号 年 月 「たのしい 」 リ

第 集 編 年 月 「きしゃ こ」 リ

第 集 編 年 月 「マ ー ー 」 イギリ

第 集 編 年 月 「たのしい のたび」

リ ー ーク 、イギリ

記載された国 では、 リ は 作品中、 作品

であり、イギリ が 作品、イタリ が１作品、

インドが１作品、 フリ が 作品であ た。

戦後、 連 国 令 の 治下にあり、

当時の日本の 治、 、教育文化、 まで全てが

リ の 下に かれている のため、 リ

について く 載されている。

子どものマ ー、 について

子どものマ ー、 が記載された作品は、 作品

中 作品 であ た。

記載のあ た主な作品は、下記のとおりである。

第 集 編 年 月 「 ン」

生活 の 手 い、あいさつ、くつ き、 う

しを る、手 の おれい 、幼稚園の

のあいさつ

第 集 篇 年 月 「おてがみ」

おやくそく てがみを書く

第 集 編 年 月 「 くのおうち」

おでか い てきます

第 集 編 年 月 「 ゆのこども」

おやすみなさい

第 集 編 年 月 「はるのおとも ち」

い子のいちにち い てまいります はい

らんこは かわりばん おくつは ちゃんと た

ばこへ はんのまえに てをあらいまし う

さようなら

第 集 編 年 月 「お さま」

くたち お うしま んよ

第 集 編 年 月 「わたくしたちのために」

うに うやさん ありがとう

第 集 編 年 月 「 ん」

おててを きれいにあらいまし う お の か

ん なかよくはいりまし う

第 集 編 年 月 「はるがきた」

しん う きをつ まし う あいさつをしまし

う みんなで なかよくあそびまし う

おてては きれいにあらいまし う

第 集 編 年 月 「 う なこども」

いつもうがい おやゆび なめちゃい ないよ

おててをあらおう

第 集 編 年 月「みんなでつくりまし う」

かたづ あさのあいさつ おはよう います

みんなで なかよく あそびまし う くつは きち

んと たばこへ てを きれいにあらいまし う

おうちに ついたら あいさつ そとから かえ

て うがい しん う くるまにきをつ

て あそん あとは おかたづ よいこは

はや

第 集 編 年 月 「 がつ」

わすれものはしないよう はんかち はながみ

おべんとう おあそびは みんなとい し に ん

きよく よばれたら 「はい」とおへん んきよく

はんのまえには てをあらいまし う はん

のときのあいさつ いた きます ちそうさま

ありがとう めんなさい まちがいしたので

めんなさい みちくさしないで おうちへま す

たのしい えんそく かみく は く ばこへ

よいこは にこにこ う なから

第 集 編 年 月 「あめのちびちゃんたち」

るまえには きれいに はみがきしまし う

わるい にかから よう よ うち うしゃを

いたしまし う あめの は あま のよういを

いたしまし う たべす のみす しないよ

うに きをつ まし う るときは まきに

きかえて よう くを たたみまし う おべん

からでたら てをあらいまし う

子どものマ ー・ の特色は、子どもが日 生活

で基本的に身に るべき生活 と集 生活を る

上での 事項がわかりやすく 的に に記載さ

れているため、子どもたちにと て、 しやすく、

わかりやすい内容で描かれている。
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リ
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第 集 編 年 月 「マ ー ー 」 イギリ

第 集 編 年 月 「たのしい のたび」

リ ー ーク 、イギリ

記載された国 では、 リ は 作品中、 作品

であり、イギリ が 作品、イタリ が１作品、

インドが１作品、 フリ が 作品であ た。

戦後、 連 国 令 の 治下にあり、

当時の日本の 治、 、教育文化、 まで全てが

リ の 下に かれている のため、 リ

について く 載されている。

子どものマ ー、 について

子どものマ ー、 が記載された作品は、 作品

中 作品 であ た。

記載のあ た主な作品は、下記のとおりである。

第 集 編 年 月 「 ン」

生活 の 手 い、あいさつ、くつ き、 う

しを る、手 の おれい 、幼稚園の

のあいさつ

第 集 篇 年 月 「おてがみ」

おやくそく てがみを書く

第 集 編 年 月 「 くのおうち」

おでか い てきます

第 集 編 年 月 「 ゆのこども」

おやすみなさい

第 集 編 年 月 「はるのおとも ち」

い子のいちにち い てまいります はい

らんこは かわりばん おくつは ちゃんと た

ばこへ はんのまえに てをあらいまし う

さようなら

第 集 編 年 月 「お さま」

くたち お うしま んよ

第 集 編 年 月 「わたくしたちのために」

うに うやさん ありがとう

第 集 編 年 月 「 ん」

おててを きれいにあらいまし う お の か

ん なかよくはいりまし う

第 集 編 年 月 「はるがきた」

しん う きをつ まし う あいさつをしまし

う みんなで なかよくあそびまし う

おてては きれいにあらいまし う

第 集 編 年 月 「 う なこども」

いつもうがい おやゆび なめちゃい ないよ

おててをあらおう

第 集 編 年 月「みんなでつくりまし う」

かたづ あさのあいさつ おはよう います

みんなで なかよく あそびまし う くつは きち

んと たばこへ てを きれいにあらいまし う

おうちに ついたら あいさつ そとから かえ

て うがい しん う くるまにきをつ

て あそん あとは おかたづ よいこは

はや

第 集 編 年 月 「 がつ」

わすれものはしないよう はんかち はながみ

おべんとう おあそびは みんなとい し に ん

きよく よばれたら 「はい」とおへん んきよく

はんのまえには てをあらいまし う はん

のときのあいさつ いた きます ちそうさま

ありがとう めんなさい まちがいしたので

めんなさい みちくさしないで おうちへま す

たのしい えんそく かみく は く ばこへ

よいこは にこにこ う なから

第 集 編 年 月 「あめのちびちゃんたち」

るまえには きれいに はみがきしまし う

わるい にかから よう よ うち うしゃを

いたしまし う あめの は あま のよういを

いたしまし う たべす のみす しないよ

うに きをつ まし う るときは まきに

きかえて よう くを たたみまし う おべん

からでたら てをあらいまし う

子どものマ ー・ の特色は、子どもが日 生活

で基本的に身に るべき生活 と集 生活を る

上での 事項がわかりやすく 的に に記載さ

れているため、子どもたちにと て、 しやすく、

わかりやすい内容で描かれている。

日本初の保育絵本「キンダーブック」の研究 戦後 年の歩み 進藤令子
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の に

子どもの遊びについて記載された作品は、 作品中

作品 であ た。

第１集 編 年 月 「ムギ」 遊び び、

か めか め 三 と遊

第１集 編 年 月 「 ヒ マ ド 」

遊び クヒ

第 集 編 年 月 「 ン」 遊び

まま と

第 集 編 年 月「おこめ」 遊び いな とり

第 集 編 年 月「さくら」 遊び おゆう

第 集 編 年 月 「 みのはなし」 遊び

みとり

第 集 編 年 月 「さつまいも」 遊び

おいもやき

第 集 編 年 月 「はるがきた」 遊び

すみれ・れん ・つくしとり、おまま と

第 集 編 年 月 「おてがみ」 遊び

ゆうびん こ

第 集 編 年 月 「うみのこども」 遊び

か こ、 、おさいく

第 集 編 年 月 「おつきさん」 内遊び

り

第 集 編 年 月 「 くのおうち」 遊び

たこあ 、なわとび、すもう、野 、か こ

第 集 編 年 月 「たのしいのりもの」

遊び ート、三 、たこあ 、 キー 、

内遊び おはなし

第 集第 編 年 月 「 ゆのこども」 遊び

遊び、おしくらまん う、ゆきが ん、

みとり、はなび、かいすいよく 、 内遊び す

く、絵本読み か 、こたつでおはなし

第 集 編 年 月 「はるのおとも ち」

遊び すべり 、 らんこ、 ン ル ム、

なわとび、 遊び、野 、おどり、 遊び

第 集 編 年 月 「おかあさん」 内遊び

あやとり

第 集 編 年 月 「お さま」 遊び

おゆう

第 集 編 年 月 「わたくしたちのために」

遊び すべり 、ブ ン

第 集 編 年 月 「ゆきの 」 遊び

ゆきな

第 集 編 年 月 「みんなたのしく」

内遊び つみき、うたをうたいまし う、にん

うあそび、かみしばい

遊び はないちもんめ、のはらのはなあそび

第 集 編 年 月 「きのはなし」 内遊び

つみき

第 集 編 年 月 「きしゃ こ」 遊び

きしゃ こ

第 集 編 年 月 「くまのはなし」 遊び

おすもう、さかなとり

第 集 編 年 月 「す め」 遊び

おすべり、 らんこ、すなあそび、おに こ

第 集 編 年 月 「かわいいい 」 遊び

ゆきな 、さん

第 集 編 年 月 「はるになる」 遊び

おまま と

第 集 編 年 月 「おも しいな」 遊び

子を 子 子どもの遊戯の一つ、 ン ル

ム、すべり 、 ム び、 ーるおくり

内遊び がくたいあそび

第 集 編 年 月 「なつやすみ」

遊び こどものあそびば、おやまの う ん

内遊び んとうかい、 う きのおにん

う、か と しのき うそう

第 集 編 年 月 「どう つのおし うが

つ」 遊び は つき 、 内遊び くわらい、

かるたとり

第 集 編 年 月 「ゆき に」

遊び ゆきあそび、ゆき り、 キー、まま と

第 集 編 年 月 「はるがきた」

遊び すべり 、 らんこ、 ン ル ム、

ールあそび、 こ、 遊び ､ 内遊び み

あそび

第 集 編 年 月 「 う なこども」

遊び ト ッ あそび

第 集 編 年 月 「なつの し」

遊び みとり、み すましとり

第 集 編 年 月 「こどものおし うがつ」

遊び は まつり

第 集 編 年 月「みんなでつくりまし う」

遊び 遊び 、 内遊び お絵かき、 み 遊び、

こうきの り つくり
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第 集 編 年 月 「なつやすみのかんさつ」

遊び は 遊び、か み、おゆう

内遊び い がみも いく

第 集 編 年 月 「あきののやま」

遊び らんこ、なわとび、 マまわし、 ール

あそび

上記 作品中、 遊びは 作品 が 載され、

内遊びは 作品 が 載されていた。

子どもの遊びは、 を動かしながら心も成 さ る

果も期 できる 遊びが 的に り上 られていた。

に

「キンダーブック」の に

戦後 年間 昭和 年 月号～ 昭和 年

月号 の「キンダーブック」の全 的特色は、現代の

に幼稚園での生活を中心としたより られた範 で

の対 が描かれているのではなく、自 より目上の年

の子どもや大人、高 者を めたより い 代の

人たちの社会生活が く描かれているため、社会生活

が自 と えられる にな ている。

また、 国の紹介では リ について特に く 載

されていることも時代を反映している。

戦後 年間の「キンダーブック」は、日本の幼児教

育に大きな役割を果たすと共に、現代の に な

がない時代にあ ては、 で子どもと保 者

が一 に当時の時代と を読み、学べる ー 性

を わ つ 情 誌的な役割も果たしていたと考

える。

の

倉橋が関わ た「キンダーブック」と同 の幼児

絵本「あそび」が 昭和 年 月、静岡市 の

株式会社 会より創刊された。 同社は 昭和

年 月、「あそび」発行 を 人 静岡

県同 会に

この雑誌の創刊には、倉橋の があ たことが 明

している。

そして「あそび」の後継誌として、 昭和 年

月、株式会社 会の後継会社である静岡市 の

株式会社 出版より創刊された「フレンドブック」

および静岡県初の 小学 読本「一年の 」・「

年の 」についても を進めており、 果の

公開を進めていきたい。

 
戦後 10 年の「キンダーブック」112 タイトル 

(72 タイトルの を実施  
年月日 載号 タイトル

年 月 第 集１編 ムギ 戦後復刊第 号

年 月 第 集 編 ト ド

年 月 第 集 編 ヒ マ ド

年 月 第 集 編 レキ ン

年 月 第 集 編 フ ド ブツ

年 月 第 集 編 ン

年 月 第 集 編 たん

年 月 第 集 編 やさしいことり

年 月 第 集 編 とう いのこども

年 月 第 集 編 たのしいなつ

年 月 第 集 編 おこめ

年 月 第 集 編 ありがとう

年 月 第 集 編 うんどうかい

年 月 第 集 編 ゆきのおくに

年 月 第 集 編 みかん

年 月 第 集 編 やさしいおかあさん

年 月 第 集 編 さくら

年 月 第 集 編 つばめさん

年 月 第 集 編 こと み

年 月 第 集 編 みのはなし

年 月 第 集 編 さつまいも

年 月 第 集 編 くらのこうえん

年 月 第 集 編 おつきさんのたび

年 月 第 集 編 おちばときのみ

年 月 第 集 編 おまわりさん

年 月 第 集 編 きしゃ

年 月 第 集 編 はるがきた

年 月 第 集 編 はなうりお いさん

年 月 第 集 編 こどもどう つえん

年 月 第 集 編 と い

年 月 第 集第編 あめ

年 月 第 集 編 おてがみ

年 月 第 集 編 うみのこども

年 月 第 集 編 おつきさん

年 月 第 集 編 あきのおやま

年 月 第 集 編 りん

年 月 第 集 編 くのおうち

年 月 第 集 編 たのしいのりもの
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の子どもや大人、高 者を めたより い 代の

人たちの社会生活が く描かれているため、社会生活

が自 と えられる にな ている。

また、 国の紹介では リ について特に く 載

されていることも時代を反映している。

戦後 年間の「キンダーブック」は、日本の幼児教

育に大きな役割を果たすと共に、現代の に な

がない時代にあ ては、 で子どもと保 者

が一 に当時の時代と を読み、学べる ー 性

を わ つ 情 誌的な役割も果たしていたと考

える。

の

倉橋が関わ た「キンダーブック」と同 の幼児

絵本「あそび」が 昭和 年 月、静岡市 の

株式会社 会より創刊された。 同社は 昭和

年 月、「あそび」発行 を 人 静岡

県同 会に

この雑誌の創刊には、倉橋の があ たことが 明

している。

そして「あそび」の後継誌として、 昭和 年

月、株式会社 会の後継会社である静岡市 の

株式会社 出版より創刊された「フレンドブック」

および静岡県初の 小学 読本「一年の 」・「

年の 」についても を進めており、 果の

公開を進めていきたい。

 
戦後 10 年の「キンダーブック」112 タイトル 

(72 タイトルの を実施  
年月日 載号 タイトル

年 月 第 集１編 ムギ 戦後復刊第 号

年 月 第 集 編 ト ド

年 月 第 集 編 ヒ マ ド

年 月 第 集 編 レキ ン

年 月 第 集 編 フ ド ブツ

年 月 第 集 編 ン

年 月 第 集 編 たん

年 月 第 集 編 やさしいことり

年 月 第 集 編 とう いのこども

年 月 第 集 編 たのしいなつ

年 月 第 集 編 おこめ

年 月 第 集 編 ありがとう

年 月 第 集 編 うんどうかい

年 月 第 集 編 ゆきのおくに

年 月 第 集 編 みかん

年 月 第 集 編 やさしいおかあさん

年 月 第 集 編 さくら

年 月 第 集 編 つばめさん

年 月 第 集 編 こと み

年 月 第 集 編 みのはなし

年 月 第 集 編 さつまいも

年 月 第 集 編 くらのこうえん

年 月 第 集 編 おつきさんのたび

年 月 第 集 編 おちばときのみ

年 月 第 集 編 おまわりさん

年 月 第 集 編 きしゃ

年 月 第 集 編 はるがきた

年 月 第 集 編 はなうりお いさん

年 月 第 集 編 こどもどう つえん

年 月 第 集 編 と い

年 月 第 集第編 あめ

年 月 第 集 編 おてがみ

年 月 第 集 編 うみのこども

年 月 第 集 編 おつきさん

年 月 第 集 編 あきのおやま

年 月 第 集 編 りん

年 月 第 集 編 くのおうち

年 月 第 集 編 たのしいのりもの
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年 月 第 集 編 ゆのこども

年 月 第 集 編 うさん

年 月 第 集 編 はるのおとも ち

年 月 第 集 編 おかあさん

年 月 第 集 編 お さま

年 月 第 集 編 ゆうびんやさん

年 月 第 集 編 あり

年 月 第 集 編 い い なおうち

年 月 第 集 編 おみ やさん

年 月 第 集 編 わたくしたちのために

年 月 第 集 編 きもの

年 月 第 集 編 おし うがつ

年 月 第 集 編 ゆきの

年 月 第 集 編 おさるさん

年 月 第 集 編 みんなたのしく

年 月 第 集 編 おおきくなれつよくなれ

年 月 第 集 編 きのはなし

年 月 第 集 編 お しさま

年 月 第 集 編 おうちのまわり

年 月 第 集 編 きしゃ こ

年 月 第 集 編 みち

年 月 第 集 編 くまのはなし

年 月 第 集 編 うち うたのしく

年 月 第 集 編 おおきいな

年 月 第 集 編 のい い

年 月 第 集 編 にん うのくに

年 月 第 集 編 はるのえんそく

年 月 第 集 編 うし

年 月 第 集 編 かわのたび

年 月 第 集 編 なつがきた

年 月 第 集 編 みつばちのくに

年 月 第 集 編 ーツ

年 月 第 集 編 す め

年 月 第 集 編 マ ー ー こどものうた

年 月 第 集 編 すみ

年 月 第 集 編 たのしいあそびうた

年 月 第 集 編 かわいいい

年 月 第 集 編 はるになる

年 月 第 集 編 おもし いな

年 月 第 集 編 うま

年 月 第 集 編 かえる

年 月 第 集 編 たのしい のたび

年 月 第 集 編 なつやすみ

年 月 第 集 編 ん

年 月 第 集 編 おいしいな

年 月 第 集 編 ゆがくる

年 月 第 集 編 くるみわり人

年 月 第 集 編 どう つのおし うがつ

年 月 第 集 編 ゆき に

年 月 第 集 編 いきもの

年 月 第 集 編 はるがきたきた

年 月 第 集 編 まわれまわれ

年 月 第 集 編 う なこども

年 月 第 集 編 うみのうた

年 月 第 集 編 なつの し

年 月 第 集 編 おつきさま

年 月 第 集 編 く もの

年 月 第 集 編 がらす

年 月 第 集 編 三つのおはなし

年 月 第 集 編 こどものおし うがつ

年 月 第 集 編 わたしは きたん

年 月 第 集 編 おやりすこりす

年 月 第 集 編 みんなでつくりまし う

年 月 第 集 編 がつ

年 月 第 集 編 あめのちびちゃんたち

年 月 第 集 編 さかな

年 月 第 集 編 なつやすみのかんさつ

年 月 第 集 編 あきののやま

年 月 第 集 編 れおちゃんの う ん

年 月 第 集 編 でんき

年 月 第 集 編 おうち

年 月 第 集 編 おし うがつ

年 月 第 集 編 きもの

年 月 第 集 編 つち

【 用・ 考文献一 】

「フレーベル館 年史」株式会社フレーベル館

昭和 年

「フレーベル館 年史」株式会社フレーベル館

成 年

「キンダーブック」株式会社フレーベル館

昭和 年 月号～ 昭和 年 月号

【所属】

地域連携推進センター 事 書
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就労継続支援事業所における精神障害や発達障害がある

人の就労支援上の困難や工夫について 
 

飛田 義幸 

 

Difficulties and Innovations in Employment Support for People with Mental Disabilities and Developmental 

Disabilities at Support Facilities for Continuous Employment 

 

Yoshiyuki TOBITA 

 

 

はじめに 

 

令和 4年文部科学省初等中等教育特別支援教育課調

査「通常の学級に在席する特別な教育的支援を必要と

する児童生徒に関する調査結果について」によれば、

教育的支援が必要な生徒の割合は小中学校で 6.5％、

高等学校で 1.3％、これに対し、行動面での支援が必要

な生徒の割合は小中学校で 4.7％、高等学校で 1.4％と

なっている。成長に伴う支援の必要性の低下幅は学習

面で 5.2 ポイントであるのに対し、行動面は 3.3 ポイ

ントとなっており、低下割合は学習面 80％に対し、行

動面 70.2％となり、行動面の支援の必要性は成長に応

じて相対的に高くなっている。また、高等学校におけ

る支援が必要な問題項目として、不注意の問題が最多

となっている。成人後の就労場面においても、行動面、

認知（注意）面での支援の必要性が高いことが推察さ

れる。 

就労における発達障害者への合理的配慮として、「合

理的配慮指針」では、「募集及び採用時」において「面

接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること」

「面接・採用試験について、文字によるやりとりや試

験時間の延長等を行うこと」、「採用後」では「業務指

導や相談に関し、担当者を定めること」「業務指示やス

ケジュールを明確にし、指示を一つずつ出す、作業手

順について図等を活用したマニュアルを作成する等の

対応を行うこと」「 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、

通院・体調に配慮すること」「感覚過敏を緩和するため、

サングラスの着用や耳栓の使用を認める等の対応を行

うこと」「本人のプライバシーに配慮した上で、他の労

働者に対し、障害の内容や必要な配慮等を説明するこ

と」を示している。 

平成 28（2016）年 5 月の発達障害者支援法改正で

は、発達障害者支援地域協議会の新設の他、国や都道

府県による就労の定着のための支援や事業主による雇

用安定が努力義務として明記された。これにより、就

労支援事業所等における就労支援も定着を視野に入れ

る必要性が高まったと考えられる。尚、この定着や雇

用安定のための支援を、田中[1]は、「雇用継続支援」と

呼び、「発達障害者雇用に関する法制度を活用した支援

であり、福祉的支援に連続、又は同時に行う支援と位

置づけ、発達障害者の雇用継続を図りその自立と社会

参加を促進させることを目的とする支援」と定義して

いる。本稿における就労支援には、雇用継続支援の意

味を含むものとして考えていくこととする。 

発達障害者の雇用継続に関して、障害者職業総合セ

ンターによる 2017 年度「障害者の就業状況等に関す

る調査研究」では、長期的な定着促進要因として、「障

害の確認前の職歴、失業期間、求人種類、週労働時間、

求人開拓」が挙げられ、当事者の特性と職場や作業内

容とのマッチングや失敗体験の回数や期間を減らすこ

とが重要であることが示唆されている。 

 発達障害者への就労支援の状況や実際の支援につい

ては、中村ら[2]により、支援機関の種類別にみた発達

障害者への支援の特色が調べられている。同調査によ

ると、発達障害者支援センターや東京都区市町村障害

者就労支援事業所支援拠点では面談が基本であり、障

害者就労移行支援事業所ではアセスメントやグループ

ワークが行われていることがわかっている。尚、これ

らの特色は、支援機関そのものにより現れたものとし

て考えることが適切であると同調査で述べられている。 
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 発達障害がある人の就労支援上の課題や対応につい

ては、福祉、労働 野の他にも、教育、精神

等の 野から な がなされている。障害者職業

総合センター[3]は 2015 年に、就労支援の場面におけ
る発達障害者の職業生活上の課題の事 や実 に関す

る記述を多数の文 から 出・ 類し、課題項目を

く 5つ（「業務 行」「対人関 ・ ュニケーシ

ン」「ルール・マ ー」「行動面の課題」「自 理 や精

神面の課題」）に 類している。同センターは、それら

職業生活上の課題に対する対応について 問 調査を

実 し、結果を ンス ックとしてまとめてい

る。2017 年に中村ら[2]は、「知的障害者や精神障害者

と った特性に対する 自な支援 法を導入している

のか」「 みられた 一の障害者を対 者として た

（たとえば、知的障害者のみを支援する等）機関にお

ける発達障害者へのアプ ーチは のようにおこなわ

れているのか」を調べるため、発達障害者支援センタ

ー、障害者就労支援センター、障害者就業・生活支援

センター、障害者就労移行支援事業所、東京都区市町

村障害者就労支援事業所支援拠点を対 に調査を行っ

ている。さらに 2019年、 村[4]はその後に出された事

や実 も参考に、福祉的就労ではなく、通常雇

用または障害者雇用を対 に、発達障害者の就労支援

において生じる な問題を、「 業と発達障害者をつ

な の 割」から 的に調査している。しか

しながら、福祉的就労の場である就労継続支援事業所

を対 としたものは 当たらない。本研究は、福祉的

就労の場に 点 し、わが国では障害者自立支援法に

よる障害福祉サー スが される 前から所 「作

業所」として く 及している就労継続支援事業所に

おける発達障害のある人の就労支援上の困難や工夫に

ついて明らかにし、 の実 への示唆を ることを

目的とした。 
 なお、発達障害は 2011 年 、障害者基本法にお

いて精神障害に含まれることになり、精神障害者とし

て障害福祉サー スを 用で る制度となっているこ

とから、実際の障害福祉サー ス事業所の 用者には

発達障害とその他の精神障害を せ つ人や発達障害

としては所 「グ ー ーン」の人もいること、そう

した人を対 から することに実 上の意味が し

いことから、研究主題を 題のとおりとし、精神障害

や発達障害のある人の就労支援上の困難や工夫につい

て ることとした。 の重 は発達障害のある人で

ある をここに 記しておく。 
 

 

 
本研究は、 福祉 学研究 理 査の 認を

た上で行った（ 認 SUW22-15）。調査協力者
に対し、研究の目的、調査内容と 法、調査への協力

や 問 の回 の の 意性と 回の自 、不参

加による不 は一切生じないこと、 人 や調査

の 理と一定期間 過後の について 面

および にて説明し、同意を た上で研究を行った。 
 

 

 
 就労継続支援 B 事業所で働く職員（精神 福祉

）で本研究への同意が られた調査協力者 18 に

対して、 ート手 を 用した 問を含む

面接による調査を行った。 問は、最 の精神

障害のある人を り く就労の状況や新 イ

ルス感 の 、他の精神障害と べた発達障害の

ある人の就労状況についての 問の他、発達障

害のある人が就労やその継続のための要 や支援上の

工夫、作業特性や ましい 、休憩における まし

い 、働く場での困難や工夫、同 や支援者の困難

や工夫、支援者として につけた がよいス ルや

部に む支援な について 問し、 うとこ を自

に えてもらう とした。 
回 については、 問については、1） 年の

就労状況として 的に集 を行い、それ の内容に

ついては、Myringの 的内容 の手法を参考に、調

査の中で要点と えるとこ について要 的内容

を行ったものを、2）発達障害がある人の就労における
困難と 3）発達障害のある人の就労のための工夫につ
いての 2」つを ーマとし、それ れ するため

の説明的内容 を行い、 られた ー を

に していく 的内容 を行った。 
 

 

 
 1） 年の就労状況 
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ては、福祉、労働 野の他にも、教育、精神

等の 野から な がなされている。障害者職業

総合センター[3]は 2015 年に、就労支援の場面におけ
る発達障害者の職業生活上の課題の事 や実 に関す

る記述を多数の文 から 出・ 類し、課題項目を

く 5つ（「業務 行」「対人関 ・ ュニケーシ

ン」「ルール・マ ー」「行動面の課題」「自 理 や精

神面の課題」）に 類している。同センターは、それら

職業生活上の課題に対する対応について 問 調査を

実 し、結果を ンス ックとしてまとめてい

る。2017 年に中村ら[2]は、「知的障害者や精神障害者

と った特性に対する 自な支援 法を導入している

のか」「 みられた 一の障害者を対 者として た
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や実 も参考に、福祉的就労ではなく、通常雇

用または障害者雇用を対 に、発達障害者の就労支援

において生じる な問題を、「 業と発達障害者をつ

な の 割」から 的に調査している。しか

しながら、福祉的就労の場である就労継続支援事業所

を対 としたものは 当たらない。本研究は、福祉的

就労の場に 点 し、わが国では障害者自立支援法に

よる障害福祉サー スが される 前から所 「作

業所」として く 及している就労継続支援事業所に

おける発達障害のある人の就労支援上の困難や工夫に

ついて明らかにし、 の実 への示唆を ることを

目的とした。 
 なお、発達障害は 2011 年 、障害者基本法にお

いて精神障害に含まれることになり、精神障害者とし

て障害福祉サー スを 用で る制度となっているこ

とから、実際の障害福祉サー ス事業所の 用者には

発達障害とその他の精神障害を せ つ人や発達障害

としては所 「グ ー ーン」の人もいること、そう

した人を対 から することに実 上の意味が し

いことから、研究主題を 題のとおりとし、精神障害

や発達障害のある人の就労支援上の困難や工夫につい

て ることとした。 の重 は発達障害のある人で

ある をここに 記しておく。 
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 就労継続支援 B 事業所職員の視点にからみた、発

達障害のある人の 年の就労状況について、 られた

結果を集 したものを図 1 3に示す。 
 

図 1 
 

図 2 
 
 
 

図 3 
 
 図 1 3より、本調査における就労継続支援 B 事

業所職員の として、新 イルス感 の

もあり 年の就労状況はやや しく感じられる一

で、他の精神障害と べて特に発達障害のある人の

就労への が くなっているとまではいえない

であることが み れる。 
 
 2）就労における困難 
 
 就労継続支援 B 事業所職員の視点にからみた、発

達障害のある人の就労における困難について、5 つの
と 10の中 、23の小 が

出された。 出された結果を 1に示す。 
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下に を  、サ ーを  、

的な りを「」で示す。なお、 りに対する

がある場合は りの中に（ ）で記述している。 
 
作業や人間関 が上手くいかなかった際に

すことの困難  
  
 この は、 事の場における作業や人間関

上の失敗として本人が えた（失敗体験による ）

に対して、その場やその後の適応的 や対応、自

で み下して に進むことが難しいことで生じる（通

い続けることの困難さ）を意味している。 
 
「本人にとって難しい作業を担当することで、上手く

いかなかったという失敗体験として本人の自 定感

が下がってしまう」 
 
「新しい に れるまで時間がかかり、その間に失

敗等のつまず が生じる」 
 
「本人に働く意 や 事に行 たいという や

はあるのにもかかわらず、行動が伴わない（動 た

いのに動けない、働 たいのに働けない状 になる）」 
 
場の ー に合わせた ュニケーシ ンをとる

ことの困難  
 
 この は、 事関 で求められる社会的

や 知の不 や 自のこ わりから生じる（ 上げ

して り合うことの難しさ）や、 との ースのず

れから生じる（ と呼 を合わせることの難しさ）

による、 事の場での（意 達における不安と不

感）を意味している。 
 
「 用者なりの考え 、理 、 、 、正義感、

正しさに基づいて行動しているとこ もあるので、

で（サ っている等と） したり、こ ら の
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けで働 かけてしまうと や が生じて関

が くなる場合がある」 
 
「タイ ングや相手の がわからない、 けの

法がわからない等により、困っていても相談で ない

場合や、（作業の や部 の不 等） えるべ こと

が えられない場合、 え でしまい困難やトラ

ルが生じる」 
 
「作業の進み 合に合わせて、 自の作業手順や作業

時間、作業 度の調 を行うことが求められる場合、

そしてそれがうまくで なかった場合に、 との

が生じてしまう 性があります」 
 
作業内容やその内容 が 定されることで配置場

所の が まってしまう  
 
この は、本人の（ 手不 手の の さ）

や（ な作業の困難さ）により（本人に合う 事が

定される）ことや、（作業 への さ）から（適し

た作業設定の難しさ）が生じ、作業 体での配置にお

いて本人が参加しうる場が時間的・ 間的に られて

しまうことを意味している。 
 
「作業に い（で 現されるこ わりや 手不

手）があるので、作業内容を考慮する必要がある」 
 
「その人なりのこ わりがある に対しては、そのこ

わりに合った作業を することや、その のこ

わりと 合性が れて が発生しにくい での働

を考えていくことが必要」 
 
「 、 う 事になるような は いていないと

感じます」 
 
障害特性の定 や が難しいことで生じる理

され難さ  
 
この は、発達障害の特性として（ 人 が

く困難がわかりにくいことによる理 され難さ）

があることに加えて、本人自 にも自 の の状

や感 に対するメタ認知が いという（自 の特性理

の困難さ）があることから、自 の特性を ターン

として したり して 出することで の

理 を ることが難しいことを意味している。 
 
「自 の障害特性を自覚していない場合も多い」 
 
「対人関 や ュニケーシ ン場面で困難がある

が、それが（ そうなるのか、それが障害によ

るものか）わかりづらい場合がある」 
 
「その の障害特性について理 することとその 自

（ 性や性 、 等）について理 することと

の区別に み、対応に困難や を感じる場合がある」 
 
対応が なることで生じる  

 
 この は、 事の場において、本人に対する

（ の対応のばらつ ）があることと、 が求め

られる本人への（かかわり の 人 の さ）によ

り、 等の が同じ としてもその特性や求めら

れる対応の 人 が いことに加え、実際の の

対応もばらつ が出てしまうことで相 に が生じ

てしまうことを意味している。 
 
「同じ がついていても、 面的な行動が同じでも、

（求められる）関わり が なる場合がある」 
 
「支援者によって、本人に対する支援の 度 、支援

のばらつ があるように感じる。状況によっては、そ

れが問題や困難の発生につながるケースがある」 
 

3）発達障害のある人の就労のための工夫 
 
 就労継続支援 B 事業所職員の視点にからみた、発

達障害のある人の就労のための工夫について、8 つの
と 13の中 、23の小 が

出された。 出された結果を 2に示す。 
 

2 就労のための工夫 
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2 
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ルの  
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1 

長期的に 事
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ような自 の
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し、それを て
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下に 2）と同 の にて 等を示す。 

 
人の配置や れの 、指示の視覚 や 体的

現による 事 体 の 視  
 
この は、（職場の月間・週間スケジュールや

の 事の れの ）や、（作業内容や 法手順

の 別 ・最適 ）により、本人の特性に合わせて作

業配置や 示を行うことを意味している。 
 
「作業の りを スト し、チ ックを けながら

作業を進める」 
 
「本人に会った 事や作業を割り ることで、本人の

感 的な安定にもつながると考えます」 
 
過度な のない職場 づくり  

 

 この は、（ や や や視 な 、 理的

作業 を える）ことと、（定 された適度な

を つ）ことで、 的・人的 を えることを意味

している。 
 
「 明が明るす ない、あまり か過 ず適度な

がある（ を出しても 夫な） 、な であれ過

度な がない が ましい」 
 
「 が適度な を つことが 切 と います」 
 
本人の認知特性に合わせた 達、記 手 ・ 法の

工夫による失敗や の 減  
 
 この は、（指示内容や注意事項、作業過 や

目 、 成 ルの視覚 ）や（ さや イ ン

クストを けた 体的で 的な指示と 現）を

け、（メ や り しによる記 と ス ）を目

指していくことを意味している。 
 
「 けでなく視覚的に 示するようにしています。

や図、 や 、実際の動作等を てもらうな で

す」 
 
「指示内容をその場でメ する（確認してもらう）」 
 
行動 察で み った本人の意図や職場の 知を

や図等で明示することで相 理 を図る  
 
 この は、本人に対し（行動 察による意図

の み り）を行い、（ 知の 、視覚 による

相 理 の促進）を目指すことを意味している。 
 
「 のやりとり けでなく、行動 察や作業での協

働を通して時間をかけて相手を理 していくこと」 
 
「ルールや注意点を明記した文 を するな して

本人と し、 スの 発を 」 
 

のかかわり や 基 に 一性を たせる  
 
 この は、（職員間で指示内容を 一し 基

や注意事項を 一 する）ことで本人が せず安
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定して参加で るように支援することを意味している。 
 
「人によって、あるいは によって や が な

るな 、基 がばらついてしまうと を生む場合が

あるので、 基 を えるようにする」 
 

の 察と による本人の への づ

と な対応  
 
この は、（ 本人の を 察し を感

じたと に かけと確認を行う）と に、（本人の状

や最 の と 、成長について関 職員間での

）することを意味している。 
 
「 になる 動や行動がみられた場合には、 で

を生まないように、本人にその 動や行動の意

図や理 、事 な を いて、な そうしたかを理

していく」 
 
「 用者の への けの や本人の に って

支援出 ているかを考えるため支援者同 で相談や

り りをしている」 
 
本人のタイ ングで相談しやすくするための相談

法や相談相手等の  
 
 この は、（定期的に 別面談を行い、困り

とや職場への要 、作業とのマッチングを確認する）

な 、（本人のタイ ングで相談で る づくり）を

意味している。 
 
「本人と相 理 をしたり、 問や困り と、作業と

のマッチングを確認するため、定期的な面談の機会が

あると いと う」 
 
「困った事があればす に職員に相談することを、

め に職員と確認すること」 
 
成 体験等による とスト ス場面への対  

 
 この は、（成 体験や からの を重

自 や意 を高める）ことと、（他者からの指 等スト

ス場面への ー ングの工夫）を意味している。 

「で ることを実 して み重 ること、小さな成

を み上げていくことが 事上の成 や本人の意 や

、安 につながると います」 
 
「注意されたことを「注意された」「 られた」と認

するのでなく、達成課題（ク スト）として え、そ

れをク アしていく」 
 

 

 
 1）就労における困難について 
  
 5 のう 、場の ー に合わせた ュ

ニケーシ ンをとることの困難 作業内容やその内容

が 定されることで配置場所の が まって

しまう の 2 が、就労継続を 害するものと

考えられた。 
 

ASD の ュニケーシ ン困難については く知

られているが、その機 として、 本[5]は「相手のこと

ば いから相手の考える自 との社会的および 理

的関 性を推 」することの困難を挙げている。 体

には、ASDの人は同 な 社会的立場が い人との

ュニケーシ ンにおいて「 用 的障害」を して

おり、相手との 理的 ・関 や場面に応じてこと

ば いを えることが 手であり、TD の人が自動的
に行っている場面やその時の相手との関 性による

感や いの や調 も 常な 担となっ

ていると考えられる。この 担により同 との ュ

ニケーシ ンの で認知的 ースを使い し

てしまうことで、注意が求められる作業や、相手の視

や動作の 察に基づいた意図理 や立 位置の調

（同 が部 を りに行こうと席を立った際に自

の を いて通りやすくする等）が求められる 同

作業が上手くいかなくなっていると推察される。作業

内容や配置が 定される 因として、こうした意図理

不 による 同作業の困難が考えられる。障害者総

合センター[6]の研究 では、 事におけるスト ス

対 法として「 が る時、 れた時に、作業を切り

えて」いくことが されている。作業内容や配置

が 定されてしまことは、スト ス対 の機会を減ら

し就労継続に の があると考えられる。 本[7]は、

就労継続には、「発達障害者の認知特性と の理
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定して参加で るように支援することを意味している。 
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あると いと う」 
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 この は、（成 体験や からの を重

自 や意 を高める）ことと、（他者からの指 等スト

ス場面への ー ングの工夫）を意味している。 

「で ることを実 して み重 ること、小さな成

を み上げていくことが 事上の成 や本人の意 や

、安 につながると います」 
 
「注意されたことを「注意された」「 られた」と認

するのでなく、達成課題（ク スト）として え、そ

れをク アしていく」 
 

 

 
 1）就労における困難について 
  
 5 のう 、場の ー に合わせた ュ

ニケーシ ンをとることの困難 作業内容やその内容

が 定されることで配置場所の が まって

しまう の 2 が、就労継続を 害するものと

考えられた。 
 

ASD の ュニケーシ ン困難については く知

られているが、その機 として、 本[5]は「相手のこと

ば いから相手の考える自 との社会的および 理

的関 性を推 」することの困難を挙げている。 体

には、ASDの人は同 な 社会的立場が い人との

ュニケーシ ンにおいて「 用 的障害」を して

おり、相手との 理的 ・関 や場面に応じてこと

ば いを えることが 手であり、TD の人が自動的
に行っている場面やその時の相手との関 性による

感や いの や調 も 常な 担となっ

ていると考えられる。この 担により同 との ュ

ニケーシ ンの で認知的 ースを使い し

てしまうことで、注意が求められる作業や、相手の視

や動作の 察に基づいた意図理 や立 位置の調

（同 が部 を りに行こうと席を立った際に自

の を いて通りやすくする等）が求められる 同

作業が上手くいかなくなっていると推察される。作業

内容や配置が 定される 因として、こうした意図理

不 による 同作業の困難が考えられる。障害者総

合センター[6]の研究 では、 事におけるスト ス

対 法として「 が る時、 れた時に、作業を切り

えて」いくことが されている。作業内容や配置

が 定されてしまことは、スト ス対 の機会を減ら

し就労継続に の があると考えられる。 本[7]は、

就労継続には、「発達障害者の認知特性と の理
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不 による」「 うつや行動障害な 」の「2 障害を

すること」が重要であり、そのためには の理

はもとより、当事者の「自 理 」とその基 とな

る「注意制 機 の 上」が であるとしている。

職場での や 談な に割かれる認知的 ース

を することは、 に作業上の ス 減にと まら

ず、当事者の自 成や 理的安定、就労継続にも

果があると考えられる。 
 
 2）就労のための工夫について 
 
 8 のう 、行動 察で み った本人の意

図や職場の 知を や図等で明示することで相

理 を図る 本人のタイ ングで相談しやすくするた

めの相談 法や相談相手等の の 2 が、

本人の就労継続を支えるものと考えられた。 
 
 動 ルでは、人は目 とそれへの から

なる意図に基づ 行動しているとみなされる。 本[5]

は、「協同作業が にで るためには意図（目 とプ

ラン）が されていなければなりませ し、調 が

行われなければなりませ 」としている。一 で、

「ASDの人には、意図の理 に困難がある」ため「

理的関 性にもとづく のルール」の理 ・ が

困難であり、その を「 人的 験な にもとづいて

自に につけた る い」である「 ジ ルルー

ル」に基づいて ・行動しているとしている。行動

察により本人の意図や ジ ルルールを明らかに

すると に、 の意図や のルールを本人の認知

特性に合わせた で示すことで相 理 を図ることや、

そもそも ュニケーシ ンは相手の行 に働 かけ

るものではなく、 いの意図に働 かけるものである

ことを示していくことは、意図理 ・調 による 同

作業を目指す上で であると考えられる。また、

本[5]は、「意図 ート ーを 」することで（ の

作業後 ー ングで職員から「 は い中お れ

でした」と発 があると、その後 者がアイスを

いに行 でアイスを べるな ）「その のメン

バーがする行動からの目 を推 したり、目 から

のような行 がなされるかも推 で 」、「 意図を

多くもつことは、認知的 を減らすことにつながる」

と述べている。 場面のルールややり 、 の行動

の意味な の意図 ート ーを 知でなく明示知

として することは、前述の課題に関しても、認知

的 を下げることでその 減につながると期 で

る。 
本[8]は、特別支援学校では「ASDに対しては で

す・ます が多く使われている」とし、その理 とし

て「ASDとかかわる人びとは意図に働 かけるのでは

なく、するべ 行動を 示するということで、こ ら

がやって しいことを させおこなわせているので

はないか」と述べている。こうした対応は、ASDのあ
る人に問題なく目的の行 を行ってもらう には

と われるが、意図理 や意図の ・調 のス

ルを につける上でも、相手の意図に働 かける

ュニケーシ ンが 事であることを理 する上でも

の 面が生じ ると考える。社会的 の場でもある

就労継続支援事業所においては、 に問題なく動いて

もらうための指示や教示ではなく、人は意図を って

おり、相手の意図を推察・確認しつつ、その意図に働

かけ、自 の意図を調 することで 同作業を行っ

ていることを学習してもらうことを目的として、本人

や の意図や 知を 視 しつつ相 の意図理

や調 をしながら作業をすすめていくことが ましい

と考える。 
なお、職場の 知を明示する意味は、 に ジ

ルルールよりも職場の社会的ルールを してもら

うためではない。 本[5]は「 ジ ルルールと社会

的ルールが つかったと に、あえて自らの に

って ジ ルルールを することが意味がある

場合もある」としており、社会生活を 適に るため

には、「相手の意図に働 かけて社会的ルールよりも

ジ ルルールを した行動をすることの意味を相

手に させ」ることも必要な場合があるとしている。

これは、自 の意図に基づいた行動がで ないために

こる行動 やこ わりが くなることを 上でも

意味があると考えられる。 
 
相談に関して、児 ら[9]は、ASDの特性を つ人の

困難さと支援の事 について 文 に当たり、「 や

状況は であるが、 の事 も、特性や対人 、

自 認知の さや、 に援 要 を適切なタイ ン

グで出せないこと、もしくは会社 の文 への 理

な が 因となり、 の理 と当事者の理 が

され、問題が こっている」と述べている。障害者

総合センター[6]の研究 では、 事におけるスト
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ス対 法として「 み事は で（支援者に）相談に

ってもらう」ことが されている。発達障害のあ

る人が働く場において、 たいことや み事が出

た際、支援者等に相談で ることは、 事を続ける上

で必要なことであるが、その 問をいつ のようにし

たら いのかがわからないという 図がみえてくる。

本[5]は、「対人的なやり りのなかで、 のルール

を していくためには、他の人の ・ り・

の調 ・視 な に着目して相手の や考えを

むことが必要」 が、「そもそも ASDの人はこのよう
な社会的手がかりにあまり注意を けてくれませ 」

としている。相手の を て相談の機会を ること

が難しいとすると、 の から をかけるか、相談

の機会や 法を め めておくことが必要になると考

えられる。 体的には、特定の面談者との定期的面談

を する、相談 法に時間に られないメール等

の手 を用いることな が考えられる。さらに、行動

察により本人が困難を えていると推察される際に

は、 からの かけな の対応が まれる。ASDの
ある人の自 成（自 の感 や 動に関する自 理

）は「人の内的な 動や に関する記 の み重

が 的に ないままに 成され、自 してい

る」[10]とも考えられ、そうした 験の基 となる「

の理 」に関しても、定 発達とは なり、 感的

な「 的理 けによる の理 を 成する」

[10]ことが指 されている。このことから、一 的に発

達障害がある人が「 を む」と 現される対人的

な場の状況理 が 手であることは、そうした 的

験が ・ に不 しが なことが一因であると考え

られる。就労場面で求められる「自 理 」は、その

場面における自 を 視するメタ認知や、自 の体

調や 労等を するセル ニタ ング、セル ケ

アの 力としても えられる。発達障害のある人には、

自 の 労や みに対して感覚 があることが知ら

れており、雇用継続の課題の とつとなっている。

の行動 察により、本人の状 を しつつ適切な

調 や作業 ・休憩時間の調 を適 行っていく

ことが対 として であると考えられる。その際、

数の人間で行うことでより 察の 当性や対応の一

性を高めることが となると考えられる。 
 

に 

 

 回、就労継続支援 B 事業所支援者の視点から、

発達障害のある人が働 続けるための示唆や、 と

の相 理 のための の ントを ることがで た。

一 で、障害のある人を に 支援者として対 し

てしまうことは本意でないため、TD を含め一 的に

人がより 適に働くうえでの障 やその対 の工夫に

ついて、 後さらに研究してい たいと考える。 
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ス対 法として「 み事は で（支援者に）相談に

ってもらう」ことが されている。発達障害のあ

る人が働く場において、 たいことや み事が出

た際、支援者等に相談で ることは、 事を続ける上

で必要なことであるが、その 問をいつ のようにし

たら いのかがわからないという 図がみえてくる。

本[5]は、「対人的なやり りのなかで、 のルール

を していくためには、他の人の ・ り・

の調 ・視 な に着目して相手の や考えを

むことが必要」 が、「そもそも ASDの人はこのよう
な社会的手がかりにあまり注意を けてくれませ 」

としている。相手の を て相談の機会を ること
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ソーシャルワーカーの行動と視点 

 

小林 哲也 
 

Actions and Perspectives of Social Workers towards Realizing a Community-Based Inclusive Society 
 

Tetsuya KOBAYASHI 
 
はじめに

現在、深刻に進む少子高齢化やそれに伴う人口減少

社会に対応するため、地域課題の解決力（地域力）を

強化し、その持続可能性を高めていくことが求められ

ている。このような状況において、厚生労働省（2016）
は、福祉の提供について「『包括的な相談から見立て、

支援調整の組み立てに加えて、資源開発し、総合的な

支援が提供され、誰もがそのニーズに合った支援を受

けられる地域づくり』を行う」とし、新しい地域包括

支援体制を構築することが必要とされ、誰もが支えあ

う新たな共生社会として「地域共生社会」が示された。 
この地域共生社会が示されたのは、2016（平成 28）

年の内閣府による「ニッポン一億総活躍プラン」であ

る。ニッポン一億総活躍プランでは、地域共生社会の

実現が位置づけられ、地域共生社会について「子供・

高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生き

がいを共に創り、高め合うことができる『地域共生社

会』を実現する」としている。これを受けて、同年 10
月には具体的な推進方策を検討するため、厚生労働省

に「地域力強化検討会（地域における住民主体の課題

解決力強化・相談支援体制の在り方に関する検討会）」

が設置され、その検討をふまえ 2017（平成 29）年５

月に「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険

法等の一部を改正する法律（地域包括ケアシステム強

化法）」が成立し、この法律に基づいて社会福祉法が改

正され、2018（平成 30）年４月に施行された。 
この社会福祉法の改正は、地域福祉について大きな

転換であったと言える。2018 年の社会福祉法の改正で

は、地域福祉について３つの大きな転換があった。１

つめに、地域福祉推進の理念が規定されたことである。

地域福祉推進の理念として、支援を必要とする住民や

世帯が抱える多様で複合的な地域生活課題について、

住民や福祉関係者による把握および地域生活課題の解

決に資する支援を行う関係機関と連携して解決してい

くことが明記された。２つめに、市町村の包括的な支

援体制の整備について努めることが規定されたことで

ある。地域住民の地域福祉活動への参加を促進するた

めの環境整備、地域生活課題に関する相談を包括的に

受け止める体制の整備、多機関の協働による市町村に

おける包括的な相談支援の構築を市町村の努力義務と

した。３つめに、地域福祉計画を充実させることが規

定されたことである。市町村、都道府県地域福祉計画

については、それまで任意とされていたものが、努力

義務が課せられることになった。また、高齢者、障が

い者、児童など各福祉分野について共通して取り組む

事項を定め、上位計画として位置づけることになり、

市町村における包括的な支援体制の整備に関する事項

が記載事項として追加された。 
このように現在の地域福祉は、地域共生社会の実現

に向けて、大きな転換期を迎えている。たとえば、地

域共生社会については、多様化、複合化している地域

の福祉ニーズに応えていく横断的な仕組みの構築に向

けた仕組みを検討するため、2019（令和元）年に「地

域共生社会推進検討会（地域共生社会に向けた包括的

支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会）」が設

置され、その検討をふまえて 2020（令和２）年６月に

「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を

改正する法律」が成立し、この法律に基づいて社会福

祉法が改正され、2021（令和３）年４月に施行された。

2020 年の社会福祉法の改正では、新たに「重層的支援

体制整備事業」が創設され、地域住民の複合・複雑化

した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備す

るために、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、

「地域づくりに向けた支援」の３つの支援を重層的に
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実施するようになった。 
このように地域福祉は、地域共生社会の実現に向け

て、大きな転換期を迎えており、さま まな取り組み

が行われている。このような取り組みは、社会福祉法

の改正などによって示された制 的な 組みを、地域

共生社会として構築していくことにその 的がある。

このような制 的な 組みを地域福祉において構築し

ていくためには、その 提として、地域の住民が抱え

ている問題（ニーズ）を明 にしていくことが必要で

あり、明 にした問題（ニーズ）を市町村の地域福祉

やその計画となる地域福祉計画に していくことが

必要となる。 
実 に、 者は市町村の地域福祉計画の策定に関わ

っている。策定に関わるなかで、制 としての 組み

が充実しても、実 にそれを する住民や世帯が抱

えているニーズがそこに されていなければ意 が

ないのではないかと実 している。そこで、 では、

ニテ ワー における ニテ の問題解決

プ スを見 し、地域住民が抱える問題（ニーズ）

をどのように地域福祉（あるいは地域福祉計画）に

していくのかという点について、支援者であるソー

シャルワーカー1が取り組む き行動や視点を、

ニテ ワー における問題解決のプ スを いて、

分 していく。 
に

ニテ ワー による問題解決のプ スを見

す方法として、 （2013）が示した「 ニテ

ワー における問題解決プ ス」を いた2。

（2013）は、 ニテ における問題について、２

つの があることを している。一つは、 み

理の問題、 通機関の問題、 害や などの 全性

の問題など、地域住民が共通で抱えている問題であり

地域社会において解決していくものである。もう一つ

は、福祉問題として取り上 られることが多く、地域

内で支援を必要とする高齢者、障がい者、児童などの

福祉的な支援に関するものである。そして、問題解決

の方法として、 者については、主に「共同体の組

化」によって問題を解決してくのに対し、 者につい

ては、「地域 ニテ 」を問題の解決の として

いると している。 
地域共生社会の実現は、まさに 者の問題解決の方

法であり、多様化、複合化する地域住民の福祉的ニー

ズに対して、高齢者、障がい者、児童といった の 

（2013）『大 子大  相談援 ・テ ス 』 

りの 的 ー ス けではなく、地域 ニテ

における横断的な資源を活 しながら問題解決を

っていくことになる。このような問題解決のプ ス

について、 （2013）は、 ニテ ワー にお

ける問題解決のプ スとし、 ニテ ワー の

方法も、 的にはソーシャルワー 一 のプ ス

と わら 、 断 計画 実行 の をたどる

としている。しかし、 ニテ ワー は、地域住

民の問題解決活動の支援という を持つため、この

プ スがもう少し複雑になるとし、そのプ スは、

 地域 断  問題解決 ループの 成  問題

解決 ループによる 断（課題 ）  問題

解決の計画の 成  実行 備  実行・進行（

） 理  課題の 発見、となる。これ

らの内 を整理したのが、 「 ニテ ワー に

おける問題解決プ ス」である。 に、その各プ

スの内 について 明していく。 

 地域 断 
ニテ ワー における問題解決は、地域住民

ニテ ワー における問題解決プ ス 
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プ スがもう少し複雑になるとし、そのプ スは、

 地域 断  問題解決 ループの 成  問題

解決 ループによる 断（課題 ）  問題

解決の計画の 成  実行 備  実行・進行（

） 理  課題の 発見、となる。これ

らの内 を整理したのが、 「 ニテ ワー に

おける問題解決プ ス」である。 に、その各プ

スの内 について 明していく。 

 地域 断 
ニテ ワー における問題解決は、地域住民

ニテ ワー における問題解決プ ス 

地域共生社会の実現に向けたソーシャルワーカーの行動と視点（小林 哲也） 

- 3 - 
 

からの相談に対応するか、 の から見ての地域

断から まる。 １ で示された「地域 断」で

は、問題（ニーズ）を発見するために、地域住民から

生活 の や、 計や地 などの の資

から、 地域には、どのような問題（ニーズ）があ

るかを 断する。この 断 をふまえて、 問題

を支援するかどうかを、ソーシャルワーカーは 属機

関で共通理解を ったうえで、取り組むことを決める。

た し、現実的には、このように取り組む問題（ニー

ズ）については、行 などから される で てく

る 合も少なくないとしている。 
 問題解決 ループの 成 

２ 「問題解決 ループの 成」では、問題を

解決するための ループ「問題解決 ループ」を 成

するための支援を開 する。基 となるような問題解

決 ループがない 合は、 ループの設立から支援し

ていく。多くの 合は地域住民からの相談から まる

ため、その地域住民（もしくは ループ）を に支

援を行っていくことになる。行 などから りてくる

課題の 合は、地域住民が取り組みたい課題かどうか

を に し、地域住民が取り組みたいような に

調整してから、問題解決 ループの 成を ることが

必要となる。 
 問題解決 ループによる 断（課題 ） 
実 に地域住民 による問題解決の取り組みが

まるのが ３ からである。 ３ の「 断（課

題 ）」では、問題解決 ループ が、問題に

ついて内 を整理し、様々な検討を加えて、その問題

が解決を必要する問題であること、どのようになれば

解決となるのか課題を する。その において、

された課題の （問題構 ）の把握や の地域

における した課題の解決状況の取 （ ）、

問題解決に 立 そうな地域の社会資源の調 などを

行う。また、その においては、 分 の問題解決

に対する力 がどの であるか、 を られ

ることにもなる。 
 問題解決の計画の 成 

４ の「問題解決の計画の 成」では、ま 、

問題解決の の 成（解決内 、解決 ルなど

の ールの設定）をしながら、 への や

を しつつ、問題解決に る を まえながら

計画 をまとめる 。この で、ソーシャルワーカー

は、 ールを１つに 定するのではなく、いくつかの

ールを えておく。また、 における を行

う の 備として、 に対する計画も一 に立 す

るように めるなどの支援を行っていく。なお、計画

の 成は、解決す き問題が具体的であればある ど

立てやすくなる。 
 実行 備 

５ 「実行 備」では、問題解決の具体的活動

計画を実 に 開していく に、地域の関係者の合意

を るなどの な 備 業をおこなう となる。

実行 備での基 は、問題解決の内 に関して問

題解決に取り組むことに関わる地域住民を やすこと

である。福祉問題については、少 の住民の問題であ

る 合も少なくないが、協力者による多 を 成す

ることがこの の となると されている。こ

の においても、 き続き の 分 などを行

うとともに、計画の 正検討を行うこともある。 
 実行・進行（ ） 理 

６ 「実行・進行（ ） 理」では、問題解

決のための活動として、地域の関係者による対 会

の開 （合意 成）や 関係者によって合意した解

決行動の実施状況の見 り（ ニ ン ）が と

なることが多い。また、問題を提 した問題解決 ル

ープ も ら行うと した解決行動を行っていく

ことになる。 
  

「 」では、一連の問題解決活動の

をおこなう。 を行う 合、その となる資 が

整理されていないと 正な が しくなる。そのた

め、あらか め に必要な記 の 成を行っておく

必要がある。この点は、これらの問題解決活動の多く

が、 的な活動となるため、アカ ン テ （

明 任）に備えておくことも大 であり、その意 で

も 正な記 はとても重要である。また、 は多く

の 合、いくつかのカテ ーで一定の に基

づいて行う 合が多いため、どの で問題の解決と

見なすかという基 をあらか め設定しておく必要が

ある。 
 課題の 発見 

「課題の 発見」では、これら一連の問題

解決活動を行ったら、課題についての追 （調 ）の

システムを しておく必要がある。また、ここでの問

題解決 ループは一 解 する 合もある。問題解決

に取り組 実 を まえた を生かして、問
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題解決の取り組みに関連させて、発見された新たな課

題への取り組みをス ー させる 合もある。その

合は、ふたたび新たな課題への取り組みとして ３

に ることになる。 
上が （2013）が示した「 ニテ ワー

における問題解決プ ス」の内 となる。このプ

スをみると、ソーシャルワーカーが、 ニテ

ワー の まりとして地域住民が抱える問題（ニー

ズ）を発見するのが １ の「地域 断」となる。

そして、実 にその問題（ニーズ）を地域住民と共

し、問題解決に向けて取り組みが まるのは、 ３

の「問題解決 ループによる 断（課題 ）」

となる。地域福祉（あるいは地域福祉計画の策定）

において地域住民の意 が されることが重要であ

ることを すると、この ３ のプ スは重要

である。ソーシャルワーカーが支援者として、

ニテ ワー の まりとして地域住民の問題（ニーズ）

を把握するのが １ 「地域 断」であり、その問

題（ニーズ）を基に、実 に住民による問題解決への

取り組みが まり、ソーシャルワーカーによる地域住

民への支援が まるのが ３ 「問題解決 ループ

による 断（課題 ）」ということになる。こ

の２つの は、地域住民が抱える問題（ニーズ）を

どのように地域福祉（あるいは地域福祉計画）に

していくのかということについて、支援者であるソー

シャルワーカーが取り組む き行動や視点を える上

で重要なプ スとなる。そのため、 にこの２つの

プ ス内 について にみていくことにする。 

ま 、 １ の「地域 断」は、地域での生活を

害する地域課題や生活課題の内 を調 、その内

が、 事者あるいは地域にとって、問題解決を必要と

する内 であるかどうかを 断することである。た

し、地域 断の 合、内 を福祉問題に 定しないと

いう がある。地域の問題は、地域住民が 人とし

て抱えている ニーズを地域 ルの ニーズ

に転換していかないと、地域で解決す き問題（ニー

ズ）となっていきにくい点に しておく必要がある。

また、多くの 合、地域で解決す き課題として、行

などから課題を すようなやり方となる。その

合、地域住民は、 問題に に取り組もうとせ 、

社会福祉協 会など地域に関連する機関のみが動くこ

とになり、 の問題解決につながらない 合が多くな

る。しかし、このような行 などから課題を す

合でも、基 的には に 人が抱える ニーズ

の調 をおこなうなどして、その調 や内 と行

などからの問題提 が一 することを した上で、

地域住民に取り組みを促していくことが必要となる。 
に、 ３ の「問題解決 ループによる 断

（課題 ）」である。 （2013）は、ソーシ

ャルワーカーは、 ３ （それ も む）、住民に

よる問題解決 ループの活動に関して、２つの か

らの支援を行うことになると している。一つは、

の活動推進が しないように し、新しい

を提供して活動に必要な資 や 等を整えるなど、

具体的な ー ス提供をしていくことである。もう一

つは、 問題解決 ループの求めに応 て、必要な

や を提供していくことである。そのため、ソ

ーシャルワーカーは ループ ン ーと「われわ

れ 」を持つと同 に、「支援者に する」という動

き方の い分けが必要になると している。なお、

問題解決 ループを計画策定 会方 や実行 会

方 として組 する 合、 会を構成する ン ー

をどう するか、 会は 会 ン ー

の人をどれ け きこめるか（地域住民をどのように

計画策定に き むか）、解決に行 が関わる 合は、

行 になりす ないかなど、 意深く組 し支援

していくこと必要となる。 
上、 １ の「地域 断」と ３ の「問題

解決 ループによる 断（課題 ）」を に

みてきた。 １ の「地域 断」では、ソーシャル

ワーカーは、調 などで地域住民が抱える 人として

の ニーズを えることが重要となる。しかし、

ソーシャルワーカーは、その ニーズを に把握

する けではなく、それを地域 ルの ニーズに

転換していくことが求められる。また、行 などから

課題を すようなやり方においても、ソーシャルワ

ーカーは、その課題が、地域住民が抱える ニー

ズと一 しているのか していく 業が求められる。 
に、 ３ の「問題解決 ループによる 断

（課題 ）」では、ここから実 に地域住民とソ

ーシャルワーカーが問題解決に向けて取り組 でいく

ことになる。このプ スやそれ においてソーシ

ャルワーカーに求められることは、地域住民の問題に

取り組む意 が しないように支援していくことと、

ソーシャルワーカーが地域住民と共に協働性を持って
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題解決の取り組みに関連させて、発見された新たな課

題への取り組みをス ー させる 合もある。その

合は、ふたたび新たな課題への取り組みとして ３

に ることになる。 
上が （2013）が示した「 ニテ ワー

における問題解決プ ス」の内 となる。このプ

スをみると、ソーシャルワーカーが、 ニテ

ワー の まりとして地域住民が抱える問題（ニー

ズ）を発見するのが １ の「地域 断」となる。

そして、実 にその問題（ニーズ）を地域住民と共

し、問題解決に向けて取り組みが まるのは、 ３

の「問題解決 ループによる 断（課題 ）」

となる。地域福祉（あるいは地域福祉計画の策定）

において地域住民の意 が されることが重要であ

ることを すると、この ３ のプ スは重要

である。ソーシャルワーカーが支援者として、

ニテ ワー の まりとして地域住民の問題（ニーズ）

を把握するのが １ 「地域 断」であり、その問

題（ニーズ）を基に、実 に住民による問題解決への

取り組みが まり、ソーシャルワーカーによる地域住

民への支援が まるのが ３ 「問題解決 ループ

による 断（課題 ）」ということになる。こ

の２つの は、地域住民が抱える問題（ニーズ）を

どのように地域福祉（あるいは地域福祉計画）に

していくのかということについて、支援者であるソー

シャルワーカーが取り組む き行動や視点を える上

で重要なプ スとなる。そのため、 にこの２つの

プ ス内 について にみていくことにする。 

ま 、 １ の「地域 断」は、地域での生活を

害する地域課題や生活課題の内 を調 、その内

が、 事者あるいは地域にとって、問題解決を必要と

する内 であるかどうかを 断することである。た

し、地域 断の 合、内 を福祉問題に 定しないと

いう がある。地域の問題は、地域住民が 人とし

て抱えている ニーズを地域 ルの ニーズ

に転換していかないと、地域で解決す き問題（ニー

ズ）となっていきにくい点に しておく必要がある。

また、多くの 合、地域で解決す き課題として、行

などから課題を すようなやり方となる。その

合、地域住民は、 問題に に取り組もうとせ 、

社会福祉協 会など地域に関連する機関のみが動くこ

とになり、 の問題解決につながらない 合が多くな

る。しかし、このような行 などから課題を す

合でも、基 的には に 人が抱える ニーズ

の調 をおこなうなどして、その調 や内 と行

などからの問題提 が一 することを した上で、

地域住民に取り組みを促していくことが必要となる。 
に、 ３ の「問題解決 ループによる 断

（課題 ）」である。 （2013）は、ソーシ

ャルワーカーは、 ３ （それ も む）、住民に

よる問題解決 ループの活動に関して、２つの か

らの支援を行うことになると している。一つは、

の活動推進が しないように し、新しい

を提供して活動に必要な資 や 等を整えるなど、

具体的な ー ス提供をしていくことである。もう一

つは、 問題解決 ループの求めに応 て、必要な

や を提供していくことである。そのため、ソ

ーシャルワーカーは ループ ン ーと「われわ

れ 」を持つと同 に、「支援者に する」という動

き方の い分けが必要になると している。なお、

問題解決 ループを計画策定 会方 や実行 会

方 として組 する 合、 会を構成する ン ー

をどう するか、 会は 会 ン ー

の人をどれ け きこめるか（地域住民をどのように

計画策定に き むか）、解決に行 が関わる 合は、

行 になりす ないかなど、 意深く組 し支援

していくこと必要となる。 
上、 １ の「地域 断」と ３ の「問題

解決 ループによる 断（課題 ）」を に

みてきた。 １ の「地域 断」では、ソーシャル

ワーカーは、調 などで地域住民が抱える 人として

の ニーズを えることが重要となる。しかし、

ソーシャルワーカーは、その ニーズを に把握

する けではなく、それを地域 ルの ニーズに

転換していくことが求められる。また、行 などから

課題を すようなやり方においても、ソーシャルワ

ーカーは、その課題が、地域住民が抱える ニー

ズと一 しているのか していく 業が求められる。 
に、 ３ の「問題解決 ループによる 断

（課題 ）」では、ここから実 に地域住民とソ

ーシャルワーカーが問題解決に向けて取り組 でいく

ことになる。このプ スやそれ においてソーシ

ャルワーカーに求められることは、地域住民の問題に

取り組む意 が しないように支援していくことと、

ソーシャルワーカーが地域住民と共に協働性を持って

地域共生社会の実現に向けたソーシャルワーカーの行動と視点（小林 哲也） 
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課題に取り組 でいくことである。しかし、問題解決

に取り組 でいく において、ソーシャルワーカー

が問題解決の となるのではなく、あくまで問題解

決に取り組 でいくのは地域住民であって、ソーシャ

ルワーカーは、それを から支援していくという意

を持つことが重要となる。 

現在、地域福祉は、地域共生社会の実現という大き

な転換期を迎えている。そのような状況の で、地域

住民が抱える問題（ニーズ）をどのように地域福祉（あ

るいは地域福祉計画）に していくのかという問題

意 に基づいて、支援者であるソーシャルワーカーが

取り組む き行動や視点を ニテ ワー におけ

る問題解決プ スを いて分 してきた。 
として、ま １つめに、支援者であるソーシャ

ルワーカーは、地域住民が抱える問題（ニーズ）を発

見するためにおこなう「地域 断」が重要となる。ソ

ーシャルワーカーは、ま 、調 などをおこない地域

住民が抱える 人的な ニーズを える。そして、

その えた ニーズを、地域で、もしくは地域福

祉で解決していく ニーズに転換していくことがソ

ーシャルワーカーには求められる。その 、必要とな

るのがニーズの共通性と 性であると える。共通

性は、多くの地域住民が同 ように抱える問題（ニー

ズ）ということであり、 性とは、す に対応しな

ければならない問題（ニーズ）ということである。

に地域住民の ニーズを的 に えるという け

ではなく、それを ニーズに転換していくことがソ

ーシャルワーカーには求められる。また、取り組む問

題（ニーズ）について、行 などから される 合

においても、地域住民の ニーズとの整合性があ

るか に していくことが求められる。 
２つめに、実 に地域住民と共に地域の問題を解決

していく では、地域住民と協調性をもつことや支

援者であるソーシャルワーカーは、 的支援に す

るということである。実 に、 者が地域福祉計画の

策定に関わっている市町村では、問題解決 ループを

計画策定 会方 として組 している。そのため、

会を構成する ン ーをどう するか、

会は、 の地域住民をどれ け きこむこと

かという は重要となる。また、現実的な問題解決

にあたっては、行 や社会福祉協 会が となって

問題解決に関わる 合が多く、地域住民が関わること

はそれ ど多くはない。そのため、行 や社会福祉協

会が になり なっていないかなど、 意深く

みていくことが必要となる。 上が の となる。 
に の課題について ていく。 は、地

域福祉が地域共生社会の実現に向けて大きな転換期を

迎えている現状から、地域共生社会の実現の 提にあ

る地域住民が抱えている問題（ニーズ）を地域福祉や

市町村の地域福祉計画にどのように していくかと

いう問題意 に基づいて、 ニテ ワー におけ

る問題解決プ スを いて分 してきた。 は、

地域住民が抱えている問題（ニーズ）を するとい

う ニテ ワー における問題解決プ スでも、

支援 、支援 の にあたる。もう一つ地域住民の

意 や えが されなくてはならないのが、

「 」である。この についても、行 や社会

福祉協 会が、どの 取り組 できたかという

になりやすい。実 に す きは、地域福祉による

事業や ー スを受けてきた 事者となる地域住民で

はないかと える。 の課題としては、 ニテ

ワー における問題解決プ スの支援 の に

あたる について、地域住民の意 や えを、どの

ように地域福祉（あるいは地域福祉計画）に して

いくのかという点が の課題となる。 
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） 
1 地域福祉における支援者としては、主に ニテ ワーカーや

ニテ ソーシャルワーカーが えられるが、 では く支

援者をとらえるためにソーシャルワーカーとする。 
2 （2013）による「 ニテ ワー における問題解決プ

ス」を いた理 としては、 の 会に参加し、 者がこ

のプ スの を し行った がある。 
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増尾慶裕 

 

Development of constructivist teaching method using measurement data in information education 

－In elementary school Comprehensive study time－

 

 

Yoshihiro MASUO 

  

 

Abstract 

By utilizing measured data in elementary school mathematics education, we develop constructivist 

educational methods that foster thinking, judgment, and expressive abilities, and develop scientific 

schemas that are linked to mathematics, science, home economics, and comprehensive learning time. It 

is something to build. The learning material was set as teaching materials for converting electrical 

energy into thermal energy in science and home economics education. This research is based on 

elementary school mathematics education, and is a joint research project that is linked to science 

education, home economics education, and comprehensive study time. An electric iron used in home 

economics education was set up as a teaching material that converts electrical energy into thermal 

energy. Based on the children's existing knowledge, it was activated to enable them to understand and 

acquire new knowledge. Based on the children's existing knowledge based on their daily lives, have 

them draw a graph to predict the temperature change of an electric iron over time, and utilize ICT 

teaching materials to use the measured data values obtained from the iron measurement experiment. 

The students were then able to instantly create a graph, compare their existing knowledge with the 

graph obtained from the measurement experiment, and have them think about the comparison. This 

educational method improved the children's desire to learn about experiments. In the measurement 

experiment, the children decided on roles within the group and cooperated, allowing each child to learn 

independently, obtain measurement data, and understand and acquire new knowledge. .

Through the above, we verified the effectiveness of an educational method that utilizes existing k

nowledge in elementary school mathematics education, science education, and home economics ed

ucation, and the effectiveness of setting an electric iron that converts electrical energy into therm

al energy as a learning subject.

 

 
 静岡福祉大学前特任教授 
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地域ケア推進会議と個別会議の連動性と課題について 
市町行政機関のインタビュー調査から見えてきたこと 

 

楢木博之 
 

Interconnection and Challenges between Community Care Promotion Meetings and Individual Meetings: 
Findings from Interviews with Municipal Government Entities 

 
Hiroyuki Naraki 

 
 

要旨 
地域ケア会議の課題について、委託型の地域包括支援センターが行う地域ケア会議の限界とジレンマ（楢木

2023）についても明らかにしているが、市町行政機関が実施する地域ケア推進会議の課題と方法については明ら

かにされていない。本論では、市町行政機関における地域ケア推進会議の課題、及び地域ケア個別会議と地域ケ

ア推進会議が連動し資源開発・政策形成に繋げていくための方法を明らかにしていくことを目的としている。 
地域ケア推進会議の課題は、会議の実施目的・方法を明確にしていくこと、参加者が会の目的を理解している

こと等であった。地域ケア推進会議を資源開発・政策形成に繋げていくための方法として、他の協議体と連動し

地域課題を共有していくこと、個別課題となっている個々のケースを理解して現場の問題意識を会議に繋げてい

くことができる人が参加すること等が考えられる。 
 
 
はじめに

地域ケア会議は、地域包括ケアシステム構築の方法

の一つとして、2012（平成 24）年から各市区町村で

実施されることとなった。2011（平成 23）年介護保

険法改正の中で、地域包括支援センターは包括的支援

事業を実施するため、介護サービス事業者、医療機関、

民生委員等の関係者と連携することの努力義務が規定

された。（介護保険法第 115 条の 46 第 5 項） 
2012（平成 24）年 4 月に出された地域支援事業実

施要綱（「地域支援事業の実施について」）の中で、多

職種協働による地域包括支援ネットワークの構築のた

めの一つの手法として、「地域包括支援センター （ま

たは市町村）が、行政職員、地域包括支援センター職

員、介護支援専門員、介護サービス事業者、 医療関係

者、民生委員等を参集した「地域ケア会議」を設置・

運営する」1）としている。2013（平成 25）年 3 月に

出された「地域包括支援センターの設置運営について」

の中でも、地域包括支援ネットワークを構築する手法

として、「『行政職員をはじめ、地域の関係者から構成

される会議体』（地域ケア会議）を、地域包括支援セン

ター（又は市町村）が主催し、設置・運営する」2）と

地域ケア会議が位置付けられている。2018（平成 30）
年の介護報酬改定では、訪問介護（生活援助）の回数

の多いケアプランについて、地域ケア会議にて検証す

ることも位置付けられ、自立支援・重度化防止の方法

の一つにもなっている。 
地域ケア会議の目的は、「地域包括支援センターの設

置運営について」の中で、以下のように明示している。 
地域ケア会議の目的 
ア個別ケースの支援内容の検討を通じた、  
（ⅰ）地域の介護支援専門員の、法の理念に基づいた

高齢者の自立支援に資するケアマネジメントの支援 
（ⅱ）高齢者の実態把握や課題解決のための地域包括

支援ネットワークの構築  
（ⅲ）個別ケースの課題分析等を行うことによる地域

課題の把握  
イその他地域の実情に応じて必要と認められる事項 
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地域ケア会議は、個別事 の検討をとおして、個別事

の解決、地域のネットワーク形成、地域課題の把握、

資源開発、政策形成を目的としているのである。 
地域ケア会議の機 として、個別課題解決機 、ネ

ットワーク構築機 、地域課題発見機 、地域づく ・

資源開発機 、政策形成機 の 5 つがある。これらの

機 が に関係し い、 していくこととなって

いる。地域ケア会議は個別ケースを検討する「地域ケ

ア個別会議」と地域課題を検討する「地域ケア推進会

議」の 2 種 ある。地域ケア推進会議は「地域づく 、

資源開発、政策形成等で 応することによって地域課

題を ・解決して、地域包括ケアを推進」3）するこ

とが目的となる。そして地域ケア個別会議と地域ケア

推進会議が連動していくことが である。 
しかし地域ケア個別会議と地域ケア推進会議との連

動については課題が されている。楢木（2021）は、

地域ケア個別会議が「 域の地域課題が市 体の課題

に繋がってこないこと、そのため政策形成までに ら

ないこと」4）とし、地域ケア推進会議と連動していな

い現 を している。 者が 2021 年度に行った委

託型の地域包括支援センター のインタビュー調査の

からも「地域ケア個別会議が地域ケア推進会議と

連動しておら 、本 の目的である政策形成に繋がっ

ていない」5）と問題 している。 
行 では、地域ケア個別会議と地域ケア推進会

議が連動しておら 、資源開発、政策形成まで行えて

いないという課題があることを明らかにしている。そ

の として、「地域ケア会議が資源開発や政策形成

と 開しない問題 は、地域包括支援センターという

よ も、市区町村の問題が きい」6）（ ・ 2019）
等が されている。地域ケア推進会議と連動してい

ないことで、委託型の地域包括支援センターが行う地

域ケア個別会議の限界とジレンマ（楢木 2023）につい

ても明らかにしている。 
本論では、市町村における地域ケア推進会議の課題、

及び個別地域ケア会議と地域ケア推進会議が連動し資

源開発・政策形成に繋げていくための方法を明らかに

していくことを目的とする。 
 

A 内の介護保険 度の市町村（3 か ）に個別で

インタビュー調査を行った。調査 3 か の 定方

法は、2021 年度に調査を行った委託型地域包括支援セ

ンターのある市町村以 であること、実施している地

域ケア会議に課題を じていること、とした。インタ

ビューは、 で実施し、IC レ ー ーに 、その

、 こしを行った。 
分析方法は、 こしした ータをラ 化して

いき、 性を ったラ をサ テ に分けた。

そしてサ テ を に 性を った テ に

し、 を 成していった。その 、 にまとめ

て分析を行った。 
インタビューは 構 化 とし、インタビュー

問項目は以下のとお である。事 にインタビュー

問項目を 示し、 意を ておくこととした。 
問項目 

・ 3 年 の地域ケア推進会議の開催 （年 の

回数、開催テーマ、参加者の職種）について 
・地域ケア推進会議の について 
・地域ケア個別会議と地域ケア推進会議の連動方法に

ついて 
・地域ケア個別会議を実施する での課題について 
・ 域の地域課題と市町村の地域課題について 
・地域ケア会議を資源開発・政策形成に繋げるための

方法について 
理的 として、インタビュー 者に、事 に

にて以下の事 を 明し、 意を た。

要とインタビュー 問項目、 調査 の協力は 意で

あ 調査実施 中であっても できること、 参

加や中 での によって 者に が及 こと

はないこと、 調査 は 目的の に するこ

と、 られた情報は ータや個人が 定されないよ

う 理すること、 ータは施 できるとこ に保

し、 いは 者の が行う。 
これらの 明は調査実施 にも確認し、 意 を

で回 することで 活動 の 意を たことと

した。 意 は 2 成し、 実施者と 協力者

の 方がもつようにした。 られた ータを

体で保 する に スワー 保護を行った。 ータ

は 者である楢木が 理し、 は、 ータ

を 5 年 保 し することとした。

理 査に し、 4 年 10 月 14 に 認

を ている。（ 認 SUW22-9） 
 

1 地域ケア推進会議の位置づけ 
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地域ケア会議は、個別事 の検討をとおして、個別事
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いる。地域ケア会議は個別ケースを検討する「地域ケ

ア個別会議」と地域課題を検討する「地域ケア推進会
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託型の地域包括支援センター のインタビュー調査の

からも「地域ケア個別会議が地域ケア推進会議と
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ていない」5）と問題 している。 
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議が連動しておら 、資源開発、政策形成まで行えて

いないという課題があることを明らかにしている。そ

の として、「地域ケア会議が資源開発や政策形成

と 開しない問題 は、地域包括支援センターという
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ンターのある市町村以 であること、実施している地

域ケア会議に課題を じていること、とした。インタ

ビューは、 で実施し、IC レ ー ーに 、その

、 こしを行った。 
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いき、 性を ったラ をサ テ に分けた。

そしてサ テ を に 性を った テ に

し、 を 成していった。その 、 にまとめ

て分析を行った。 
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方法について 
理的 として、インタビュー 者に、事 に

にて以下の事 を 明し、 意を た。

要とインタビュー 問項目、 調査 の協力は 意で

あ 調査実施 中であっても できること、 参

加や中 での によって 者に が及 こと

はないこと、 調査 は 目的の に するこ

と、 られた情報は ータや個人が 定されないよ

う 理すること、 ータは施 できるとこ に保

し、 いは 者の が行う。 
これらの 明は調査実施 にも確認し、 意 を

で回 することで 活動 の 意を たことと

した。 意 は 2 成し、 実施者と 協力者

の 方がもつようにした。 られた ータを

体で保 する に スワー 保護を行った。 ータ

は 者である楢木が 理し、 は、 ータ

を 5 年 保 し することとした。

理 査に し、 4 年 10 月 14 に 認

を ている。（ 認 SUW22-9） 
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各地域の地域ケア推進会議の位置づけは以下のとお

である。（ 1）A 市のように地域ケア個別会議から

域 との課題を 理し、地域ケア推進会議に繋げて

いくとこ があれ 、B 市・C 市のように、これまで

地域で行ってきた会議を地域ケア推進会議として位置

づけているとこ もあった。 
 

1 地域ケア推進会議の位置づけ 

市
の中から個別会議に たるケース

があれ 地域ケア個別会議を開催する。その

、包括 域 とのネットワーク会議が位置

付けられていて、 域の課題を 理してい

く。その に、地域包括支援センターの主

介護支援専門員の分 会があるので、各包括

域から られた課題を まとめ、第 1
、第 2 の協議体も加 、 的に市の

地域ケア推進会議があ 、 トムアップ形

で実施している。 

市
主 介護支援専門員の集ま を年 12 回行っ

ていて、その中の数回を地域ケア個別会議で

がった地域課題に った内容にしている。

年に数回行う地域づく 会議の の回を

地域ケア推進会議として位置づけている。 

市
地域ケア会議の運営マ ュア を 成し、そ

れ れの会議が、地域ケア個別会議なのか、

地域ケア推進会議なのかという を明

確にしている。地域ケア推進会議として た

るのが、生活支援体 事業の第 1 の協

議体、認 に関する 会、 護ネッ

トワーク会議、地域包括支援センターの連

会等を位置付けている。

 
2 地域ケア推進会議の課題と連動性の方法 
「地域ケア推進会議の課題」と「地域ケア個別会議と

の連動性の方法」の 2 つに分 した。 
（1）地域ケア推進会議の課題 

地域ケア推進会議の課題の テ として 「地域

ケア推進会議の実施方法」 「個別会議との連動性」

「参加者の意識」の 3 つに分 した。 
「地域ケア推進会議の実施方法」のサ テ

として、「会議の位置づけ」「会議の目的の レ」とし

た。 
サ テ 「会議の位置づけ」の 体的意見とし

て「地域ケア推進会議についての 決めが、き

とできてない」「 確認してもらうようなイメージ

になっていて、ここで決めるというのが しい」「地域

ケア推進会議で行う き内容が されてなくて、地

域包括支援センターの活動報 にと まっている」「高

齢者 門 けではなくて、市 体で うしまし う

たいなとこ までに繋が にくい体 になっている」

「地域ケア推進会議についての 決めが、市の う

でき とできてない」「地域ケア会議のマ ュア を

ったが、それに られて しいこともあった」等が

あった。 
サ テ 「会議の目的の レ」の 体的意見と

して、「地域ケア推進会議を開催しているが、機 して

いない」「会議の目的や がき と 理されていな

いで、た 、 ってるケースについての し い、

情報 で が である」「課題の共有で って

しまう」等があった。 
「個別会議との連動性」のサ テ として、

「個別事 の解決に まる」「資源開発・政策形成まで

繋がらない」の 2 つとした。 
サ テ 「個別事 の解決に まる」の 体的

意見として「個別のケアのとこ の解決になってしま

っていて、地域の課題まで出すことができていない」

「個別会議で、そのケース との会議は ってしま

ってるという 」「個別ケアのとこ の解決になって

しまっていて、地域の課題まで出 てるかと れる

と、そこまで っていない」等があった。 
サ テ 「資源開発・政策形成まで繋がらない」

の 体的意見として「地域課題から資源開発等の 体

的な に っていくことが現 しい」「 トムアップ

できているが、ここで ってしまってる 」「施策

とか資源開発に繋がってないので、事業者としては意

があるのかというような いも出てきてしまってい

る」等があった。 
「参加者の意識」のサ テ として「会議の

目的の理解」「地域課題 の意識」の 2 つとした。 
サ テ 「会議の目的の理解」の 体的意見と

して「地域ケア推進会議として行っているが、参加者

にもそのような認識がない」「会議の目的が分からなく

なってしまう」「 たようなメン ーがい な会

議に出ているので、会議の目的、 をき と 理

されていない」等があった。 
サ テ 「地域課題 の意識」の 体的意見と
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して「地域課題として参加者が意識するとこ は、ま

課題がある」「 考 が個別で ってしまう。自

分の ったケースを うにかしたいという意識」「こう

いうのが ってるよ という 事は ってくるが、そ

れを地域課題として意識して、それを施策化しようと

いう にはなっていない」等があった。 
 

2 地域ケア推進会議の課題 
テ - サ テ  体的意見 

地 域 ケ ア

推 進 会 議

の 実 施 方

法 

会議の位置づけ 「地域ケア推進会議に

ついての 決めが、

き とできてない」 
「 確認してもらう

ようなイメージになっ

ていて、ここで決める

というのは しい」等 
会議の目的の

レ 
「地域ケア推進会議を

開催しているが、機

していない」 
「会議の目的や が

き と 理されてい

ないで、た 、 っ

てるケースについての

し い、情報 で

が である」 
「課題の共有で っ

てしまう」 
個 別 会 議

と の 連 動

性 

個別事 の解決

に まる 
「個別のケアのとこ

の解決になってしまっ

ていて、地域の課題ま

で出すことができてい

ない」 
「個別会議で、そのケ

ース との会議は

ってしまってるという

」等 
資源開発・政策

形成に繋がらな

い 

「地域課題から資源開

発等の 体的な に

っていくことが現

しい」 
「 トムアップできて

るが、ここで って

しまってる 」等 

参 加 者 の

意識 
会議目的の理解 「地域ケア推進会議と

して行っているが、参

加者にそのような認識

がない」 
「会議の目的が分から

なくなってしまう」 
地域課題 の意

識 
「地域課題として参加

者が意識するとこ

は、ま 課題がある」 
「 考 が個別で

ってしまう」等 
 
（2）地域ケア個別会議との連動性の方法 

地域ケア個別会議との連動性の方法の テ とし

て 「地域ケア推進会議の位置づけ」 「他の協議体

との連動」 「現場の問題意識」の 3 つに分 した。

「地域ケア推進会議の位置づけ」のサ テ は

「地域ケア推進会議の位置づけの明確化」「会議の参加

者」の 2 つとした。 
サ テ 「地域ケア推進会議の位置づけの明確

化」の 体的意見として「政策形成に しくつながっ

てる けではないが、 の中には でる」「地

域ケア会議として認める 限の条 というか、やっ

てもらいたいこと、意識して しいことを示さなくて

はいけないと じている」「地域ケア推進会議と位置付

けていた中でつなが が見えてきて、連動できるよう

になってきた」「地域ケア推進会議をき とした形で

推進会議として参加者に分かるような形で開催した

で、課題を 出して課題解決に けて議論を行う」「会

議 との を 理していく」等があった。 
サ テ 「会議の参加者」の 体的意見として

「地域ケア推進会議を各専門職・機関の が会議に

参加しているが、このメン ーで決定することは し

い」「地域ケア推進会議はこのような会議 と 決め

て、それに関 る人た が参加する うがよい」等が

あった。 
「他の協議体との連動」のサ テ は「第

・2 協議体等との連動」「他 との連動」の 2 つ

とした。 
サ テ 「第 1 ・2 協議体等との連動」の

体的意見として「第 1 の協議体で し った内容

を地域ケア会議等でという動きが できてくるとい

い」「2 の協議体の場でもう し 民の を れ
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して「地域課題として参加者が意識するとこ は、ま

課題がある」「 考 が個別で ってしまう。自

分の ったケースを うにかしたいという意識」「こう

いうのが ってるよ という 事は ってくるが、そ

れを地域課題として意識して、それを施策化しようと

いう にはなっていない」等があった。 
 

2 地域ケア推進会議の課題 
テ - サ テ  体的意見 
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推 進 会 議
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会議の位置づけ 「地域ケア推進会議に

ついての 決めが、

き とできてない」 
「 確認してもらう

ようなイメージになっ

ていて、ここで決める

というのは しい」等 
会議の目的の

レ 
「地域ケア推進会議を

開催しているが、機

していない」 
「会議の目的や が

き と 理されてい

ないで、た 、 っ

てるケースについての

し い、情報 で

が である」 
「課題の共有で っ

てしまう」 
個 別 会 議

と の 連 動

性 

個別事 の解決

に まる 
「個別のケアのとこ

の解決になってしまっ

ていて、地域の課題ま

で出すことができてい

ない」 
「個別会議で、そのケ

ース との会議は

ってしまってるという

」等 
資源開発・政策

形成に繋がらな

い 

「地域課題から資源開

発等の 体的な に

っていくことが現

しい」 
「 トムアップできて

るが、ここで って

しまってる 」等 

参 加 者 の

意識 
会議目的の理解 「地域ケア推進会議と

して行っているが、参

加者にそのような認識

がない」 
「会議の目的が分から

なくなってしまう」 
地域課題 の意

識 
「地域課題として参加

者が意識するとこ

は、ま 課題がある」 
「 考 が個別で

ってしまう」等 
 
（2）地域ケア個別会議との連動性の方法 

地域ケア個別会議との連動性の方法の テ とし

て 「地域ケア推進会議の位置づけ」 「他の協議体

との連動」 「現場の問題意識」の 3 つに分 した。

「地域ケア推進会議の位置づけ」のサ テ は

「地域ケア推進会議の位置づけの明確化」「会議の参加

者」の 2 つとした。 
サ テ 「地域ケア推進会議の位置づけの明確

化」の 体的意見として「政策形成に しくつながっ

てる けではないが、 の中には でる」「地

域ケア会議として認める 限の条 というか、やっ

てもらいたいこと、意識して しいことを示さなくて

はいけないと じている」「地域ケア推進会議と位置付

けていた中でつなが が見えてきて、連動できるよう

になってきた」「地域ケア推進会議をき とした形で

推進会議として参加者に分かるような形で開催した

で、課題を 出して課題解決に けて議論を行う」「会

議 との を 理していく」等があった。 
サ テ 「会議の参加者」の 体的意見として

「地域ケア推進会議を各専門職・機関の が会議に

参加しているが、このメン ーで決定することは し

い」「地域ケア推進会議はこのような会議 と 決め

て、それに関 る人た が参加する うがよい」等が

あった。 
「他の協議体との連動」のサ テ は「第

・2 協議体等との連動」「他 との連動」の 2 つ

とした。 
サ テ 「第 1 ・2 協議体等との連動」の

体的意見として「第 1 の協議体で し った内容

を地域ケア会議等でという動きが できてくるとい

い」「2 の協議体の場でもう し 民の を れ
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て、 体的にこういうことできる等のように、もめる

ような場になっていくといい」「地域ケア推進会議の中

で解決できない課題については、市の他の会議に繋げ

ていくような にしたい」等があった。 
サ テ 「他 との連動」の 体的意見とし

て「 まで 門が えてたが、別の 門を き

でいる」「 課の う けで まら に、他の

課も考えていかないと解決しないという うな が

現場レ で こっている」「 他の課にもまたがっ

てくるような課題が 構あるので、そういった と、

う課題を共有して進めていくか」等があった。 
「現場の問題意識」のサ テ は「現場の問

題を トムアップする 」「問題意識の共有化」「成

体 の 重 」の 3 つとした。 
サ テ 「現場の問題を トムアップする

」の 体的意見として「 トムアップをするの と

いう意識はある」「現場で ってることを、課題として

げていって、その課題解決するために 会資源開発

や政策形成につなげていくという 分の、現場レ

でないと繋がってこない」等があった。 
サ テ 「問題意識の共有化」の 体的意見と

して「3 職種の会議の中で、その専門職の で見た

に、これが課題 というとこ は出てきてる」「お

いの地域包括支援センターが自分の けではなくて、

お いに協力し いながら、 なで確認して回る

たいな じで、 やっている もある」等があった。 
サ テ 「成 体 の 重 」の 体的意見

として「サービスの 正な たいなものが資源開

発によってできるようになってきている」「ケースにつ

いてはい い と改 された 、関係者 で共有ネッ

トワークづく ができた と個別ケース で見れ

ある」「個別にまた専門職と連 を って、 った

に するというような、 つな 、ネットワーク

形成には繋がってる」等があった。 
 

2 地域ケア個別会議との連動性の方法 
テ - サ テ  体的意見 

地 域 ケ ア

推 進 会 議

の 位 置 づ

け 

地域ケア推進会

議の位置づけの

明確化 

「 の中に位置づけ

ている」 
「地域ケア会議として

認める 限の条 と

いうか、やってもらい

たいこと、意識して

しいことを示さなくて

はいけない」 
「地域ケア推進会議と

位置付けていた中でつ

なが が見えてきて、

連動できるようになっ

てきた」等 
会議の参加者 「地域ケア推進会議を

各専門職・機関の

を会議に参加している

が、このメン ーで決

定することは しい」 
「地域ケア推進会議は

このような会議 と

決めて、それに関

る人た が参加する

うがよい」等 
他 の 協 議

体 と の 連

動 

第 1 ・2 協

議体等との連動 
「1 の協議体で し

った内容を地域ケア

会議等でという動きが

できてくるとい

い」 
「2 の協議体の場で

もう し 民の を

れて、 体的にこ

ういうことできる等を

もめるような場になっ

ていくといい」 
他 との連動 「 まで 門が

えてたが、別の 門を

き でいる」 
「 課の う

けで まら に、他の

課も考えていかないと

解決しないという う

な が現場レ で

こっている」 
現 場 の 問

題意識 
現場の問題を

トムアップする

 

「 トムアップをする

の という意識はあ

る」 
「現場で ってること

を、課題として げて

いって、その課題解決
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するために 会資源開

発や政策形成に繋げて

いくという 分の、現

場レ でないと繋が

ってこない」等 
問題意識の共有

化 
「3 職種の会議の中

で、その専門職の

で見た に、これが課

題 というとこ は出

てきてる」 
「お いの地域包括支

援センターが自分の

けではなくて、お

いに協力し いなが

ら、 なで確認して

回る たいな じで、

やっている もあ

る」等 
成 体 の

重  
「サービスの 正な

たいなものが資源

開発によってできるよ

うになってきている」 
「ケースについてはい

い と改 された

、関係者 で共有ネ

ットワークづく がで

きた と個別ケース

で見れ ある」等 
 

地域ケア推進会議の課題は、 地域ケア推進会議を

市として明確に位置づけ・目的を明確にしていくこと、

個別課題から地域課題 連動し、資源開発・政策形

成に繋げていくこと、 地域ケア推進会議に参加する

人が目的を意識して こと、の 3 にまとめること

ができる。 の地域ケア推進会議を市として明確に位

置づけ・目的を明確にしていくことについては、

の会議を地域ケア推進会議に てはめて実施していた

、各機関の 者会議として課題の共有で って

しまった して、地域ケア推進会議本 の目的が

なまま実施している があった。市として地域ケア

推進会議の本 の目的を明確に位置付けて実施してい

くことを、ま は行っていく必要がある。 

個別課題から地域課題 連動し、資源開発・政策

形成に繋げていくことについては、地域ケア個別会議

から地域課題を明らかにできていないことの があ

った。地域課題が明らかになっていなけれ 、地域ケ

ア推進会議を行っても資源開発・政策形成に繋げてい

くことは である。そのため地域ケア個別会議が個

別の課題の解決に まら 地域課題を明確にしてい

くことの意識が必要になると考える。 
地域ケア推進会議に参加する者が目的を意識して

ことについては、地域ケア推進会議の参加者が、

会議の位置付けや目的を意識しないで参加すると資源

開発・政策形成に繋げていくことは である。参加

する者が地域ケア推進会議の市町村としての位置付け、

本 の目的を理解して会に ことが重要である。 
個別会議との連動性の方法は、 地域ケア推進会議

の目的に ったメン ーが参加すること、 地域ケア

会議 けではなく、他の会議体とも連動していくこと、

個別課題から地域課題を明らかにし資源開発・政策

形成に繋げていく体 を共有していくこと、の 3 に

まとめることができる。 の地域ケア推進会議の目的

に ったメン ーが参加することについては、市町村

内で位置づけた地域ケア推進会議の目的を 成するた

めの参加者は なのかも めて検討する必要がある。

各機関の 者が集まって行 れると、個別のケース

であがっていた問題意識が共有され 、 なる報 会

で ってしまうことがある。そうではなく地域ケア

推進会議の本 の目的である資源開発・政策形成に繋

げていくために、個別課題から地域課題を明らかにし、

課題を解決するために が必要なのか、という問題意

識を った者が参加していく必要があると考える。地

域ケア個別会議と地域ケア推進会議で、 度 が生ま

れないような参加者であれ 、連動した会議になると

考える。 
の地域ケア会議 けではなく、他の会議体とも連

動していくことについては、インタビューで があ

った生活支援体 事業の第 1 ・第 2 協議体と

の連動 けではなく、 で考えると高齢者分 け

では解決でき 、他の分 の機関・専門職との連動も

か なくなってきている。 的な課題を解決する

ための重 的支援体 事業の重 的支援会議との

連動は、 か なくなっていくのではないかと考

える。そのために各市町村が生活支援体 事業の

第 1 ・第 2 協議体や重 的支援体 事業の重
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するために 会資源開

発や政策形成に繋げて

いくという 分の、現

場レ でないと繋が

ってこない」等 
問題意識の共有

化 
「3 職種の会議の中

で、その専門職の

で見た に、これが課

題 というとこ は出

てきてる」 
「お いの地域包括支

援センターが自分の

けではなくて、お

いに協力し いなが

ら、 なで確認して

回る たいな じで、

やっている もあ

る」等 
成 体 の

重  
「サービスの 正な

たいなものが資源

開発によってできるよ

うになってきている」 
「ケースについてはい

い と改 された

、関係者 で共有ネ

ットワークづく がで

きた と個別ケース

で見れ ある」等 
 

地域ケア推進会議の課題は、 地域ケア推進会議を

市として明確に位置づけ・目的を明確にしていくこと、

個別課題から地域課題 連動し、資源開発・政策形

成に繋げていくこと、 地域ケア推進会議に参加する

人が目的を意識して こと、の 3 にまとめること

ができる。 の地域ケア推進会議を市として明確に位

置づけ・目的を明確にしていくことについては、

の会議を地域ケア推進会議に てはめて実施していた

、各機関の 者会議として課題の共有で って

しまった して、地域ケア推進会議本 の目的が

なまま実施している があった。市として地域ケア

推進会議の本 の目的を明確に位置付けて実施してい

くことを、ま は行っていく必要がある。 

個別課題から地域課題 連動し、資源開発・政策

形成に繋げていくことについては、地域ケア個別会議

から地域課題を明らかにできていないことの があ

った。地域課題が明らかになっていなけれ 、地域ケ

ア推進会議を行っても資源開発・政策形成に繋げてい

くことは である。そのため地域ケア個別会議が個

別の課題の解決に まら 地域課題を明確にしてい

くことの意識が必要になると考える。 
地域ケア推進会議に参加する者が目的を意識して

ことについては、地域ケア推進会議の参加者が、

会議の位置付けや目的を意識しないで参加すると資源

開発・政策形成に繋げていくことは である。参加

する者が地域ケア推進会議の市町村としての位置付け、

本 の目的を理解して会に ことが重要である。 
個別会議との連動性の方法は、 地域ケア推進会議

の目的に ったメン ーが参加すること、 地域ケア

会議 けではなく、他の会議体とも連動していくこと、

個別課題から地域課題を明らかにし資源開発・政策

形成に繋げていく体 を共有していくこと、の 3 に

まとめることができる。 の地域ケア推進会議の目的

に ったメン ーが参加することについては、市町村

内で位置づけた地域ケア推進会議の目的を 成するた

めの参加者は なのかも めて検討する必要がある。

各機関の 者が集まって行 れると、個別のケース

であがっていた問題意識が共有され 、 なる報 会

で ってしまうことがある。そうではなく地域ケア

推進会議の本 の目的である資源開発・政策形成に繋

げていくために、個別課題から地域課題を明らかにし、

課題を解決するために が必要なのか、という問題意

識を った者が参加していく必要があると考える。地

域ケア個別会議と地域ケア推進会議で、 度 が生ま

れないような参加者であれ 、連動した会議になると

考える。 
の地域ケア会議 けではなく、他の会議体とも連

動していくことについては、インタビューで があ

った生活支援体 事業の第 1 ・第 2 協議体と

の連動 けではなく、 で考えると高齢者分 け

では解決でき 、他の分 の機関・専門職との連動も

か なくなってきている。 的な課題を解決する

ための重 的支援体 事業の重 的支援会議との

連動は、 か なくなっていくのではないかと考

える。そのために各市町村が生活支援体 事業の

第 1 ・第 2 協議体や重 的支援体 事業の重
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的支援会議と地域ケア推進会議等との位置付け、連

動していくための方法を明確にしていくことが必要に

なると考える。 
の個別課題から地域課題を明らかにし資源開発・

政策形成に繋げていく体 を共有していくことについ

ては、地域ケア個別会議、地域ケア推進会議に関 る

人た が、地域ケア会議の本 の目的を実 するため

に、成 体 を 重 ていくこと、それを共有して

いくことが必要である。このことをとおして地域ケア

個別会議と地域ケア推進会議のそれ れの目的を共有

することができ、そして連動していく方法を各市町村

で明確にすることができるのではないかと考える。 
本論は、地域ケア会議の実施機関である市町村の

者のインタビュー調査から地域ケア推進会議の課題、

地域ケア個別会議との連動性について明らかにしてき

たが、調査 者が一 のため、一 化するとこ ま

では っていない。そのため地域ケア会議を実施する

機関に地域ケア個別会議と地域ケア推進会議との連動

について等、 き き調査を行っていきたいと考えて

いる。 
回の調査に協力いた いた各市町村の 者に

したい。 
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学習指導要領における｢資質･能力｣の意味について

―育成すべき資質･能力を踏まえた教育目標･内容と評価の在り方に関

する検討会の議論からの考察―

 
齋藤 剛 野津一浩

 
Understanding "Competency" in the 2017 Announced Curriculum Guidelines: Reflections on Educational 

Goals, Content, and Evaluation Based on Desired Competencies - Insights from Review Committee 
Discussions 

 
Tsuyoshi Saito Kazuhiro Nozu 

 
静岡大学教育学部 (Faculty of Education, Shizuoka University) 

 
本論文では､今次の学習指導要領の軸となっている｢資質･能力｣の解釈について､学習指導要領改訂につながる

論点整理を行った 回に渡る｢育成すべき資質･能力を踏まえた教育目標･内容と評価の在り方に関する検討会｣

の議論と参考資料をもとにして､｢資質･能力｣の解釈､重要性､そして教育目標･内容との関連性について考察を行

った｡その結果､｢資質･能力｣とは､認知的･社会的･情意的な汎用的なスキルとその教科等ならではのものの見方・

考え方、処理や表現の方法だと考えられた。後者の各教科等ならではの見方・考え方については､その教科特有の

状況だけでなく､他の様々な状況､場面においても活用できるものとして議論されていた｡｢資質･能力｣は各教科等

の内容を通して育成されるが､その教科特有のものだけでなく､教科横断的にも育成されうるものだと考えられ

た｡

 
はじめに

2017 年に告示された学習指導要領の重要なキーワ

ードである「資質・能力」は、「言語能力，情報活用能

力，問題発見･解決能力等の学習の基盤となる資質･能

力や,現代的な諸課題に対応して求められる資質･能力

を教科等横断的な視点に基づき育成されるよう改善し

た｣(1)とあるように､すべての教科を通じて育成され

るものとして記述されている｡一方で､｢資質･能力｣の

意味については､包括的であるがゆえに教科ごと､教員

ごとで捉えが異なることも十分に考えられる｡そもそ

も､資質･能力に明確な定義があるわけでもなく､学習

指導要領ではどのような文脈でこの文言を使っている

のかが重要だと思われる｡2017 年告示の学習指導要領

において｢資質･能力｣を明記し重視するにいたたった

経緯を追うことで､｢資質･能力｣をどのように捉え､明

記するようになったのか検討したい｡ 

 今次の学習指導要領の｢資質･能力｣を考察するうえで､

本論文では､平成24(2012)年12月から平成26年(2014
年)3 月まで 13 回にわたり開かれた｢育成すべき資質･

能力を踏まえた教育目標･内容と評価の在り方に関す

る検討会｣(以後､資質･能力検討会と略)の議論につい

て取り上げる｡資質･能力検討会の内容は､2017 年告示

の学習指導要領の改定に向けた議論をする上で､基本

的な足場を提供するものであったと考えられるからで

ある｡実際に､検討会の報告書が公表(平成 26(2014)年
3 月 31 日)された同じ年(平成 26(2014)年 11 月 10 日)
には､文部科学大臣から中央教育審議会(以後､中教審

と略)に｢初等中等教育における教育課程の基準等の在

り方について｣諮問が行われ､学習指導要領の改訂がは

じまっている｡また､学習指導要領改訂の中心的役割を

担った教育課程部会(第 92 回)で配布された参考資料

『｢初等中等教育における教育課程の基準等の在り方
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について｣(諮問)参考資料 (2)には､資質･能力検討会が

次 学習指導要領に向けての基 的な資料を ること

を目的にしていたことが明記されている｡ 
 本論文では､13 回にわたる資質･能力検討会の議論の

中から､ ｢資質･能力｣をどのように捉えようとしてい

たのか､ ｢資質･能力｣を重視する は か､ ｢資

質･能力｣と教育目標･内容との関 について し､そ

れらについて考察を たい｡ 
 

｢資質･能力｣を の うに え うとしていた

の

 第 1 回の検討会において､資料を基にこれまで提言さ

れてきた資質･能力の ついて 明がなされている｡

(OECD-DeSeCo ）、「 きる

力｣(平成 8 年中教審 (21 を した が の

教育の在り方について))､｢学 力｣(平成 20 年中教審

(学 課程教育の に向けて)､｢基 的･ 用的能

力｣(平成 23 年中教審 (今後の学 における 教

育･ 教育の在り方について)､｢ 力｣(平成 15 年

力 略 会(内 ))､｢ 会 基 力｣(平成 18
年 会 基 力に関する 会(経 ))など資

質･能力を検討するうえで参考になる な｢力｣が

された｡それ れの文脈でその捉えは異なるものの､

かなり重 している部分もあり､学 教育という文脈

の中でどう するのかが課題と考えられた｡そもそ

も､平成 20(2008)年改訂の学習指導要領においても

｢資質･能力｣に関わる議論がはじまっており､その

として｢言語活 の 実｣が されていた｡資質･能

力検討会ではその 上での議論とも考えられた｡ 
 第 1 回の検討会では､｢資質･能力｣をどのように捉え

るのかについての意見も くだされている｡ え ､教

育基本 における義 教育の目的に する部分｢

の する能力を し｣｢ ･ 会の 成 とし

て 要とされる基本的な資質を うこと｣を 用して､

｢資質｣｢能力｣の が 定されているとの発言や､

｢｢資質｣については､ え とか ー

も めて､｢能力｣より い と捉えている｡｢資質･能

力｣と一 的に使うことによって､より 用 のある一

的なものにしたい｣(3)といった発言が られた｡そ

れらの意見には 通して､資質と能力を に分ける

のではなく､それ れの言 の意味を さ て､より

用 をもた ようとした らいが見てとれた｡ 
 第 6 回の検討会では､ 教育 による｢教

育課程の 成に関する基 的 ｣に関する発表があ

り､その発表と資料を基にした議論がなされている｡

的な として､ だけでなく､ や を

だ の 的な資質･能力の育成を意 した教育課

程改 が でいることが示された｡｢ を っている

か｣ではなく､｢ ができるか｣という､実 活における

の活用を目指しているとのことであった｡それら

の にあるのは､OECD-DeSeCo にお

けるキー・ ーや、 発で提 された 21
キ がある 能 が指 された これらの能力を

すると｢基 的 ー」「 キ 」「 会

キ 」の 3 つに分けられることが示された｡ な

が、キー ーや 21 キ 等の育成が

目指される能力を ー に､それらを 成する 能

力の定義を行っていることが された｡ 
 この後､検討会では に れて資質･能力について議

論をしているが､ に定義するのではなく､目の に

じる課題をどう解決していくのかといった 的な

より 用 の い能力として検討していた｡ ･ 能

に えて､それらを な場 で活用するための思考

力等､ 用 のある キ や､ り く問題解決に

取り める意 の力､ な と 力して課題解決す

るための 情の 能力､ ー 能

力といった 会 キ も めてかなり な力として

｢資質･能力｣を用いていると考えられた｡ 
 

｢資質･能力｣を重 する理 について

この については､資質･能力検討会の 目的に

的にかかわっている｡1990 年代から 2000 年代に

かけて OECD-DeSeC のキー・

ーや 21 が提 されたのは､ ー

､ した の中で､ に対応できる力が求

められるようになったためだと考えられる｡日本にお

いても､ の しい 会の中で､ の と活力あ

る 会の 成を実現するために 要な力について

な文脈で提 されてきた経緯がある｡ では､現代

会を､VUCA 代と表現することがある｡VUCA とは､

Volatility( ) ､ Uncertainty( 確 実 ) ､

Complexity( )､Ambiguity( )の 文 のこ

とであるが､ な 代に 要な力こそ｢資質･能

力｣だと思われる｡資質･能力検討会は､ が しく

な 代において 分らしく きていくための教

育や教育課程は､｢資質･能力｣を育成するものでなくて
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について｣(諮問)参考資料 (2)には､資質･能力検討会が

次 学習指導要領に向けての基 的な資料を ること

を目的にしていたことが明記されている｡ 
 本論文では､13 回にわたる資質･能力検討会の議論の

中から､ ｢資質･能力｣をどのように捉えようとしてい

たのか､ ｢資質･能力｣を重視する は か､ ｢資

質･能力｣と教育目標･内容との関 について し､そ

れらについて考察を たい｡ 
 

｢資質･能力｣を の うに え うとしていた

の

 第 1 回の検討会において､資料を基にこれまで提言さ

れてきた資質･能力の ついて 明がなされている｡

(OECD-DeSeCo ）、「 きる

力｣(平成 8 年中教審 (21 を した が の

教育の在り方について))､｢学 力｣(平成 20 年中教審

(学 課程教育の に向けて)､｢基 的･ 用的能

力｣(平成 23 年中教審 (今後の学 における 教

育･ 教育の在り方について)､｢ 力｣(平成 15 年

力 略 会(内 ))､｢ 会 基 力｣(平成 18
年 会 基 力に関する 会(経 ))など資

質･能力を検討するうえで参考になる な｢力｣が

された｡それ れの文脈でその捉えは異なるものの､

かなり重 している部分もあり､学 教育という文脈

の中でどう するのかが課題と考えられた｡そもそ

も､平成 20(2008)年改訂の学習指導要領においても

｢資質･能力｣に関わる議論がはじまっており､その

として｢言語活 の 実｣が されていた｡資質･能

力検討会ではその 上での議論とも考えられた｡ 
 第 1 回の検討会では､｢資質･能力｣をどのように捉え

るのかについての意見も くだされている｡ え ､教

育基本 における義 教育の目的に する部分｢

の する能力を し｣｢ ･ 会の 成 とし

て 要とされる基本的な資質を うこと｣を 用して､

｢資質｣｢能力｣の が 定されているとの発言や､

｢｢資質｣については､ え とか ー

も めて､｢能力｣より い と捉えている｡｢資質･能

力｣と一 的に使うことによって､より 用 のある一

的なものにしたい｣(3)といった発言が られた｡そ

れらの意見には 通して､資質と能力を に分ける

のではなく､それ れの言 の意味を さ て､より

用 をもた ようとした らいが見てとれた｡ 
 第 6 回の検討会では､ 教育 による｢教

育課程の 成に関する基 的 ｣に関する発表があ

り､その発表と資料を基にした議論がなされている｡

的な として､ だけでなく､ や を

だ の 的な資質･能力の育成を意 した教育課

程改 が でいることが示された｡｢ を っている

か｣ではなく､｢ ができるか｣という､実 活における

の活用を目指しているとのことであった｡それら

の にあるのは､OECD-DeSeCo にお

けるキー・ ーや、 発で提 された 21
キ がある 能 が指 された これらの能力を

すると｢基 的 ー」「 キ 」「 会

キ 」の 3 つに分けられることが示された｡ な

が、キー ーや 21 キ 等の育成が

目指される能力を ー に､それらを 成する 能

力の定義を行っていることが された｡ 
 この後､検討会では に れて資質･能力について議

論をしているが､ に定義するのではなく､目の に

じる課題をどう解決していくのかといった 的な

より 用 の い能力として検討していた｡ ･ 能

に えて､それらを な場 で活用するための思考

力等､ 用 のある キ や､ り く問題解決に

取り める意 の力､ な と 力して課題解決す

るための 情の 能力､ ー 能

力といった 会 キ も めてかなり な力として

｢資質･能力｣を用いていると考えられた｡ 
 

｢資質･能力｣を重 する理 について

この については､資質･能力検討会の 目的に

的にかかわっている｡1990 年代から 2000 年代に

かけて OECD-DeSeC のキー・

ーや 21 が提 されたのは､ ー

､ した の中で､ に対応できる力が求

められるようになったためだと考えられる｡日本にお

いても､ の しい 会の中で､ の と活力あ

る 会の 成を実現するために 要な力について

な文脈で提 されてきた経緯がある｡ では､現代

会を､VUCA 代と表現することがある｡VUCA とは､

Volatility( ) ､ Uncertainty( 確 実 ) ､

Complexity( )､Ambiguity( )の 文 のこ

とであるが､ な 代に 要な力こそ｢資質･能

力｣だと思われる｡資質･能力検討会は､ が しく

な 代において 分らしく きていくための教

育や教育課程は､｢資質･能力｣を育成するものでなくて
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はならないとの考えのもと 上がっている｡ 
一方で、キー・ ーや 21 キ

は､その の 会の問題解決につながる能力について

検討したものであるため､今後 や経 の が

わっていったときに対応できるのかどうかの課題が

る｡資質･能力検討会においても､ 回にわたってこ

の課題について議論を行っている｡現在の 会で 分

らしく きられる を育成することで､ の 会も

今の 会を することにならないのか､といった

視点でも問題提 された｡ 会を り えていく能力

も て目標 していくという考えも提示されたが､

本質的な 解はないため､その問題に 的であるこ

とが重要だと思われた(5)｡ 
 

｢資質･能力｣と教育目標･内容との関 につい

て

 え ､｢資質･能力｣は 行き 明で が しい

代の中で 分らしく きていく力と考えた場 ､そ

の力は で であるため､育成するためには｢資

質･能力｣を 成する の能力を定義し､それ れの

能力を育成するための教育目標､教育内容､教育方 ､

そして な評価方 が 要になる｡また､これまで行

われてきた学 教育の教育目標､教育内容等との関

について する 要もある｡この点について､資

質･能力検討会では くの問題提 とともに､これまで

教育心 学､学習科学等の 成 をもとにした提

がなされている｡ここでは､｢資質･能力｣と教育目標･内

容に って考察をする｡ 
これまで 教科で教えてきた｢内容｣を ー にして､

｢資質･能力｣を に けていくという基本的な考え方

が提示されている(6)｡ に述べたが､平成 20(2008)年
改訂の学習指導要領で提示された｢言語活 の 実｣は､

語など 定の教科での｢内容｣ではなく､ 的活 の

基盤､ ー や の基盤として､教科を

く横 としての｢資質･能力｣だと解 できる｡つまり､

教科等の内容や 質に応じて言語活 を明示的に

づけることによって､ 教科等の言語活 を通じて

用的な能力である思考力等を育成する が初めて

示された｡資質･能力検討会は､この考え方をより発

さ るためのものだと考えられた｡ 
 第 9 回の検討会では､｢内容｣を通じた｢資質･能力｣の

育成について､ 的でわかりやすい発言があった｡以

に 用する｡｢｢定義を明確にし、 を して 明す

る｣｢関 する を 的に して表現する｣とい

った活 は、とても なもの｡その意味で、

ここで｢資質･能力｣というものは、教科･領 を えて

供た が に けるべきものであるとともに、

的な教科の活 を通して に けるもの｡できる部分

は明確に け、 し、明示的に えることを

り すことで定 さ る｡これは、いわゆる学 方の

学習、 ー ・ ・ ・ ー の考え方に い｡

一方で、 定の資質･能力が 定の教科と く関わるこ

ともある｡ え 、 科の 的な 察や の

は、 会科とは異なるものであり、 科の中でも、

のような が ない現 の と、 のよう

な がかなり る場 の の 方は異なってい

る｡そのような資質･能力については、領 のもの

として に けるとともに、その活用においては、領

内だけでなく の 会 活や 、 経

や 問題などを 解く際にも使って しい｡その

意味では、資質･能力の中には、 用 が く、明確な

けと り しが 要になるものと、教科や領

や活 に なものが 在している｡｣(7)との発言で

あった｡ここでは めて重要な示 が提示されている｡

｢資質･能力｣には思考力等や学 方のようなどの教科

でも えることのできる 用 の い力と､教科等に

にある や のようなものであって､ の分

野にもその見方･考え方が か るような力と 2 つに

分けて考えることができることを示 している｡この

考え方は､資質･能力検討会の論点 で以 のように

された｡すなわ ､｢ ）教科等を横断する､ 的･

会的･情意的な 用的な キ ( ー)等
に関わるもの｣｢ ）教科等の本質に関わるもの｣「 ）

教科等に の ･ キ に関わるもの」である

）に関しては、「問題解決、論 的思考、

ー 、 ー ワー などの に や 会 に

関わる能力や、意 や情 などの に情意に関わ

る能力など｣と｢ ( や内 ･ 的思考

等を 能にするもの)｣が､ ）に関しては､｢その教科等

ならではのものの見方･考え方､ や表現の方  な
ど｡ え ､ 教科等における包括的な｢本質的な問い｣

と､それに える 上で重要となる 能な や

キ 、 に関わる な 等の で明確 するこ

となど｣と示されている(8)｡ 
 資質･能力検討会の論点 で提示された､学力の 3

の｢教科等の本質に関わるもの｣として､ え
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や においても､その内容を うだけでなく､

や ならではの問題解決の ､ 活 ､ 活

などの の 方､表現の は､ や だけで

なく､ の領 ､分野においても ･ していく

能 について言 している｡この学力の 3 とい

う視 は､教科横断的な｢資質･能力｣を考える足場とな

りうると考えられた｡ 

 

5 まとめ 

 本論文では､2017 年告示の学習指導要領の考え方の

となっている｢資質･能力｣の解 について､｢育成す

べき資質･能力を踏まえた教育目標･内容と評価の在り

方に関する検討会｣の議論の内容をもとに考察を行っ

た｡その ､学 教育における｢資質･能力｣とは､教科

等を横断する 用的な キ （問題解決、論 的思考、

ー 、意 等)や教科等の本質に関わる

もの(その教科ならではの見方･考え方など)であり､そ

れらについて､ 教科等の内容を通じて に けてい

くものであると考えられた｡ 

本 は JSPS 科 23K02455 の 成を けたも

のです  
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や においても､その内容を うだけでなく､

や ならではの問題解決の ､ 活 ､ 活

などの の 方､表現の は､ や だけで

なく､ の領 ､分野においても ･ していく

能 について言 している｡この学力の 3 とい

う視 は､教科横断的な｢資質･能力｣を考える足場とな

りうると考えられた｡ 

 

5 まとめ 

 本論文では､2017 年告示の学習指導要領の考え方の

となっている｢資質･能力｣の解 について､｢育成す

べき資質･能力を踏まえた教育目標･内容と評価の在り

方に関する検討会｣の議論の内容をもとに考察を行っ

た｡その ､学 教育における｢資質･能力｣とは､教科

等を横断する 用的な キ （問題解決、論 的思考、

ー 、意 等)や教科等の本質に関わる

もの(その教科ならではの見方･考え方など)であり､そ

れらについて､ 教科等の内容を通じて に けてい

くものであると考えられた｡ 

本 は JSPS 科 23K02455 の 成を けたも

のです  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考文  

 

1 文部科学 (2017)｢ 学 学習指導要領(平成 29 年

告示)解  ｣, 7.  

 

2 教育課程部会(2015)｢教育課程部会(第 92 回)配布資

料:資料 3-4 初等中等教育における教育課程の基準等

の 在 り 方 に つ い て ( 諮 問 ) 参 考 資 料 ｣

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chuk

yo3/004/siryo/__icsFiles/afieldfile/2015/05/25/13581

05_03_04.pdf(2023 年 10 月 30 日参 ) 

 

3 育成すべき資質･能力を踏まえた教育目標･内容と

評価の在り方に関する検討会(第 1 回)(2012)｢育成すべ

き資質･能力を踏まえた教育目標･内容と評価の在り方

に 関 す る 検 討 会 ( 第 1 回 ) 議 要 ｣

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shoto

u/095/gijiroku/1330126.htm(2023 年 10 月 30 日参 ) 

 

4 育成すべき資質･能力を踏まえた教育目標･内容と

評価の在り方に関する検討会(第 6 回)(2013)｢育成すべ

き資質･能力を踏まえた教育目標･内容と評価の在り方

に関する検討会(第 6 回) 配 資料:資料 1 教育課程の

成に関する基 的 ( 教育 発表資

料 ) ｣

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shoto

u/095/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2013/07/18/133656

2_01_1.pdf(2023 年 10 月 30 日参 ) 

 

5 育成すべき資質･能力を踏まえた教育目標･内容と

評価の在り方に関する検討会(第 2 回)(2012)｢育成すべ

き資質･能力を踏まえた教育目標･内容と評価の在り方

に 関 す る 検 討 会 ( 第 2 回 ) 議 要 ｣

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shoto

u/095/gijiroku/1330785.htm((2023年10月30日参 ) 

 

6 (2017)｢｢資質･能力｣と学 の ｣

. 

学習指導要領における「資質・能力」の意味について（齋藤剛・野津一浩） 
 

- 5 - 
 

 
7 育成すべき資質･能力を踏まえた教育目標･内容と

評価の在り方に関する検討会(第 9 回)(2012)｢育成すべ

き資質･能力を踏まえた教育目標･内容と評価の在り方

に 関 す る 検 討 会 ( 第 9 回 ) 議 要 ｣

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shoto
u/095/gijiroku/1341796.htm(2023 年 10 月 30 日参 ) 
 
8 育成すべき資質･能力を踏まえた教育目標･内容と

評価の在り方に関する検討会― 論点 ―について

(2014)｢育成すべき資質･能力を踏まえた教育目標･内

容と評価の在り方に関する検討会―論点 ―｣

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shoto
u/095/houkoku/1346321.htm(2023年10月30日参 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77

特別児童扶養手当の支給に関する考察（渡辺央） 

- 1 - 

 

特別児童扶養手当の支給に関する考察 

 

渡辺 央 

 

Considerations on the Payment of Special Child Support Allowance 

 

Chika WATANABE 

 

はじめに

2021 年 8 月末、新聞等で障害児のいる家庭に支給

される国の「特別児童扶養手当」に関する報道があっ

た。「自治体に申請しても『障害が基準より軽い』とし

て却下される件数が 2019 年度までの 10 年間で 3 倍近

く増えている」、「申請の 6 割超えを却下している自治

体もあった」というものであった。 

厚生労働省統計「福祉行政報告例」による 2009 年

度の却下件数は 1410 件、2019 年度 3950 件と 2.8 倍、

申請件数は 2019 年度に約 3 万 8 千件で 2009 年度の

1.4 倍、審査した件数に占める却下の割合は 2009 年度

の 5.3％から 2019 年度 10.5％であったとされている。

また、2019年度の却下率は横浜市が最も高く 63.5％、

千葉市 39.7％、宮崎県 26.2％、一方で秋田県は 0％、

岩手県 0.2％と自治体差も大きいことが示された。さ

らに、一度受給対象となった後も更新時の審査で打ち

切られるケースも増加し、2016 年度は 2009 年度の 2

倍近い 3,880 件に増えたとした。 

特別児童扶養手当の受給者数は、2022 年 3 月末現

在約 25 万 5 千人、2023 年度の支給額は障害の重い順

に 1 級で月額 53,700 円、2 級で 35,760 円と受給者数

も金額も大きい。申請の却下や更新時の打ち切りの背

景には、支給の可否を決める自治体の判定医の審査が

厳しくなっている可能性や、発達障害の認知度が高ま

ったことによる軽度の発達障害児の申請例の増加、審

査基準の曖昧さなどの指摘がある。いずれにしても、

申請の却下や更新時の打ち切りは、障害児のいる家庭

にとって経済的にも大きな意味を持ち、地域による判

定の大きな格差は、当事者の間に不公平感を生んでい

る。  

本論では、特別児童扶養手当の概要を整理した上で、

争点となっている審査基準の曖昧さや、障害児のいる

家庭における当該手当の意味について考察していく。 

．特別児童扶養手当とは

特別児童扶養手当は 1964 年「特別児童扶養手当等

の支給に関する法律（制定時は重度精神薄弱児扶養手

当法）」に基づいており、精神又は身体に障害を有する

児童について特別児童扶養手当を支給し、これらの者

の福祉の増進を図ることを目的としている（法第 1 条）。

20 歳未満の障害児を監護する父または母（父母以外の

者が養育する場合は養育者）に支払われ（法 3 条 1 項）、

1級及び2級の障害等級に応じて支給月額が定められ、

原則として毎年 4 月、8 月、12 月に、それぞれの前月

分までが支給される（法第 5 条の 2 3 項）。所得制限

があり、受給資格者（障害児の父母等）もしくはその

配偶者又は生計を同じくする扶養義務者（同居する父

母等の民法に定める者）の前年の所得が一定の額以上

であるときは支給されない（法第 6 条、法第 7 条）。

その他、以下の場合は手当の受給できないとしている

（法第 3 条） 

(1)対象児童が施設等に入所している方 

(2)対象児童が日本国内に住所を有しない方 

(3)対象児童が当該障害を支給事由とする年金を受給

している方 

(4)受給者（申請者）が、日本国内に住所を有しない方 

受給資格および手当の額の認定は都道府県知事・指

定都市の長の事務であるが（法 5 条 1 項）、認定請求

の受理および請求に係る事実についての審査は市町村

長が行う（法 38 条 1 項、同法施行令 13 条）。また、

手続き等の詳細については「特別児童扶養手当等の支

給に関する法律施行規則」、具体的な障害の程度は「特

別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第 3

における障害の認定について」などに定めている。障

害の種類や程度により異なるが、特別児童扶養手当の

認定を適正に行うため、必要に応じて 1～2 年の認定

期間が定められ、認定期間満了後、引き続き手当の支
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給を受けるためには更新手続きが必要となる。 
 
．特別児童扶養手当

まず必要 類等を して申請する。 したよう

に は市町村となる。その 必要となるものは、

請求者と対象児童の 本又は 本、 対象児童の

障害程度についての医 の （ 育手 または身

体障害者手 がある場合は を省 できる場合が

ある） 請求者 義の 金 又は ー 、

請求者・配偶者・児童・同居 の 人 ー

等である。申請に基づき、都道府県・政令指定都市の

判定医が審査して支給の可否や等級を決めている。上

の の 等に関して判 が となっており、

また、審査する 自治体の判定医の判 の 人差など

が の判定の地域による格差の要 と関 するとさ

れている。特に精神障害、知的障害、発達障害は 査

数 や外 でわかりやすい身体障害に て判定が

しく、医 が をどう くか、 を た判定

医がどう判 するかという によるとこ が なく

ないとされる。しかし、2021 年度の支給対象障害児数

254,706 人のうち、「知的障害の 」が 92,854 人、「知

的障害及び知的障害以外の精神障害」が 79,344 人と、

知的障害のある児童がおよそ 6 割を占めている。 
1975 年 9 月 5 日児発第 576 「特別児童扶養手当

等の支給に関する法律施行令別表第 3 における障害の

認定について」が発 され、認定要 の別 1 として

詳細な認定基準が示されている。その の精神障害（一

）と、知的障害、発達障害に関する内 は以下

の りである。 
精神の障害  

精神の障害による障害の程度は、 により認定する。 
1 認定基準 
精神の障害は、「統合 、統合 障害及び

性障害」、「 分(感 )障害」、「 性を 性

精神障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」に

分する。 
D 知的障害 
(1) 知的障害とは、知的 能の障害が発達期(おお

18 歳まで)にあらわれ、日 生 に持続的な支障が

生じているため、 らかの特別な を必要とする

にあるものをいう。 
(2) 等級に 当すると認められるものを一 例示

すると のとおりである。 

1 級 
知的障害があり、 事や身のまわりのことを行うのに

的な が必要であって、かつ、 による意

の が不可能か しく であるため、日 生 が

で 時 を必要とするもの 
2 級 
知的障害があり、 事や身のまわりのことなどの基本

的な行 を行うのに が必要であって、かつ、

による意 の が なものに限られるため、日

生 にあたって が必要なもの 
 

なお、この場合における精神発達 の 1 級と 2 級

の程度を例示すれ 、 準 された知能 査による知

能指数がおお 35 以下のものが 1 級に、おお

50 以下のものが 2 級に 当すると考えられる。 
(3) 知的障害の認定に当たっては、知能指数の に

することなく、日 生 のさま まな場 における

の必要度を して 合的に判 する。また、知

的障害とその他認定の対象となる精神 が して

いるときは、 合認定の いは行わず、 を

合的に判 して認定する。 
(4) 日 生 能 等の判定に当たっては、身体的 能

及び精神的 能を考 の上、 的な適応性の程度に

よって判 するよう める。 
 
E 発達障害 
(1) 発達障害とは、自 、 ス ー その

他の 性発達障害、 障害、 意 性障害

その他これに類する 能の障害であってその が

年 において発現するものをいう。 
(2) 発達障害については、たとえ知能指数が高くても

行 や ケー 能 の障害により対人

関係や意 を円 に行うことができないために日

生 に しい制限を受けることに 目して認定を行

う。また、発達障害とその他認定の対象となる精神

が しているときは、 合認定の いは行わず、

を 合的に判 して認定する。 
(3) 等級に 当すると認められるものを一 例示

すると のとおりである。 
1 級 
発達障害があり、 性や ケー 能 が

しており、かつ、 しく不適応な行 が られる

ため、日 生 の適応が で 時 を必要とす
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給を受けるためには更新手続きが必要となる。 
 
．特別児童扶養手当

まず必要 類等を して申請する。 したよう

に は市町村となる。その 必要となるものは、

請求者と対象児童の 本又は 本、 対象児童の

障害程度についての医 の （ 育手 または身

体障害者手 がある場合は を省 できる場合が

ある） 請求者 義の 金 又は ー 、

請求者・配偶者・児童・同居 の 人 ー

等である。申請に基づき、都道府県・政令指定都市の

判定医が審査して支給の可否や等級を決めている。上

の の 等に関して判 が となっており、
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が の判定の地域による格差の要 と関 するとさ
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254,706 人のうち、「知的障害の 」が 92,854 人、「知
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認定について」が発 され、認定要 の別 1 として

詳細な認定基準が示されている。その の精神障害（一

）と、知的障害、発達障害に関する内 は以下

の りである。 
精神の障害  

精神の障害による障害の程度は、 により認定する。 
1 認定基準 
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にあるものをいう。 
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による意 の が なものに限られるため、日

生 にあたって が必要なもの 
 

なお、この場合における精神発達 の 1 級と 2 級

の程度を例示すれ 、 準 された知能 査による知

能指数がおお 35 以下のものが 1 級に、おお

50 以下のものが 2 級に 当すると考えられる。 
(3) 知的障害の認定に当たっては、知能指数の に

することなく、日 生 のさま まな場 における
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及び精神的 能を考 の上、 的な適応性の程度に
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E 発達障害 
(1) 発達障害とは、自 、 ス ー その

他の 性発達障害、 障害、 意 性障害

その他これに類する 能の障害であってその が

年 において発現するものをいう。 
(2) 発達障害については、たとえ知能指数が高くても

行 や ケー 能 の障害により対人

関係や意 を円 に行うことができないために日

生 に しい制限を受けることに 目して認定を行

う。また、発達障害とその他認定の対象となる精神

が しているときは、 合認定の いは行わず、

を 合的に判 して認定する。 
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すると のとおりである。 
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るもの 
2 級 
発達障害があり、 性や ケー 能 が

しく、かつ、不適応な行 が られるため、日 生

の適応にあたって が必要なもの 
(4) 日 生 能 等の判定に当たっては、身体的 能

及び精神的 能を考 の上、 的な適応性の程度に

よって判 するよう める。 
 

は「特別児童扶養手当認定 （知的障害・

精神障害 ）」を いるが、数 等の 的基準は と

んどない。現行 では「現 」に まれ項目として

「 知的障害等（知能 査あるいは発達 査による判

定（重 度、重度、 度、軽度）」等、 発達障害関

、 意 障害、 精神 、 行 及び 、

性格特 、 日 生 能 の程度（「1 事」「2
」「3 」「4 」「5 入 」「6 」「7 」

の 7 項目についての能 程度を基本的に「 」「

」「自 」など 3～4 で ） 要 意度（3
で ） 医 的 合判定がある。 は当

てはまるものに をし、 は するように

なっている。 
本田 ら（2021）は「特別児童扶養手当（精神の

障害）の認定事務の適正 に けた 査 」の で、

「現 」の「 日 生 能 の程度」は 項目のいず

れもが重度ないし最重度の知的障害児でない限り 童

期以上になれ 「自 」と できる可能性が高く、

知的障害のない発達障害等においてはこれらの項目で

は日 生 における家 など養育の さ、 り感・

り度を できておらず、「 」「 」「自 」

の れかに も年 に不 応な 準なのかどうかわ

からないと指摘している。また、発達障害や精神

による認定申請が増加してきた現在、IQ（知能指数）

や DQ（発達指数）に 目する けでは 精神 の

特性による 合的な重 度を することが しく、

「 要 意度」の 3 では 間の を

する可能性が高くなる可能性があるとしている。 
このように、認定要 や を概 すると、

に られている 分が く、審査基準が とは

い い。 
 
． 児 と

さて、一方で障害児を養育する家庭の支 に目を

けると、養育に係る やそれを する 、特に母

の 労には があることがわかる。 
田 （2020）は知的障害者家 を対象とした家計

査を行っているが、その で障害児ケ にかかる

の を行っている。 査対象は 36 で 前 4 、

生 15 、 生 8 、高 生 9 、 育手 の

等級は重度 23 、 度 5 、軽度 7 、 該当 1
である。支 合計は「日 」「特別 」「ス

」「本人支 」「家 等分」などで平 1 月 92149.8
円であり、現行の特別児童扶養手当額を上 っている。 

同 査では、障害にかかる 加 の 在が認めら

れ、重度は「福祉 ー ス ・実 」、 度は「

経 」、軽度「 い事」 の支 など、障害の程度に

より異なるものの、 どもの障害の軽 や 長を目的

とする 資 が 対的に 人期よりも く され

ていることを ている。また、 生以上の一 に

高額な 育 がかかる時期においては、障害児の 育

は 対的に 額な支 にとどまるものの、 生で

は障害がない場合よりも支 が高額であることを示し

ている。 

表1　教育費年額における障害児と一般の比較
(単位：円）

田中氏の調査 全国生計費調査
就学前 1 1
小学生 1 2 0 2 0
中学生 2 80 2 1 1
高校生 40 0 0 4 1

田中（2020）「知的障害者家族の貧困」p48  
その理由として、田 は や い事等の 的

資 の 在 を指摘している。居住する地域内に医

関が く が長くなることや、障害児の

や の間、き う いが時間を したり、き

う いを けるための 加 がかかることなども支

の さと関 けている。 
障害児の母 の については、 （2019）

が特別児童支 在 児の母 の 率と、国民生

基 査の一 の母 の 率（厚生労働省 2017）
を し、障害児の母 の 率の方が いことを

らかにしている。障害児の 1～3 年生の母 の

率は 42.6％であったが、一 の母 は 1 年生に

該当する 6 歳で 71％であった。障害児の母 の「 」
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のなかで 6 割が を していたものの実現に っ

ていないが、理由として、対象児の 度の高さや

からの母 の 育ての 割意 が しており、

事を制限することに がると考えられていた。 
また、田 （2020）は障害児を育てる母 の 労

進する要 として 後等 ー スをはじめとす

る福祉 ー ス、 父母による を ているが、

父母による は ー であり、その関係

性や障害 の理 、家庭 に され、また福祉

ー スについても 間時間 の 、 と ー ス

事 者や自 の 、 の の対応などさま

ま制約があるとしている。また、 （2014）は障害

児の母 の 労について した国内外の を

し、これまでの知 をまとめているが、特に国内の

から障害児の母 において 労 が られ、その

背景には どものケ に関わる 的資 の不 をは

じめとしてさま まな要 が 在していることを示し

ている。 
このように、障害児を養育する家庭において、障害

児ケ にかかる は、年 により異なり、また、障

害児本人の行 にかかる支 けでなく、き う い

の け や、 など本人を 生 にかかる

など、表に えにくい支 があることがわかる。また、

養育者である、特に母 はその から 労したくて

もできない、あるいは、 割意 等から自ら 労を

える実 があり、現実には障害児の養育には なら

労があることが 察される。そのような家庭の

において、特別児童扶養手当は当該児童 けでなく、

その家 においても重要な意味を持つ。そして、自 、

加を 障害児の「福祉の増進を図ること」に

すると考えられる。そのためには、障害児の養育

者が不公平感を感じないよう、地域による格差のない、

適正な支給の判 が 要である。 
 
．

一 法人 国手をつな 育 合 は 2021
年 9 月 16 日に特別児童扶養手当の審査基準を

するとともに、 国の審査実 を 細に 査すること

が不可 であるとし、地域差が認められる場合には適

切な審査基準を設定した上で、国において一 して審

査する方 の 入の をする必要があると を

している。平 29 年度～平 30 年度厚生労働省行政

進 査事 金（障害者政 合 事 ）に

て行われた「特別児童扶養手当等（精神の障害）の

分 と 実を図るための 査 」の でも、当該

手当に地域間格差があることが らかにされ、現行特

別児童扶養手当認定 （知的障害・精神の障害 ）

の 点を い している。また、特別児童扶養

手当および障害児福祉手当の申請 を する 、

治医が を く きか することを支 し、より

具体的な に するという が上がるこ

とを期 して、特別児童扶養手当認定 （知的・

精神の障害 ）の 定 の がなされた。厚生労

働省はこれらを基に、支給判定格差を 正す く、精

神・知的・発達障害について判定の指 （

）を定める方 を め、2024 年度以 に 入する

しとしている。 
後の不公平感のない適正な基準の 入が まれる。 

 
考 ・引  
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幼児を対象としたいじめ研究の動向と課題 
―いじめ防止教育に着目して― 

 
外山 舞1 

 
Trends and Issues in Bullying Research Targeting children 

 
Mai Toyama 

 
 
 

はじめに 

1980 年代半ばからいじめによる自死が社会問題と

してたびたび取り上げられるようになった。また、

2013 年には「いじめ防止対策推進法」が成立・施行さ

れ、いじめの防止・対策を講じることは国家・地方公

共団体・学校などの責務であるとされた。文部科学省

の調査によると 2022 年度のいじめ認知件数は 68 万

1948 件と過去最多を記録した。また、そのうち重大事

態となったいじめ件数は 923 件で、過去最多を記録し

ており、こちらも増加している。学校はいじめを積極

的に認知し、早期解消に努める一方で深刻な被害を把

握するまで学校がいじめとして捉えていない報告も上

がっており、学校の不適切な対応も浮き彫りになって

いる。 

このような文部科学省によるいじめに関する法律や

調査は対象が小学校以降に適用されるものであり、そ

れよりも年齢が低い幼児は適用の範囲外となっている。 
しかしながら、2021 年に大津市で公立保育園在籍時に

生じたいじめ事案に関して調査の申し入れがあり、第

三者委員会による調査が行われた。市の第三者委員会

は 6 日、服装をからかう行為や児童を叩く行為など計

11 件をいじめと認定した。この事案に関して浦田

（2023）は「小学校就学前においてもいじめが存在す

るということを公認」したと述べており、保育者がい

まいちど、いじめに関する見識を深めることを示唆し

ている。 
本稿ではこれまでの幼児期におけるいじめ研究につい

て概観し、幼児期のいじめ防止教育について検討した

い。1 
 

1 静岡福祉大学非常勤講師 

幼児期のいじめについて 

幼児期のいじめに関して、深谷（1996）が幼児期には

一般に、単発的なケンカや攻撃行動はみられるが、い

じめは成立しないという見解を示しているように過去

においては幼児期においていじめは存在しないという

考え方があった。橋本（2022）は『幼稚園教育要領解

説』でいじめに関してどのような指導・援助が記載さ

れているかを内容分析した。その結果、『幼稚園教育要

領解説』では子ども同士で起こる対人トラブルを「け

んか」や「いざこざ」といった言葉で表現しており、

それらを社会性発達の機会と好意的に受け止めている

ことを示唆している。また、牧（2001）らは相手を不

快にさせたり困らせたりする攻撃的な行為に、それが

冗談であることをほのめかす遊戯的なサインが伴われ

た行為を「からかい」とし、5 歳児の自由遊び場面の

観察を実施して、幼児の遊びにおけるからかいの機能

について分析した。その結果、からかいは幼児の遊び

の場面では日常的に様々な形で行われ、遊び仲間を形

成したり、遊びを盛り上げたりするうえで重要な役割

を果たしていることが示唆された。また、遠藤ら

（1997a）は幼児期の「日常生活で起こる様々なトラ

ブルを『いじめの芽』として捉え、それを『摘む』と

いう発想で指導を行ったとしたら幼児期の自己認識や

相手への思いやりを育てることはできない」と述べて

いる。 
このように、幼児期の対人トラブルには子どもが人

との関わりを学んだり、社会性の発達の機会とする見

方があり、小学生以降のいじめの考え方と異なってい

た。そのため、小学生以降の「いじめの芽を摘む」指

導は幼児期の対人トラブルに対する対応としては適さ
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ないと考えられてきた。 
 しかし、 山ら（2003）は「幼児期に見られる攻撃・

的行動が、いじめとしての要 を つかどうかに

ついて検討すること」、「いじめ場面に見られる幼児の

仲間関 について検討すること」、「いじめとしての性

を つと された攻撃・ 的行動の

の記述からいじめの様態について検討すること」、「い

じめに対する保育者の対応について検討すること」を

目的として、年 児の ラ を 1 年間にわたって観察

を行った。その結果 定の 児に対して行われた攻

撃・ 的行動が、いじめの要 を っていたことか

ら、幼児期にもいじめとしての性 を つ行動が見ら

れることが らかにされた。また、 田ら（1998）は

「いじめ」の りと捉えられる言動が見られることを

報告している。 
また、遠藤ら（1997a）も、幼児を対象にいじめに関

する き取り調査を行い、 の に、「 だかいじめ

たくなるときがある」といった「見過 すことができ

ない 」があることを げ、「自分とは『異 と思わ

れる者』に対して、あるいは、『 い立場の者』に対し

て攻撃的な態度を取ったり、 したりすることがあ

るとれば大きな問題である」といじめに発 しうる

能性があることを示唆している。 
これらのことから、過去に幼児期のおいてはいじめ

は成立しないと考えられており、幼児期における対人

トラブルは社会性の発達の観 から好機と捉えられて

いた。しかし、 年の研究から幼児期においてもいじ

めは存在すること、対人トラブルの にはいじめに発

しうるものも まれていることが らかとなってき

た。そして、2021 年には小学校以降のいじめ重大事態

に するようないじめ事案が発生したのである。 
 

幼児 に いじめの  

遠藤ら（1997 ）は保育者が保育の で子ども同士

の「見過 すことができない」事 に着目し、「見過

すことができない行為」の内容分析を行い、保育者の

指導について考察している。その で、 数の子 が

一人に対して本人に を言ったり、「 い っこ」と

して一人に対して 数が攻撃する場面を「見過 す

ことができない」場面として取り上げ、「保育者が『見

過 すことができない』と じるのは、その行為に『

機 』を じているからである。この『 機 』を大

切にしたい。 せば、その一方で子どもたちが

的にいじめに発 しうる場面に ったときに適切に対

できるよう、「幼児の行為が行き過 たときに『見過

せない』と じる目を、一人一人の保育者が たな

ければならない」と述べている。また、 田（2017）
はいじめ防止のために、幼児期からの教員の指導が重

要であるとし、「教員の日々の子どもたちへの し方、

子どもたちの関 把握、それに く的 な指導」が

要であるとしている。 
つまり、幼児期においては人間関 でのトラブルは

幼児期の成 過 で起こりうるもので、それらは社会

性を育む好機である一方、時にはそれが行き過 た行

為である場 は小学校以降のいじめと同様の要 が生

まれる 能性がある。そのような場 には保育者の適

切な 入、指導が 要であると考えられる。これらの

いじめの要 を むか まないかの見極め、指導の方

法 については には示されておら 、 々の事

によって が異なり、保育者の 観によるもので

や に大きく されやすいと考えられる。 
大津市の子どもをいじめから る委員会報告

（2022）によると、「 幼児 び保 者からの『い

じめられている』といった え、不 に対して、

保育園の認識は『成 過 であり ること』『ち っか

いの し い』『よくあるトラブル』といったとらえ方

であった」とあり、保育士の 観が大きく してい

ることが らかとなっている。保育士の った捉え方

をした の一 として報告 では過去の幼児期のい

じめは成立しないという認識は、「幼児期もいじめは生

じ る」という知見に まっているが、そのような知

見に関する研 が しく、保育現場、行 での認識が

まっていないことが指摘されている。さらに、大津

市の子どもをいじめから る委員会（2022）によると、

園児はいじめによる 的 から不 園 態と

なった。前田（1995）は幼稚園年 児と年 児の 時

および幼稚園年 児と小 1 の 時 において

ト 指 法と 定法 び社会的行動 の仲間

知 指 法を実施し、仲間関 と について検討

した。その結果仲間から されるといった不 な

仲間関 を 的に すると幼児や小学校低学年で

も を じたり自 を低 させる 能性がある

ことを指摘しており、これらを防 ためには大人の

入が 要であることを示唆している。これらのことか

ら、幼児期におけるいじめの要 を んだ対人トラブ

ルにおいて、そのトラブルがいじめの要 を んだも
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ないと考えられてきた。 
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のかどうかも め、保育者の に だ られている。

そしてそれらの や対応を った場 、その子ども

の の成 に大きく を える 能性も考えられ

るのである。 
 

幼児 いじめの  

このように、幼児期にいじめがあるという事実は立

されており、保育現場におけるいじめに対する認識、

や対応に関しては 検討されなければならない時期に

ていると考えられる。しかし、学校現場においてい

じめを積極的に認知し、いじめ認知件数が年々上 し、

いじめに関する研究が様々な観 から行われている一

方で、幼児を対象としたいじめに関する研究は発

上のままである。橋本（2022）は幼児期の「いじめ」

に関する文 分析を行い、いじめ認知件数の推 から、

いじめの認知件数が低学年に多くなっていることに着

目し、そのような にもかかわら 、幼児期の「い

じめ」に関する文 が ないことから、幼児期の「い

じめ」への関 の低さを指摘している。そして、小学

校低学年で多発する「いじめ」問題を しでも さ

せていくためには、「幼児期における『いじめ』の 芽

を、自 な成り行きに せて 過することは」 され

ないことであること、そして、保育現場では『いじめ』

防止に らかの方向性をもって保育にあたるべき」で

あることを示唆している。また、遠藤ら（1997 ）は

「思 期に見られるいじめの解 方策を めるには、

期的発達的な からいじめ問題を考え、人 形成

の を う幼児期に を育てておかなければならな

いかを えおくことが 要」と述べており、小学校以

降のいじめ防止の観 からも幼児期のいじめに関して

実態の把握や、対応や防止教育について検 していく

ことが 要であると考える。 
 

幼児のいじめ の  

大津市の子どもをいじめから る委員会（2022）に

よると、 事案のいじめ被害の一 として「対人関

上の ルの不 」があげられている。また、 山ら

（2003）の研究においても被害 児の ケ

ン ルの低さを指摘している。また、大対ら

（2002）は対人 藤場面における問題解 課題を用い

て、社会的 ルの い幼児と低い幼児を した。

その結果、社会的 ルが い幼児は積極的に問題解

をしようとする方法を できる 向があることを

らかにした。遠藤ら（1997a）はいじめの芽の早期

発見の保育者の観察の として、「『自分の を

えきれ 、 囲に攻撃的な行動をとったり、 対に

存的な態度をとったりして、 囲の の で適切な

行動をとることができない』といった はないか」と

いう を げ、 ル ルの低さの現れがいじ

めの芽の手がかりにつながることを示唆している。ま

た、 部ら（2003）は幼児を対象に や仲間は れ

といった関 性攻撃と社会的 ルの関 について検

討した。その結果、関 性攻撃を く示す子どもは

律性 ルが低いことや 児においては 形成

ルが低いことが らかとなった。 
これらのことより、社会的 ルの低い子どもはい

じめの要 を んだ対人トラブルに き まれやすい

ことが考えられる。それは加害 、被害 どちらにお

いてもその 能性が考えられる。 説的に考えると社

会的 ルの低さがいじめの要 を んだ対人トラブ

ルに発 しうる要 の一つとも考えられる。したがっ

て、社会的 ルを することはいじめの要 を

んだ対人トラブルを防 能性も考えられるのである。 
 
いじめ ての  

これまで、小学生以上を対象にした 教育やいじ

め防止教育は様々な現場で実 されており、その 果

について検討されてきている。その の一つとして

団 ル ル教育が げられる。小 ら（2017）
は 学生を対象に 団 T を行い、 ン と

社会的 ルと関 について調査した。その結果、

ン と社会的 ルとの間に相関があること

が らかになり、 T によって ン が向上し

たことが らかとなった。また、 （2010）は小学

6年生を対象に ル ル教育を1年間行った。

その結果、学 内での対人トラブルが し、学

度が上 し、 的な学 団になっているとの分

析結果を示している。また、 立ら（2015）は小学生

2 年生の学 を対象に ル ルト ン

を実施し、学 適応 や自 に す 果につい

て検討した。その結果、そ する ルト ン

が学 適応 や自 の向上に したことが

らかとなった。 田ら（2011）は 学生のいじめの

と ン 、 ル 、社会的

ル、 ト 対 ルといった、ライ ル、

ルサ トとの関 について調査を行った。
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その結果、 ン 、 ルサ ト、ラ

イ ルがそれ れ い生 は、いじめを受けにく

く、いじめを受けても 果的に対 し、 が小さい

ことが らかとなった。 
 これらのことにより、 ル ル教育はいじ

め 防教育として 果を つだけでなく、いじめ 防

やいじめによる不適応 防と関 を つ ン

や ル にも があることが考えられ

る。 
 

に  

藤（2015）は 団生活の で ル ルを

に できない子どもがおり、様々な対人トラブ

ルやいじめの が いこと、小学校以降の適応に

することを指摘している。大内ら（2008）は年

児を対象に非社会的遊び（ 囲に遊び 能な相手がい

る において、社会的相 用の見られない遊び）

の観察、調査を 2 年間実施した。その結果、非社会的

遊びを多く見せる子どもの一部には 団生活の で社

会的 ルが されにくく、 的に問題行動が現

れる 能性が示唆された。 
藤（2015）は幼児の 団生活での不適応の 防策

として、幼児を対象に 団 ル ル教育を 2
年間に って実施した。その結果、自己 ント ル

ル、社会的 きかけ ルといった ル

ルト ン を 2 年にわたって行い、社会的

ルと問題行動の観 からその 果について検討した。

その結果、社会的 きかけ ルや自己 ント ル

ルといった社会的 ル 般が向上し、 者への

攻撃、 害といった問題行動が したことが示され

た。 ル ル教育によって 者への攻撃、

害行動が ったことを示唆している。また 藤は

ル ル教育を 団で行う として 団で学

ことによって学 した ルが日常場面に定着しやす

いこと、仲間同士の受容が まること、 の 入に

よって学んだ ルを実行しやすい になるため、

ルが定着しやすいこと、学 体の ン ル ル

が向上し、不適応 防になることなどを げている。 
また、大対ら（2002）も「 団 の目的は ラ

体の ル ルを向上させ、子どもの社会性の発

達を 進することであり、その結果、 的に社会不

適応問題を 防することができる」と述べている。 
また、 橋ら（2018）は幼児の問題行動の が社会

的 ルにおけるどの の ルの によるもの

かを検討した。その結果、非社会的問題行動に関して

は ル、攻撃的な問題行動に関しては 調

ルがそれ れ問題行動の に を えることが

らかとなった。したがって社会的 ルの向上が 団

場面での様々な問題行動の に 果を ち、幼児の

社会性の発達を すと考えられる。 
また、 ら（2019）は幼児の社会的 ルと問題

行動が児童期の社会的 ルと うつ に える

について 的研究を行った。その結果、幼児期の

調 ルと ルが児童期の社会的 ルを

として うつ の低 に することが らかと

なった。つまり、「 ましい社会的 ルを つ幼児は

な仲間関 や教師との関 を することができ、

たな社会的 ルを られる機会や仲間や教師から

の ブな を受けやすい にあ

る」ことを示唆している。また、「幼児期の社会的

ルと問題行動は の関 が見られており、問題行動が

多い幼児は社会的 ルが低いことが示され」ている。

つまり、「問題行動の多い幼児は社会的 ルが低く、

社会的 ルが き 態が くことによって うつ

が まってしまうこと」を示唆している。 
に述べてきたように、幼児教育において、人間関

のトラブルは幼児の社会性の発達を す好機と捉え

られてきた。しかしながら、トラブルを て、社会

ルを できる子どももいれば、 することがで

き 、問題行動を り す子 もいることが 行研究

により らかになってきた。また、社会的 ルを

できないまま人間関 のトラブルを り すことに

よって、仲間からの 立 を深めたり、自 の低 、

うつ 向を めるといった様々な不適応に を

える 能性が示唆されてきている。これらのことを

まえ、幼児教育における人間関 の指導に関しては、

「トラブルから学 」という から し、「 しい

社会的 ルを学 」という に大きく方向 を

していくことが 要ではないかと考える。 
 

 

本田（2018）は 学の立場と幼児教育のからみた

「 ル ル」の考え方に たりがあると指摘

したうえで、幼児教育の みの で ル

ル教育がどのように けられるかを にするこ

とを みた。その結果、保育内容のほ 体が
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く、いじめを受けても 果的に対 し、 が小さい

ことが らかとなった。 
 これらのことにより、 ル ル教育はいじ

め 防教育として 果を つだけでなく、いじめ 防

やいじめによる不適応 防と関 を つ ン

や ル にも があることが考えられ

る。 
 

に  

藤（2015）は 団生活の で ル ルを

に できない子どもがおり、様々な対人トラブ

ルやいじめの が いこと、小学校以降の適応に

することを指摘している。大内ら（2008）は年

児を対象に非社会的遊び（ 囲に遊び 能な相手がい

る において、社会的相 用の見られない遊び）

の観察、調査を 2 年間実施した。その結果、非社会的

遊びを多く見せる子どもの一部には 団生活の で社

会的 ルが されにくく、 的に問題行動が現

れる 能性が示唆された。 
藤（2015）は幼児の 団生活での不適応の 防策

として、幼児を対象に 団 ル ル教育を 2
年間に って実施した。その結果、自己 ント ル

ル、社会的 きかけ ルといった ル

ルト ン を 2 年にわたって行い、社会的

ルと問題行動の観 からその 果について検討した。

その結果、社会的 きかけ ルや自己 ント ル

ルといった社会的 ル 般が向上し、 者への

攻撃、 害といった問題行動が したことが示され

た。 ル ル教育によって 者への攻撃、

害行動が ったことを示唆している。また 藤は

ル ル教育を 団で行う として 団で学

ことによって学 した ルが日常場面に定着しやす

いこと、仲間同士の受容が まること、 の 入に

よって学んだ ルを実行しやすい になるため、

ルが定着しやすいこと、学 体の ン ル ル

が向上し、不適応 防になることなどを げている。 
また、大対ら（2002）も「 団 の目的は ラ

体の ル ルを向上させ、子どもの社会性の発

達を 進することであり、その結果、 的に社会不

適応問題を 防することができる」と述べている。 
また、 橋ら（2018）は幼児の問題行動の が社会

的 ルにおけるどの の ルの によるもの

かを検討した。その結果、非社会的問題行動に関して

は ル、攻撃的な問題行動に関しては 調

ルがそれ れ問題行動の に を えることが

らかとなった。したがって社会的 ルの向上が 団

場面での様々な問題行動の に 果を ち、幼児の

社会性の発達を すと考えられる。 
また、 ら（2019）は幼児の社会的 ルと問題

行動が児童期の社会的 ルと うつ に える

について 的研究を行った。その結果、幼児期の

調 ルと ルが児童期の社会的 ルを

として うつ の低 に することが らかと

なった。つまり、「 ましい社会的 ルを つ幼児は

な仲間関 や教師との関 を することができ、

たな社会的 ルを られる機会や仲間や教師から

の ブな を受けやすい にあ

る」ことを示唆している。また、「幼児期の社会的

ルと問題行動は の関 が見られており、問題行動が

多い幼児は社会的 ルが低いことが示され」ている。

つまり、「問題行動の多い幼児は社会的 ルが低く、

社会的 ルが き 態が くことによって うつ

が まってしまうこと」を示唆している。 
に述べてきたように、幼児教育において、人間関

のトラブルは幼児の社会性の発達を す好機と捉え

られてきた。しかしながら、トラブルを て、社会

ルを できる子どももいれば、 することがで

き 、問題行動を り す子 もいることが 行研究

により らかになってきた。また、社会的 ルを

できないまま人間関 のトラブルを り すことに

よって、仲間からの 立 を深めたり、自 の低 、

うつ 向を めるといった様々な不適応に を

える 能性が示唆されてきている。これらのことを

まえ、幼児教育における人間関 の指導に関しては、

「トラブルから学 」という から し、「 しい

社会的 ルを学 」という に大きく方向 を

していくことが 要ではないかと考える。 
 

 

本田（2018）は 学の立場と幼児教育のからみた

「 ル ル」の考え方に たりがあると指摘

したうえで、幼児教育の みの で ル

ル教育がどのように けられるかを にするこ

とを みた。その結果、保育内容のほ 体が
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ル ル び ル ル教育と対応し るも

のであることが らかとなり、 は幼児教育におい

て重 されている事 を 重した ル ル教

育の在り方を示すことが 要であることを示唆してい

る。また、 （2021）は幼児を対象とした

ル ルト ン の研究動向をまとめていく で、

幼児に対する 団 ル ルト ン の

性を らかにしていく一方で、「実 には幼児教育の

現場において ル ルという観 から子ども

への関わりが行われることは多くない」と、幼児教育

現場で ル ル教育が していないことを

指摘している。その要 として「幼児教育では（保育

者が 定した ではあるものの）生活や遊びの で

自 に発生する場面を して子どもの様々な を ば

すことを目指す一方で、 T では ル ルを

ばすために な時間と 入を 定するという手法

の がある」 能性を指摘している。また、

ル ルト ン に関する知見が幼児教育現場

において 分に 知されていない 能性も指摘してお

り、これまでの ル ルト ン 研究に

おいて、 学の 家の 入によって行われている

ことを指摘している。 
 これらのことより、保育内容の に ル

ルと同様の要 は に まれてはいるが、保育現場で

は ル ル教育のように、体 された教育

ラ とはなっていない現 にある。また、

ル ル教育としてはまだまだ保育現場には 知

されておら 、 家の 入がなければ現場に し

ていくことは しい現 にあると言える。 
 年、幼稚園・保育園の現場で 士 の

家の導入がなされている。 山ら（2017）は幼稚

園保育園で 士が活用されるためにどのような

と役割を つことができるのかを らかにする

ために、幼稚園教 と保育士への ンケ ト調査を行

った。その結果、 士 の として、相談

援の の に、「お 達とのかかり方の ルト

ン 」や「 ラ で活用できる園児の の発達

を す指導 案」といった ル ル教育の要

を った があることが らかになった。 、

幼稚園、保育園現場に の 家が されていく

で、保育士や幼稚園教 と 同して ル

ル教育を行っていくこともいじめ防止教育の一つの方

法として考えられるのではないだ うか。 

 
に 

本稿ではこれまでの幼児を対象としたいじめ研究を概

観し、いじめ防止教育の観 から ル ル教

育の重要性に関して述べてきた。これまで幼児期にお

いて対人トラブルは起こりうるものであり、それは社

会性の発達の機会であると好意的に捉えられてきた。

しかしながら対人トラブルの にはいじめの要 を

むものがあり、対応によっては子どもの成 に大きく

を すことが らかとなってきている。保育現

場においては までの対人トラブルの対応、見解を

していか ばならない。それと同時に保育現場では

の 家による 入が 々に しつつある。保

育現場において の 家と 同しながらいじめに

防止に関する研 、 ル ル教育を実 して

いくことによって子どもたちがより かな社会性を学

場となっていくと考える。 
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